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令和５年山形村議会第４回定例会 

 

議 事 日 程 （第２号） 

 

令和５年１２月６日（水曜日）午前 ９時００分開会 

      開議宣告 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 一般質問 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

出席議員（１１名） 

１番 小 出 敏 裕 君  ２番 竹 野 入 恒 夫 君 

３番 百 瀬 昇 一 君  ５番 小 林 幸 司 君 

６番 福 澤 倫 治 君  ７番 春 日  仁 君 

８番 大 月 民 夫 君  ９番 三 澤 一 男 君 

１０番 上 條 倫 司 君  １１番 大 池 俊 子 君 

１２番 新 居 禎 三 君    

欠席議員（１名） 

   １３番 百 瀬  章 君 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

地方自治法第１２１条第１項の規定により説明のため出席した者の職氏名 

村   長 本庄利昭  君  副 村 長 赤羽孝之  君 
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総務課長兼 
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篠原雅彦  君 

企 画 振 興 

課 長 
堤  岳志  君  税 務 課 長 中村貞寿  君 

住 民 課 長 中川俊彦  君  
保 健 福 祉 

課 長 
古畑佐登志 君 

子 育 て 

支 援 課 長 
中原美幸  君  

産 業 振 興 

課 長 
村田鋭太  君 

建 設 水 道 

課 長 
宮澤寛徳  君  教 育 次 長 藤沢洋史  君 
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総 務 課 

財 政 係 長 
丸山晃弘  君    

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

事務局職員出席者 

事務局長 上條憲治 君  書  記 上條美季  君 
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――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

  ◎開議宣告 

○副議長（新居禎三君） おはようございます。 

 去る１１月３０日にお亡くなりになられました百瀬章議長に対し、黙禱を行い、哀

悼の意を表したいと思います。 

         （黙 禱） 

○副議長（新居禎三君） 地方自治法第１０６条の規定により、私が議長の職務を代行

いたします。 

 ただいまから令和５年第４回山形村議会定例会の本会議を再開いたします。 

 本日の会議に先立ちまして、傍聴者の皆様に申し上げます。山形村議会傍聴規則に

より、撮影、録音等をするには許可が必要となります。なお、報道関係者から取材の

申込みがありましたので、これを許可しています。 

（午前 ９時００分） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

  ◎議事日程の報告 

○副議長（新居禎三君） 本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

  ◎会議録署名議員の指名 

○副議長（新居禎三君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議規則第１２５条の規定により、１１番、大池俊子議員、１番、小出敏裕議員を

指名します。 



 －２４－ 
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――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

  ◎一般質問 

○副議長（新居禎三君） 日程第２、一般質問を行います。 

質問の順序は、お手元に配付の質問表に従って行います。 

本定例会の一般質問は、１人６０分を限度に一問一答方式で行います。 

質問者は、質問・答弁が終わるまで一般質問者席でお願いします。 

念のため申し上げますが、質問・答弁は簡潔明快にお願いいたします。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

        ◇ 小 林 幸 司 君 

○副議長（新居禎三君） それでは、質問順位１番、小林幸司議員の質問を行います。 

 小林幸司議員、質問事項１「村役場は働きやすい環境か検証を」について質問して

ください。 

 小林幸司議員。 

         （５番 小林幸司君 登壇） 

○５番（小林幸司君） 議席番号５番、小林幸司です。 

 まず一般質問に入る前に、先頃お亡くなりになられた百瀬議長に追悼の意を表した

いと思います。 

 百瀬議長の突然の訃報に驚きと悲しみが今でもあふれています。百瀬議長が上げた

議会改革への道半ばで、さぞかし無念であったと思います。残された議員全員で改革

に向けて頑張りたいと思います。 

 百瀬議長のご冥福をお祈りし、追悼の言葉とさせていただきます。 

 それでは１番目の質問として「村役場は働きやすい環境か検証を」ということで、

お尋ねをいたします。 

 令和５年もあと１か月余りになりました。本年１年間を振り返ると気象的にも大変

な年でした。村の出来事でも様々なことが起こりました。解決しなければならない問

題が山積みです。 

 今回は以下の２つについて質問させていただきます。 

 １番としては村役場の働き方ということで、よろしくお願いします。 

 １として、ここ数年の間に役場職員の休職や退職が多いように思うが、本年を含め
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過去４年間で休職や退職をした人数は何名ですか。 

 ２、村長は退職までの経緯は把握されておりますか。 

 ３、退職は個人の意志を最も尊重されなければいけませんが、まだ続けていかれる

ような働きかけはされましたか。 

 ４、現職の職員や山形で働きたいと思っている人はどのような考え、思いがあると

思いますか。 

 ５、専門技術を持っている職員の特別職や採用、固定職など、ここの専門職という

のは土木関係や会計管理などの専門職を持っているということでよろしくお願いをし

たいと思いますが、どのようにお考えでしょうか。 

 ６、表舞台で働く人、ここの表舞台というのは、それぞれの役場庁舎内の受付等に

いらっしゃる受付をされている皆さん。それと縁の下という書き方で書いております

が、これは後ろに控えている事務をしている方それぞれの仕事でございますが、役場

を支えている人それぞれについてしっかり目配りや声かけはされていると思われます

か。 

 以上、通告１回目の質問とさせていただきます。 

○副議長（新居禎三君） ただいまの質問に、村長答弁願います。 

 本庄村長。 

         （村長 本庄利昭君 登壇） 

○村長（本庄利昭君） 小林幸司議員のご質問にお答えをいたします。 

 「村役場は働きやすい環境か検証を」についてのご質問であります。 

 １番目のご質問の「本年度を含め過去４年間で求職や退職した人数」でありますが、

この４年間では長期療養休暇取得者は６名。既に復帰している職員もおりますが、育

児休暇の取得者は１１名、退職された職員は１４名であります。 

 ２番目のご質問であります「村長は退職までの経過は把握されているか」というこ

とでございますが、退職事由が一身上の都合ということもあり、個人のプライバシー

の問題でありますので、退職に至った詳細の部分までは把握しておりません。療養休

暇等から退職に至る場合などは村でお願いをしております産業医や保健師の方を通じ

て報告がありますので、概要は把握しております。 

 ３番目のご質問の「退職は個人の意志を最も尊重されなければいけないが、まだ続

けていかれるような働きかけはされていますか」ということでありますが、役場職員

として長年経験を積んだ貴重な人材でありますので、個人個人のそれぞれの事情もあ



 －２７－ 

りますが、村としてはできるだけ長く働いていただきたいと考えております。 

 療養休暇等を取っている場合には、産業医等とそれぞれ相談をしながら復帰プログ

ラムを通じて無理なく復帰、働けるように努めております。 

 また、この４年間の退職事由を見ますと、民間企業や市役所など次に働く場所を決

めてから退職の意向が知らされるケースも多く、このような場合には働きかけをする

のが難しいというのが現状でございます。 

 ４番目のご質問の「現職の職員や山形村で働きたいと思っている人にどのような考

えや思いがありますか」についてでありますが、山形村の人材育成基本方針をつくる

にあたって、令和３年度に組織活性化のための職員アンケートを行っております。

「組織の一体感の欠如」や「心理的安全性」、若手職員においては「やりがいの乏し

さ」や「組織に対する不満」などが確認されております。そうした不満を取り除きな

がら働きがいのある明るく風通しのよい職場にしていきたいと考えております。 

 また、山形村で働きたいと思っている方には村の第６次総合計画にも掲げておりま

す「チャレンジ！やまがた」とあるとおり、職員採用にあたっては何事にも前向きに

チャレンジする気概を持った皆さんに応募してもらいたいと考えております。 

 ５番目のご質問であります「専門技術を持っている職員の採用や固定職などのお考

えはありますか」についてでありますが、それぞれの専門技術を持った職員を固定化

して勤務していただければ業務の効率性は高くなるとは思います。仕事の内容は時代

とともに多様化してきますので、当村のような小さな自治体では限られた職員数の中

では専門性を極めるよりも行政事務一般を幅広く対応できる職員を育てたいと考えて

おります。 

 職員としては自分の仕事が直接村民の皆さんの笑顔や声で返ってくることを実感で

き、様々な分野の仕事が経験できることも小さな自治体の職員としての働きがいだと

思っております。 

 ６番目のご質問であります「表舞台で働く人、縁の下で役場を支える人、それぞれ

しっかり目配りや心がけはされていると思いますか」という件についてでありますが、

すべての職員が住みよい村づくりのために共通の目標に向かって仕事をすることが大

事なことだと思います。 

 当村では年度始めに課ごとの重点目標を定め、それぞれの課、係などチームとして

課題に向けて全員で取り組むことを目指しております。行政は課や係が組織として仕

事をしておりますので、村長として私が直接職員に声をかけるなどのコミュニケーシ
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ョンを取ることはあまりないのが現状であります。 

 以上でございます。 

○副議長（新居禎三君） 小林幸司議員。 

○５番（小林幸司君） ありがとうございました。 

 １番目の質問から再質問させていただきます。今聞きますと、４年間で１４名の方

が退職をされていると。内容についてはほかの企業とかに転職をするという人たちが

多いということも含まれておりますが、新しい仕事を求めてということで山形村の職

員として採用されて数年経ってからまた次の仕事へ異動するという考えではあっても

いいかと思うのですが、そこで今の時代ではその職業を一生頑張ろうということには

ならないかと思うのですけれども、なかなか難しいかなという考えがあります。 

 先ほど、村長のお話の中でカウンセラー、産業医によるカウンセリング等を行って

いると。内容については言うことではないかもしれませんけれども、プレッシャーを

抱えている職員の皆さんも大分いらっしゃるのかなと思うのですが、この件について

はどうでしょうか。 

○副議長（新居禎三君） ただいまの質問に答弁願います。 

 篠原総務課長。 

○総務課長（篠原雅彦君） ただいまの産業医、産業保健師の関係なのですけれども、

職員については、産業医については基本的に年１回ということで面談をやっていただ

いております。保健師につきましては、人間ドックや健康診断を受けた後にその内容

を見た中で相談という、基本的な年間の流れはそういう形で行っております。 

 ただ先ほどもありましたように、療養休暇を取得している者がいるということで、

そういった者に対しては１回ということではなくて、必要に応じて面談を実施してい

るということであります。 

 プレッシャーという部分を今言われたのですけれども、誰もがそこの部分について

は抱えているところでありまして、先生方についてはかなりそういうところを聞いて

いただいてサポートをしていただいている状況ですので、お二人についてはかなり助

けていただいている部分が多いのかなと、日頃見ております。 

○副議長（新居禎三君） 小林幸司議員。 

○５番（小林幸司君） 楽しんでやるのが仕事なのですが、なかなかそんなことにもい

かないと思います。村の仕事をしているのだという自分の意識もありますし、村民の

皆さんからもいろいろとプレッシャーをかけられるし、上司の皆さんからも言われる
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というのは納得はしておりますが、なかなかその中でどうしたらいいのかということ

で、先ほど４番目のところでお答えをいただきました令和３年度に職員に対してアン

ケートを取ったというところで、やめていった人からの言葉をお伝えしますが、これ

をやって村の働き方を変えてほしいと若手が言ってもなかなか上のほうで通用しない

というか上まで届いていかないと言っていた職員の方もいらっしゃいましたが、この

辺についてはどう思いますか。 

○副議長（新居禎三君） ただいまの質問に答弁願います。 

 篠原総務課長。 

○総務課長（篠原雅彦君） いろいろ後ほど出てまいりますけれども、窓口改革の関係

とか若手が今年度ワーキンググループをつくって改善計画をということもやっていた

だいております。 

 以前にもそういった改善点について進言をしてということだと思うのですけれども、

そういった中でなかなか改善されていかない。上のほうに響かないというお話だった

と思うのですけれども、非常にそういうやりがいという部分で今の若手職員というの

は非常にそういうことを求めているというところだと思うのです。 

 ということもありまして、そういった自主的に動いていただいている部分もかなり

近年見られているものですから、そういったものをしっかり酌んでいかなければいけ

ないというところが我々に対してちょっと欠けているのかなと。そういったところが

不満積もり積もって最終的に退職につながってしまう、そういうことがこれまであっ

たということもありますし、これ以降はそういうことはないように改善していかなけ

ればいけないと思います。 

 ですので、そういった、特に若手からの提案については我々がしっかり後押しをし

ていってあげなければいけないのかなと最近非常に感じております。 

○副議長（新居禎三君） 小林幸司議員。 

○５番（小林幸司君） 確かに今、課長のおっしゃるとおり、下からのお願いごとをか

なえてやるというのは当然だと思うのですが、なかなか、いざ事業をやっても１日１

日の中ではなかなか目に見えた成果は出てこないと思います。いざとなったときに成

果が出てくるというところを、頑張っているのになかなかそこを認めてもらないとい

う職員の方もいらっしゃいました。 

 ですので、今後、いいことというか、よかったことに対してはしっかり褒めること

は大事だと思いますし、誰でも人間ですのでミスはするのですが、そのミスをしたと
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きのカバーをすること、「あなたがミスったんでしょう」ではなくて、全体を見てい

なかったからというところを見てほしいと思いますが、このことについてはどう思い

ますか。 

○副議長（新居禎三君） ただいまの質問に、答弁願います。 

 本庄村長。 

○村長（本庄利昭君） それぞれ職員の退職理由があると思うのですけれども、１つの

ケースとしては、その職員が自分の人生設計の中でステップアップしていくと。山形

村役場より待遇のいいところへ移っていくと。こういうケースについては村としては

大きな損失になるわけですけれども、その個人としては正しい選択というのですか、

そういうことになると思います。 

 今の小林議員のご質問は、山形村役場で働きたいという気持ちがあるけれども、職

場の人間関係だったり働きにくさのために辞めていくという、それが問題だというこ

とを言っていると思うのですけれども、どこの組織もそうでありますけれども、役場

の退職率、離職率というのは、こういった地方公務員の世界でありますので、民間に

比べるとはるかに低い数字になっていると思います。 

 民間企業は、いろいろな企業があるのですけども、職種にもよりますけれども、平

均しましても大体役場の４倍、５倍ぐらいの離職率。そういうことでありますので、

どこの職場も職員一人一人がすべて満足するような職場というのは当然ないわけであ

ります。 

 それとチームとして動くものですから、組織の中で自分がどういう役割を果たすか。

その中で、当然社会性も求められますし、人間関係の中の馬の合う、合わない、たま

たま自分と馬の合わない同僚、上司ということも当然あるわけです。それはどこの社

会でもあることでありまして、そういったことを解決するために先ほど総務課長が申

し上げましたとおり、産業医であったり、そういった問題を聞く係をまた用意してお

ります。それでもということになれば、もっといい方法があればいいのですけれども、

またその辺については課題だと思っておりますし、入ってくる職員の気質もだんだん

変わってまいります。その辺も早めに把握するといいますか若い人たちの気質ですか

ね、そういったものもどんなふうに生かしていくかということも、これからの大きな

課題になってくると感じております。 

 以上です。 

○副議長（新居禎三君） 小林幸司議員。 
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○５番（小林幸司君） 確かにおっしゃるとおりだと思いますが、大昔、伝承館の頃の

役場の時代から流れを考えていきますと、その頃は仕事が終れば即、課ごととか仲間

ごとで飲みに行くというそれが時代の流れでしたが、最近ではコロナもありますが、

その後の仕事もありますが、なかなか課ごととか、仲間同士でのコミュニケーション

の取り方がなっていないというよりもできる場所がないというような、勝手にお酒に

行きましょうかと言っても、これはもうパワハラだということになってしまっている

時代なので、なかなか難しいと思いますが、課ごと仲間ごとの話合い、同じ年代で入

ってきた仲間職員の話合い等の場所というのは設けているのかどうか、お願いをいた

します。 

○副議長（新居禎三君） ただいまの質問に答弁願います。 

 篠原総務課長。 

○総務課長（篠原雅彦君） 同世代でということでよろしいわけですかね。そこの部分

についてはこちらから設けるということは特にないというところであります。 

 ただ、先ほども申し上げたように自主的にそういったワーキンググループを横断的

につくってもらって、今回については窓口改革について検討していただいたというこ

とは今年度についてはございました。ただ、こちらからという部分については特に設

けていないというところであります。 

○副議長（新居禎三君） 小林幸司議員。 

○５番（小林幸司君） 働きやすい役場ということを求めてということで質問させてい

ただきました。 

 最後に私からの要望ということでこの質問を終わりにしますが、山形村の顔という

ところ、村の中、村から見て役場というのは山形村の顔なので、その中で働いている

皆さんに誇りを持っていただいて、第一線にいるということを自負されて、今後活動

をしていっていただきたい。悩み事については自分の心の中に抑えるのではなくて、

上司や仲間に相談ができる場所をつくっていただきたいと思いますので、今後の山形

村、来年は１５０周年になりますので、山形村の役場もちょっと変わったかなという

ところを見せていただきたいと思いますので、以上で質問を終わります。 

○副議長（新居禎三君） 小林幸司議員、１番目の「村役場は働きやすい環境か検証を」

について質問終了でよろしいですか。 

○５番（小林幸司君） はい。 

○副議長（新居禎三君） それでは次に、質問事項２「複合施設の進捗状況と旧伝承館
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跡地の利用計画は」について質問をしてください。 

 小林幸司議員。 

○５番（小林幸司君） それでは２番目の質問をさせていただきます。 

 その前に図らずも今日市民タイムスに質問内容の答えがまるまる載っておりました。

見たら、ここで答えを出しているなということがありますが、質問をさせていただき

ます。「複合施設の進捗状況と旧伝承館跡地の利用」ということでお願いをしたいと

思います。 

 複合施設の検討委員会から建設委員会へと徐々に具体化されていますが、現在どの

くらいまで進んでいるのかの進捗状況をお聞かせください。 

 ２、予算規模や進行時期など決まっていればお聞かせください。 

 ３、旧伝承館跡は現在、小学校職員の駐車場として利用されていますが、このまま

の状態で置くのか、整備して駐車場にするのか、またほかの利用も考えているのかお

聞かせください。 

 ４、発掘された物を保管しているコンテナや建物は現状維持なのか移転するのかを

お聞かせください。 

 以上、１回目の質問とさせていただきます。 

○副議長（新居禎三君） ただいまの質問に、教育長、答弁願います。 

         （教育長 根橋範男君 登壇） 

○教育長（根橋範男君） 「複合施設の進捗状況と旧伝承館跡地の利用計画は」につい

てのご質問にお答えいたします。 

 質問の相手方が村長と教育長になっておりますが、あらかじめ村長と調整をいたし

ましたので、私からご答弁申し上げます。 

 １番目のご質問の「複合施設建設検討委員会から建設委員会へと徐々に具体化され

ていますが、現在どのくらいまで進んでいるのか進捗状況をお聞かせください」につ

いてでありますけれども、令和４年度末に複合施設整備推進委員会で施設整備に関す

る基本構想を策定いたしました。令和５年度、今年度につきましては、この基本構想

を実現するため、より具体的な計画として山形村複合施設基本計画を策定することと

しております。 

 基本計画策定にあたりましては、４回のワークショップを開催し、村民の皆様の考

え方を聞いてまいりました。ワークショップで出された意見を計画内容に反映させる

とともに複合施設整備推進委員会で協議を重ね、施設の基本計画案づくりを進めてま
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いりました。 

 本年１１月１日から１１月２０日まで、この基本計画案についてパブリックコメン

トを実施し、村民の皆様から寄せられた意見を考慮し、基本計画案の見直しを行いま

した。 

 現在の進捗状況としましては、複合施設整備推進委員会の中で、山形村複合施設の

基本計画最終案が取りまとめられた状況であります。 

 次に２番目のご質問の「予算規模や竣工時期など決まっていればお聞かせください」

についてお答えをいたします。今年度実施計画に計上した内容で申し上げます。複合

施設の建設年度は令和７年度と令和８年度の２か年を予定し、この２か年にわたる建

築費は 15 億円と見込んでおります。 

 次に３番目のご質問の「旧伝承館は現在小学校職員の駐車場として利用されていま

すが、このままの状態で置くのか、整備して駐車場にするのか、または他の利用も考

えているのかお聞かせください」についてであります。現在のところ具体的な検討は

まだしておりませんけれども、今後土地利用についての検討が必要になると考えてお

ります。 

 次に４番目のご質問の「発掘された物を保管しているコンテナや建物は現状維持な

のか移転するのかお聞します」についてでありますけれども、旧伝承館跡地にある建

物内に保管されている文化財等につきましては新たに整備される施設内に移転をした

いと考えております。 

 なお、旧伝承館跡地内の建物の今後の在り方につきましては、土地利用のその状況

を踏まえて検討していきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○副議長（新居禎三君） 小林幸司議員。 

○５番（小林幸司君） ありがとうございました。 

 市民タイムスを読んでいると内容等分かりましたし、今お答えをいただきましたの

でより一層分かるところでございますが、今月中に基本構想というか設定を行うとい

う記事になっております。ワークショップなどを行ったときにどのような意見として

いろいろな意見が出されたのか分かれば教えていただきたいと思います。 

○副議長（新居禎三君） ただいまの質問に答弁願います。 

 根橋教育長。 

○教育長（根橋範男君） 多様な意見が出ております。中には子どもを交えてのワーク
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ショップもあったものですから、子どもの思いもたくさん出ておりますので、主な内

容について申し上げます。 

 例えば施設の階数を何階建てにしたらいいのかという話もあったり、あるいはフリ

ースペースはどうあるべきかとか、または図書館の機能でバックヤードをどうするの

かとか、３つの機能別にワークショップを開催しているものですから、多様な意見が

たくさん出ている。 

 例えば１つのワークショップの中で５０ぐらいの意見が出てきているものですから、

それぞれ個々のものはここで申し上げられませんけれども、とにかくいろいろな意見

が出ているという内容でございます。 

○副議長（新居禎三君） 小林幸司議員。 

○５番（小林幸司君） 今月中に基本構想ということで提出された後ですが、設計に至

る、この業者についてはまだその選定に至るところではないと思いますけれども、村

長の考えとしては今、発掘されている物をどのように展示したら皆さんに見てもらえ

るのかなという考えはございますか。 

○副議長（新居禎三君） ただいまの質問に、答弁願います。 

 本庄村長。 

○村長（本庄利昭君） 答申の内容をまだいただいておりませんけれども、答申の内容

をいただくときには今、議員のご質問にもあったような、その答申に至るその過程の

中でどんな検討がされたかというところは非常に興味のあるところですし、参考にな

るところだと思います。その点をお聞きしながら、問題を整理して、これからの進め

方などをまた考えていきたいと思いますけれども、まずはどうしてその答申に至った

かという説明は詳細にまたお聞きしたいと思っております。 

○副議長（新居禎三君） 小林幸司議員。 

○５番（小林幸司君） 答申を受けてからということで、分かりました。 

 隣の朝日村には展示場と公民館みたいなところにフリースペースみたいなところが

あるのでたまに見学をさせていただいたりしていると、あの展示の仕方というのは魅

力的だなという思いもありますし、朝日村の中には工芸をする方たちが大分おられて

展示スペースとして利用しているというのもあります。 

 そういうところも、これから村の中の施設を造るにあたって、いろいろなものを村

の中でも作っている皆さんがいると思いますので、ぜひこのフリーなスペースへ展示

をしていただけるようなところ、このようなことも意見として出たとは思うのですけ
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れども、ぜひお願いをしたいと思います。 

 その次のところですが、先ほど教育長が７年、８年をかけてということでお話をさ

れていますが、これから建てていくのに何か月くらいかければ建物ができるかという

のは予想されていますか。 

○副議長（新居禎三君） 根橋教育長。 

○教育長（根橋範男君） まだ発注からどの程度でその建物が竣工できるかというとこ

ろは、しっかりはその把握はしておりません。ただ、同一規模の建物であれば、財源

等の平準化も考えれば２か年を使えば完成が大丈夫かなということで、できるだけ工

期を短縮する中でできればよりいいかなとは思っております。 

○副議長（新居禎三君） 小林幸司議員。 

○５番（小林幸司君） 分かりました。できるのを楽しみに待っていたいと思いますが、

あと３番目の伝承館の跡地について、今砂利等を敷いてあって、大変先生方も苦労し

て駐車をしている状態だと思います。 

 春先から梅雨時期はぬかるんでしまうときも多少ありましたし、これから雪が降る

状況になりますので、その利用の仕方について、もうちょっと検討していただきたい

と思いますが、今後駐車場以外で使うのならというのは何かお考え、今考えがないと

言っていましたけれども、違う使い方があるのではないかという。 

 あそこの現場を見ますと、上の段と下の段という段差がついておりますので、そこ

ら辺の利用の仕方も問題というか難しいかなと思うのですが、どんな利用があるのか

再度お聞きをいたします。 

○副議長（新居禎三君） 根橋教育長。 

○教育長（根橋範男君） 先ほど申しましたとおり、まだどんな用途であの土地を活用

していくかという方向は全然決めておりません。 

 今の現状を見ながら、これからあの土地がどのような用途で使われることが一番効

果的なのかなということを考えていく必要があるかなと思っております。ただ面積は、

登記簿面積で約２，６００平米程度はありますけれども、形状が悪いものですから、

有効で使える、十分その土地利用として活用できる面積というのはもう少し小さな面

積になってしまうと思います。 

 今申し上げました登記簿面積の２，６００平米というのは忠魂碑の場所は除いてい

るのですけれども、忠魂碑の前の駐車場は登記簿面積に含まれているものですから、

どうしても形状があまり好ましくない。それから三間沢川が流れていて、河川区域が



 －３６－ 

あったり砂防指定があったりして、川側は三角形になっているのです。ですから、ど

うしてもその土地利用上、形状はあまり好ましくない土地になっています。そういう

ことも考慮しながらどういう用途が一番いいのかというのは、今後の検討になるかと

は思います。 

○副議長（新居禎三君） 小林幸司議員。 

○５番（小林幸司君） 分かりました。また検討いただいて有効に利用していただきた

いと思います。 

 最後４番目の質問ですが、先頃、洞遺跡で大変貴重な発掘物が発掘されたと。貴重

で本当に村の宝になりそうなところということで新聞にも載っておりました。県宝に

もなった土器等もありますので、ぜひ早めに施設を造っていただいて、展示をしてい

ただきたい。山形村の魅力をよそに発信をする起点になってほしいなと思います。ぜ

ひ早めの竣工ができるようにご検討いただいて、この質問を終わりたいと思います。 

○副議長（新居禎三君） 小林幸司議員、ただいまの２番目の「複合施設の進捗状況と

旧伝承館跡地の利用計画は」について終了でよろしいですか。 

  以上で小林幸司議員の質問は終了しました。 

  ここで暫時休憩とします。 

（午前 ９時３７分） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

○副議長（新居禎三君）  休憩を閉じ、会議を再開します。 

（午前 ９時３８分） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

        ◇ 上 條 倫 司 君 

○副議長（新居禎三君） 質問順位２番、上條倫司議員の質問を行います。 

 上條倫司議員、質問事項１「山形村の山は松枯れから守られているのか」について

質問してください。 

上條倫司議員。 

         （１０番 上條倫司君 登壇） 

○１０番（上條倫司君） 議席番号１０番、上條倫司。 

 質問事項「山形村の山は松枯れから守られているのか」。 
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 今年は山形村の山の紅葉が始まるのが２週間以上遅くなりましたように感じました

が、皆さんはどのように感じましたか。 

 山形村の山は本当に毎年きれいに紅葉します。尾根にはアカマツが生えて谷は広葉

樹やカラマツが生えていて、色の模様が３８年ぶりに「アレ」をしたタイガース柄に

見えるのは私だけでしょうか。 

 それでは山形村の山は松枯れから守られているか伺いたいと思います。 

 質問１、松枯れ木の確認は誰が行っているのか伺いたい。 

 質問２、年度別の伐採本数または薫蒸処理は。本数を伺いたい。 

 質問３、伐採したアカマツの枝の処理はどのように行っていますか。 

 質問４、森林病害虫防除事業等により、５月末までに薫蒸処理時期を厳守とありま

すが、今年度の春の山形村での処理は時期の厳守ができていなかったように見えまし

たが、そのところを伺いたい。 

 質問５、山形村において、松枯れ本数が増えていますが、なぜ増えていると思いま

すか。 

 以上ですが、よろしくお願いします。 

○副議長（新居禎三君） ただいまの質問に、村長答弁願います。 

 本庄村長。 

         （村長 本庄利昭君 登壇） 

○村長（本庄利昭君） 上條倫司議員のご質問にお答えをいたします。 

 「山形村の山は松枯れから守られているのか」についてのご質問であります。 

 １番目のご質問であります「松枯れ木の確認は誰が行っているか」についてお答え

いたします。 

 山形村ではこれまで役場職員による調査を実施しておりましたが、昨年度からより

きめ細かに対応するため松本広域森林組合に業務を委託しております。調査は、遠方

からの目視により被害木が発見された現地に行き、検体を採取等するという方法で行

っております。そのほかには住民の皆様から寄せられた情報も調査員にお伝えし、確

認をしている状況であります。 

 ２番目のご質問の「年度別の伐採本数または薫蒸処理本数について」でありますが、

伐倒駆除の過去５年間の実績について申し上げます。令和元年度が３２本で５７.４

立方、令和２年度が５５本で８６立方、令和３年度が３４本で７６.６５立方、令和

４年度が７２本で１１６．５６立方、今年度は１１２立方の見込みをしております。 
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 ３番目のご質問の「伐倒したアカマツの枝の処理はどのように行っているか」とい

うことでございますが、玉切りした幹とまとめて、一緒にビニールシートで覆い、薫

蒸処理を行っております。 

 ４番目のご質問の「森林病害虫防除事業等により５月末までに薫蒸処理時期を厳守

するとありますが、今年度は時期の厳守ができていないように見えたがどうか」とい

うことでございますが、村では被害対策に充てるため、県の補助金を活用して事業実

施を行っております。林務関係の補助金メニューが今年度については一本化が図られ

たこともありまして、県事業着手許可が例年と比べて遅くなり、事業着手が６月から

となったという状況でございます。 

 ５番目のご質問の「村において松枯れの本数が増えているように思うが、なぜ増え

ていると思うか」についてでありますが、長野県ではここ数年被害量が全国１番とな

っており、その中でも松本地域は被害量の半分を占める地域となっております。 

 以前は標高８００メートル以上には被害が見られないという状況でございましたが、

最近は、地球の温暖化の影響もあると思いますが、それを超える箇所も発生するとい

う状況でございますので、温暖化も影響していると思われます。 

 以上でございます。 

○副議長（新居禎三君） 上條倫司議員。 

○１０番（上條倫司君） 松枯れはどうしても赤く枯れてくるものですから、時期によ

って分かりにくいときもありますが、分かりやすいところもあるのですけれども。 

 １番の質問ですが、役場では今度確認をしない、任せるというような答えでした。

両者で見るくらいにやっていってもらったほうがいいのかなと思うのですけれども、

なぜ役場の職員としてやらないのかお聞かせ願えたら。 

○副議長（新居禎三君） ただいまの質問に答弁願います。村田産業振興課長。 

○産業振興課長（村田鋭太君） お答えいたします。業務の委託ということにつきまし

ては、専門知識を持った森林組合の職員の方にお願いをするというところで我々は安

心感を得ておるところではございます。ただ、議員のおっしゃるように業務を役場職

員がやらないというわけでは全くなくて、日々現場に出るときに注意深く発生箇所の

状況は目視をさせてもらっておりまして、何か異常があった場合については、密に連

絡を取りながら松枯れ対策については日々業務に当たっているという状況であります。 

○副議長（新居禎三君） 上條倫司議員。 

○１０番（上條倫司君） 山ということで発見することもなかなか難しいと思います。
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真っ平らなところなら分かりやすいと思いますけれども、地形が入り組んでいる山の

影になっている箇所もあるわけです。村にはドローンというものがあるだけなのか、

そういうものを使ってやっていくという考えはあるのか、お聞かせ願えたら。 

○副議長（新居禎三君） 村田産業振興課長。 

○産業振興課長（村田鋭太君） ドローンの活用についてというご質問でありますけれ

ども、以前雨氷の被害等がございまして、その被害調査をする目的でドローンを購入

させてもらっておりまして、産業振興課で管理しているという状況でありますが、そ

のドローンを使った松枯れの調査というものに対しての使用については今のところ行

っていない状況であります。 

 そういった状況もよくないものですから、課内でなるべくそのドローンを操縦がで

きる職員を増やしていかないといけないということもありまして、本年につきまして

は一般職の者にドローンの操縦の講習会に参加してもらって、何か不測の事態ですと

かアカマツの調査が分かりにくいところで、どうしても調査必要だという場合につい

ては、そういった対応もできるようにということで、職員に勉強してもらったという

経過がございます。 

○副議長（新居禎三君） 上條倫司議員。 

○１０番（上條倫司君） ある意味宝の持ち腐れではないですけれども、雨氷を待って

いるではなくて、活用をぜひ松枯れにもしていくし、職員が何でもできるような形を

取っていかないと、しまっておくだけの機械になってしまうと思うのですが、いかが

でしょうか。 

○副議長（新居禎三君） 村田産業振興課長。 

○産業振興課長（村田鋭太君） おっしゃるとおりだと思います。現在、定期的にドロ

ーンの操縦講習みたいなことはやってはおるのですが、年々ドローンを扱う基準です

とか資格というものが、だんだん敷居が高くなってきているのです。 

 それぞれ運行時間というものを求められてきておりまして、厳しくなっているとい

う点。また、山形村は松本空港から近いということもありまして、空港寄りの地域で

は飛行が難しい、規制がされるということもあります。西山の山形村の山のほうにつ

いては特に問題はないかと思われます。 

 今後、そういった運行ができる職員運行体制というものをつくって、なるべく増や

していくということをしていかないと、おっしゃるとおり宝の持ち腐れということに

つながっていきますので、管理の問題ですとか運行できる職員を増やすといったとこ
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ろでまた、産業振興課のみならずほかの課でも運行ができる職員ということも考えま

して、役場挙げて、そういった人を増やしていけたらどうかなと思っております。 

○副議長（新居禎三君） 上條倫司議員。 

○１０番（上條倫司君） ドローンなんかは、いろいろなところで使えると思うのです

けれども、使う人がいなければ本当に宝の持ち腐れで、いざというときにも使えない

ということになってしまうと思いますので、取り入れて簡単にパッとできるくらいに

態勢を整えておくというと、いろいろなことに役立つと思うわけです。よろしくお願

いします。 

 それと日々、産業振興課で松枯れの場所は管理していかなければ、人任せというの

は落ちがあったりとか、そういうことがあると思いますので、どうか１つ、２つの目

で見ていくという、最新の車だと３つもカメラがついていることもあるわけです。い

ろいろな目で見て被害木の本数を増やしていかないというところに向けていってもら

いたいと思います。 

 それでは、質問の２番に移らせていただきます。 

 先ほどの村長の令和５年度の１１２本なのか立方なのかそこのところがちょっとは

っきりしなかったものですからお聞かせ願えたら。 

○副議長（新居禎三君） 村田産業振興課長。 

○産業振興課長（村田鋭太君） 村長答弁で立方とありましたが立米ということでお願

いをしたいと思います。 

 ５年間の実績ということで、先ほどお答えさせてもらったのですが、本年度につい

てはまだ事業が継続中ということで見込みの数値ということで報告をさせてもらいま

したが、木の太い細いはありますが、昨年が１１６立米ということで実績があるので、

今年度はそれに対して１１２立米ということですので、令和４年並みの本数、量を処

理できるのではないかというところで見込みとしてお話をさせてもらいました。 

○副議長（新居禎三君） 上條倫司議員。 

○１０番（上條倫司君） 年々本数が増えていくという少し波がありながら確実に増え

ていると思うわけですが、どこかで食い止めていかないとますます増えていくと想像

ができるのです。現場の係としては、そこのところはどう見ているのか。 

○副議長（新居禎三君） 村田産業振興課長。 

○産業振興課長（村田鋭太君） ますます増えていくというお話もありましたとおり、

当松本地域が長野県においても非常に被害が多い地域ということになっておりまして、
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全国的に松枯れ、この松くい虫の被害というのは右肩下がりの状況にある中、長野県

が全国一の被害発生地域ということであります。その中でも松本地域が断トツ１位と

いうことであります。 

 温暖化ということもございますし、気象変化というのが一番大きな要因であると考

えておりますが、全国では減少傾向というところを見ますと、いずれ終息はしていく

のではないかなという、楽観的な見方に感じてはしまうかもしれないのですけれども、

全体の流れとしては減る傾向だということを考えていきますと、私、産業振興課とし

ては今年度並、去年度並の処理本数、またその年その年の気象状況によって被害の発

生ということも波はございますけれども、こういう状況からなるべく見えたものを駆

除していく、見えたところでなるべく早く伐倒駆除をしていくという方法をしばらく

続けていかないといけないかなということを感じております。 

○副議長（新居禎三君） 上條倫司議員。 

○１０番（上條倫司君） お願いします。 

 薫蒸処理というのをするというのが定説だと思います。枝というものはビニールの

袋の中に入れるわけですけれども、下に枝を入れて木材を上から押さえつける形でや

っていると思いますが、そこの処理はどうなっているか。 

○副議長（新居禎三君） 村田産業振興課長。 

○産業振興課長（村田鋭太君） 現場の被覆の状況からすると議員がおっしゃるとおり

だと思います。 

 玉切りしたものをビニールシートで約１０日とか１５日くらいですか、薫蒸という

ことで覆う処理をするようです。 

 森林組合にも確認したのですけども、枝も残すことなく被覆をして処理をしている

という報告を受けております。 

○副議長（新居禎三君） 上條倫司議員。 

○１０番（上條倫司君） そこのところは必ず枝の処理までもきれいに薫蒸するように

指導のほうよろしくお願いします。 

 それでは質問４に移っていきたいと思います。 

 駆除をしていくにあたって、約束事というのがある。６月になったら虫が出てしま

うという木から出てしまう次の産卵に備えていろいろ栄養を蓄えていくということに

なるわけですけれども、今年は６月予算の関係で６月ではないと切れなかったという

さっきの説明でよろしいのでしょうか。 
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○副議長（新居禎三君） 村田産業振興課長。 

○産業振興課長（村田鋭太君） 毎年５月の終わりですとか、今か今かと、こちらの村

でも待っている状況であります。県の決定がないと事業着手ができないという状況で

ございまして、去年に比べて今年が、答弁にもありましたとおり、補助金の一本化と

いうことですべてまとめて林務関係の補助金が決定されたという状況もありまして、

その中に松枯れの関係の補助金も含まれていたということで再三県にも確認をして、

いつ交付決定をいただけるのかということはお話をさせてもらったのですが、６月で

すかね、入ってからということになりまして、こちらも急いで事業着手ということで

手続をさせてもらいましたので、実際に山で作業に入れた時間というのは、決定があ

ったからすぐ山に入れるかということではないと思われますので、そこで少し時間差

が生じてしまったかなと感じております。 

○副議長（新居禎三君） 上條倫司議員。 

○１０番（上條倫司君） せっかくお金が来ても倒せる態勢ができても虫が飛び出てし

まっているという、何ともちぐはぐな対策になってしまっていると思うのですけれど

も、そういうことのないように前年度に村長にお願いをして予算をつけてぜひ伐採を

してもらいたいとお願いしたのですけれども、なぜ行ってもらえなかったのかちょっ

とお聞きしたいと思います。 

○副議長（新居禎三君） 村田産業振興課長。 

○産業振興課長（村田鋭太君） 補助金の事業ということであります。単費での対応と

いうのは資金的に、事業的には厳しいということでありまして、どうしても県の補助

金頼みの事業ということになってしまっておる状況でありますので、そういった決定

がないと現場で動けないという状況であります。そこら辺はご理解をいただきたいと

いうことであります。 

 あと毎年林務の部から、松枯れのその虫の動き始める初日という報告があります。

そこの日付が、本年については６月１０日か１５日という話がございまして通知が来

るのですけれども、通知は通知の日付でありまして、現場を見ながら今年はこういう

状況だろうなということを見た中での予測の通知ということでいただくものでありま

すが、そういったところからなるべく６月に入ってから早く事業着手をしたいという

のは現場の本音でありますので、補助金を交付する県の林務関係の部署には、なるべ

く現場の声を伝えてなるべく早く事業着手ができるように対応していただきたいとい

うようなことでお願いはしていきたいと思っております。 
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○副議長（新居禎三君） 上條倫司議員。 

○１０番（上條倫司君） 村費でやってもらいたいという申し入れになったわけですが、

なぜできなかったのかというのをお聞かせ願たらと思います。 

○副議長（新居禎三君） 本庄村長。 

○村長（本庄利昭君） ご質問の村費でなぜできないかということでございますけれど

も、村でも限られた予算で村政を運営しております。仮に林業関係、林業振興という

ところの予算につきましても松枯れのこの課題については補助金があればやるという

基本的な考え方であります。村費を投入してまでやっても村民益にはならないという

判断をしているというのが村費でやらない理由でございます 

○副議長（新居禎三君） 上條倫司議員。 

○１０番（上條倫司君） 年々被害木が増えているという状況の中で、どうしてもやっ

てかないといけないというときがあると思うのです。 

 そういうときには、村民も理解してくれると私は思うのです。そこらのところはど

う思いますか。 

○副議長（新居禎三君） 本庄村長。 

○村長（本庄利昭君） 先ほど申し上げましたが、恐らくこれアンケートを取ってもそ

うだと思うのですけども、村でやるべき優先順位としては今ですと子育て支援であっ

たりこれからだと高齢者福祉というのが大きな課題となっているのが現状であります。 

  林業関係で申しましても林業振興というところから考えますと松枯れ対策ももちろ

ん大きな課題ではありますが、これについては補助金があればやるというスタンスだ

と思いますし、これからの林業関係の課題としては手の入らない山林が増えてきて、

お金にならない産業になりつつあると。そちらにお金を使わないとますます林業の新

興というのは図られないというのが今、林業を抱えている一番の優先すべき課題だと

認識をしております。 

○副議長（新居禎三君） 上條倫司議員。 

○１０番（上條倫司君） 松枯れ木を処理するというのは産業というよりも環境を守っ

ていくということだと思うのですけれども、それはどう思いますか。 

○副議長（新居禎三君） 本庄村長。 

○村長（本庄利昭君） 山林といいますか里山のいろいろな課題から申し上げますと、

一番大きな課題というのは有害鳥獣の問題で熊だと思います。今、人身の事故もある

という全国的なニュースもございますし、山形村においても今年どうなるかまだこれ
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からというところもございますけれども、熊の対策、どういう対応をするか、それを

最優先で考えるべきであって、環境、美的な見た目の枯れているという里山の風景の

その優先順位というのは、この中信地区にしましても、山形村はまだ恵まれているほ

うであって、例えば松本の山辺、ここで言いますと東山のほうですと、本当に見るに

堪えない松林があるわけであります。 

 お金を幾ら仮に使ったとしても、防ぐことが実際にできるかどうか、これは今まで

どこの地区においても松枯れに勝ったという事例はないわけでありますので、これは

先ほど課長からも申し上げましたけれども、日本全体から見れば松枯れの問題という

のは標高の高い長野県が最後の今被害の真っ最中にこれからあるということだと思い

ます。 

 これは自然の淘汰される中で、やがては終息に向かっていくと認識をしております。 

○副議長（新居禎三君） 上條倫司議員。 

○１０番（上條倫司君） 結局見た目にはとらわれないということになるということで

すか。本当に松本の枯れているところを見たら、山が赤くなっている風景、また今、

枯山水ではないですけれども、葉っぱが落ちて哀れな山があるわけです。 

 自然に勝てるということはないわけですけれども、農業なんかをやっていて、虫と

の戦い、病気との戦いでやっているわけですけれども、努力をしていかないと虫とい

うのはどんどん繁殖していくということがあるわけです。農業をやっている人は、自

分の畑は虫なり病気に勝ってかないと被害を出てくると。そこの勘どころというもの

が村にはないと感じるのですが、その見た目ということが、山なんかを見るものです

から、大変大事なことだと思うのです。 

 私はぜひ、いざというときは村費を使うくらいの覚悟をしていってもらいたいと思

うわけですが、どうでしょうか。 

○副議長（新居禎三君） 本庄村長。 

○村長（本庄利昭君） おっしゃることはそういった面も当然あると思います。 

 松枯れの問題というのはその枯れている松の所有者が誰かということが一番の問題

だと。本来、松の山を管理するのは所有者の責任。今、議員おっしゃるとおりに自分

の畑は自分で当然管理している。山も全く同じだと思います。松山を持っている方が

自分の松山が松枯れになれば一義的には当然その所有者がどうするか考える。それが

実際にはできないものですから、補助事業を使って村でもやっていると。それが実態

だと思います。 
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○副議長（新居禎三君） 上條倫司議員。 

○１０番（上條倫司君） 今、山というのはどこまでが自分のうちの山だかも分からな

くなっているような状態になってきている。山はあるけれども、どこからどこまでだ

か分からないという人がかなり増えてしまっている。そこらのところが自分の山とい

う意識がない。役場でやっていくという形になっていくと思うのですけれども、そこ

らのところをしっかりと村が方向を見出していく。それと最後はお金の段取りだと思

うのです。県の補助金頼みだということですけれども、その段取りが悪いと今年みた

いに虫が出た後、処理をしてかないといけないという、とんでもないちぐはぐさが出

てしまうと思うのですけれども、そこらのところは村を管理している者としてどう感

じているのかお願いします 

○副議長（新居禎三君） 村田産業振興課長。 

○産業振興課長（村田鋭太君） 公助事業での駆除に頼っているというところであるた

めに、今後もそういったことがないように、先ほども答弁しましたけれども、今年度

は非常に遅れたと、なるべく早く現場は待っているということは県にはお伝えして、

県でのまとめてだとか一体型の交付だということは県の事情でありますので、松枯れ

に関しては、当松本地域は非常に多い地域で、現場は待っているということは、こち

らからしっかり伝えて、なるべく早く交付事務もしていただいて、市町村に届けてい

ただけるようにということでお願いはしていきたいと思っております。 

○副議長（新居禎三君） 上條倫司議員。 

○１０番（上條倫司君） 虫の抜け殻の木を処理していくというような、こんなちぐは

ぐなことはぜひやめてもらいたいと。 

 そういう中で、今年度の予算は県にお願いしてあるのだけれども、全部これからま

た枯れてくるわけですけれども、そこらの処理するお金はどうなっているのか。また

お金がありません。また来年の６月です。そんな形になっていくのかそこのところは

どうなっているのですか。 

○副議長（新居禎三君） 村田産業振興課長。 

○産業振興課長（村田鋭太君） 県の追加の交付決定も９月の定例会で認めていただい

たということであります。今回の予定の実施見込みが１１２立米ということで、先ほ

どもお話をさせてもらいましたが、正直あとどのくらい切れるかという見込みは１０

本、２０本とか数十本切れるという予算規模で残っているわけではありませんので、

その心配をしていただいているとおり、切残し等がまた発生してしまう可能性は非常
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に高い状況でありますので、去年一昨年とそう変わらないではないかというご指摘も

あるかもしれませんが、先ほど来、予算の範囲内でというような、交付決定が来た範

囲内でということで、どうしてもできない部分、手が届かない部分が発生してしまっ

ている状況ではありますけれども、なるべくできる範囲で対応して駆除に当てていき

たいということであります。 

○副議長（新居禎三君） 上條倫司議員。 

○１０番（上條倫司君） 何回も言うようですけれども、一番の反省点は６月になって

切り出したという、そこらのところが来年度４月、５月には確実に切れるという、切

り終わるくらいの形ができるのか、そこらのところを伺いたいと思います。 

○副議長（新居禎三君） 村田産業振興課長。 

○産業振興課長（村田鋭太君） 被害木が今一番散見されているところが、上竹田の四

ツ谷の山、あの辺が一番多い地域にはなっておりますが、村を全体見ますと下大池、

小坂、上大池ということで、村全体にそういったところがありますので、その広い地

域を一気にすべて駆除することは、どうしても人的にも難しい作業にはなってくると

思いますので、そこら辺はできるだけ被害が偏っているところにまず着手をして、そ

れからほかに手をつけていくということで、計画的に制御はしていきたいと考えてお

ります。 

○副議長（新居禎三君） 上條倫司議員。 

○１０番（上條倫司君） 被害木があるところには卵も産んであると解釈をしてもらっ

て虫の場合は一網打尽というのが一番大事だという、ここのところだけやられている

ので、ここだけやっておけばいいという考えは甘いと思うわけですけれども、どうで

しょうか。 

○副議長（新居禎三君） 村田産業振興課長。 

○産業振興課長（村田鋭太君） おっしゃるとおりだと思います。 

 見た目茶色い木が確認されて、「あれはもう松くいだ」ということで認識ができる

ものと、病気にかかり始めている、まだ症状が見えない木もありまして、そこのかか

り始めの木というものをどう判断していくかというのが難しいと思われます。どうし

ても目視で茶色くなりはじめて「おかしいな」と思ったときに調査するとおそいという、

そういった病気の特性もありますのでなかなか判断とか、そういったところで難しい

面もありますけれども、なるべく未然に早めの対応ができるようにということで県に

も働きかけをしていきたいと思っております。 
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○副議長（新居禎三君） 上條倫司議員。 

○１０番（上條倫司君） ぜひよろしくお願いします。マツノザイセンチュウというの

は、カミキリムシがかじっていく中において感染をしていくということらしいですが、

カミキリムシがいなくなればうつることはないと思うわけです。 

 やはり一網打尽というのが虫との戦い。農家でも虫のたかっているところだけ防除

すればいいというのではなくて、一網打尽ですから、自分の全部の畑に均等に量が、

薄くするとそこには虫がいるという形になるものですから、ぜひ広い面積でも確実に

虫を捕まえていく。そういう処理をしていくということでお願いします。 

 ふだん寒くなれば死んでしまうし、卵を産むという習性ですから、枯れている木に

は卵が産んであるという思いで、ぜひ山形村の村を守っていってもらいたい。 

 議員には村費を使えといってもなかなか力がありませんので、ぜひそこらのところ

は段取りよく、４月、５月には処理ができるような形が県で取れるのか、どうなって

いるのかそこだけ最後にお聞きしたいと思います 

○副議長（新居禎三君） 村田産業振興課長。 

○産業振興課長（村田鋭太君） 県の補助金の一本化という話がありましたけれども、

松くいのほかに、その景観をよくするための伐採のものですとか、ライフラインを確

保するための枝の伐採ですとか、そういった補助金のメニューが一体化でされたとい

うことを聞いております。 

 各部署の調整で一気に出すということで少し遅れてしまったのか、またそういった

ことを初年度、今年度初めてやったということで事務処理も遅くなってしまったのか

なということが想像されますが、来年度についてはそういった問題もあると、現場で

は待っている人が大勢いるということをしっかりお伝えして、なるべく早くそういっ

た交付の決定の事務をしていただきたいということでお話をしていきたいと思ってい

ます。 

○副議長（新居禎三君） 本庄村長。 

○村長（本庄利昭君） 今の説明を補足させていただきますけれども、この松くいの問

題、今いろいろご指摘ございましたとおり、なかなか実績が上がってこないというの

が実態で、今、補助金の話もございましたけれども、担当する現場の職員としては県

費であったり国費の補助事業、いろいろなところを注意深く見て、何か財政的にもそ

ういったものがないかということで真剣に対応していただいております。 

 その中で先ほどの役場職員のやりがいというところにも通じるのでありますけれど
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も、なかなか達成感の感じられないこの仕事でありまして、松くい虫一生懸命これを

取組でみても、松くいの感染に勝てるかというとなかなか勝算がないというのが実情

であります。 

 必ずしも科学が自然に勝てるかというのはこれも疑問でありますし一番有効だと言

われているのは空中防除であります。今、一斉にという話がありましたけれども、村

中空中防除する。これが一番ですけれども、これは今いろいろな規制がございまして

山形村の場合にはできないとなっております。 

 そんなこともありますので、担当課を中心に取り組んでおりますけれども、成果が

目に見えて上がるということはなかなか難しいという実態はご理解いただきたいと思

います。 

 以上でございます。 

○副議長（新居禎三君） 上條倫司議員、終了でよろしいですか。 

 以上で、上條倫司議員の質問は終了しました。 

 ここで、暫時休憩します。 

 再開は１０時３０分です。 

（午前１０時２４分） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

○副議長（新居禎三君） 休憩を閉じ、会議を再開します。 

（午前１０時３０分） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

        ◇ 福 澤 倫 治 君 

○副議長（新居禎三君） 質問順位３番、福澤倫治議員の質問を行います。 

福澤倫治議員、質問事項１「山形村介護保険事業について」を質問してください。 

福澤倫治議員。 

         （６番 福澤倫治君 登壇） 

○６番（福澤倫治君） 議席番号６番、福澤倫治です。私は今回３点のことについて、

村長、教育長にご質問させていただきます。 

 １として「山形村介護保険事業について」。 

 介護保険は、平成１２年、西暦２０００年よりスタートし、今年で西暦２０２３年
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ですが、８期目の２４年が経過をし、８期目の最後の年となりました。その間保険料

は５段階から９段階へと変わりましたことはご存じのことと思います。 

 第１期から第８期の間の３年間にたしか赤字になったときは１期目と聞いておりま

す。５期目も非常に厳しかったようでございます。 

 そこで次のことについて質問いたします。 

 最初に、介護保険料を決定する１期３年の基本的な考え方について教えてください。 

 ２として、現状の９段階の保険料にどう考えますか。 

 ３として、現在の基金の状況はどうですか。また基金はどのくらいが妥当か教えて

ください。 

 ４として、第８期令和３年度・４年度の介護保険計画値と実績値、これは給付値に

なると思いますけれども、教えてください。 

 ５として、滞納者・不納欠損者に対する制度上の考え方について教えてください。 

 最後に、村長として介護保険制度をどう考えているかお聞きいたします。 

 これで第１回の質問を終わります。 

○副議長（新居禎三君） ただいまの質問に、村長答弁願います。 

 本庄村長。 

         （村長 本庄利昭君 登壇） 

○村長（本庄利昭君） 福澤倫治議員のご質問にお答えをいたします。 

 「山形村介護保険事業について」のご質問であります。 

 １番目のご質問「介護保険料を決定する基本的な考え方について」でありますが、

介護保険料は３年ごとに策定される介護保険事業計画において、１期３年の介護サー

ビスにかかる１人当たりの費用を算出し、保険料額を決定しております。 

 ２番目のご質問の「現在９段階の保険料をどのように考えますか」についてであり

ますが、山形村の保険料の段階は国の基準と合わせて５段階でスタートして、６段階、

７段階を経て、第６期から現在まで９段階の保険料で運用をしております。 

 基準額を中心に所得が少ない方は低めの保険料、所得が高い方は高めの保険料とな

っており、所得に応じた負担を求める観点からは、一定のバランスは取れていると思

います。 

 ３番目のご質問の「現在の基金の状況はどうか。また基金はどのくらいが妥当か」

ということでありますが、令和４年度末の基金現在高は約１億 3,000 万円であります。

介護保険の支払準備基金は各年度において発生する余剰金を積み立てる一方、介護給
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付費の急増等、不測の事態に備えることにより、介護保険事業の安定的な運営を行う

ためのものでありますが、事業計画を１期３年で区切りとしておりますので、必要以

上の基金残高を保有することは適当ではないと思います。 

 ご質問の「基金はどれぐらいが妥当か」ということでありますが、明確な基準はご

ざいませんが、他市町村の状況などを鑑みますと年間の保険料収入額の２０から

３０％ほどだと思います。 

 ４番目のご質問の「第８期令和３年度・４年度の介護保険給付費の計画値と実績値

について」でありますが、令和３年度は計画値が６億 5,700 万円に対して実績値は５

億 8,000 万円でありました。令和４年度は計画値が６億 7,300 万円に対して実績値は

５億 4,600 万円でありました。 

 ５番目のご質問の「滞納者・不納欠損者に対する制度上の考え方について」であり

ますが、介護保険料を滞納している方には督促状や催告状の送付、電話等による納付

をお願いをするなど、滞納額の解消に取り組んでおりますが、保険料徴収の権利は２

年間で時効となるため、２年以上経過した保険料は不納欠損としております。 

 法令の規定では、滞納者や不納欠損者から介護保険制度の利用申請があった場合は

未納になっている期間に応じて利用者負担率の引上げや高額介護医療費の軽減措置が

受けられないなどの措置を行うことが制度上では定められております。 

 ６番目のご質問の「村長として介護保険制度をどのように考えているか」について

でありますが、介護保険制度は高齢化社会への対応策として２０００年（平成１２年）

４月から施行され、今年で２３年が経過します。 

 この制度は高齢者が介護を必要とする状況に応じて、それぞれの介護度に応じた必

要な保険医療サービス、福祉サービスを給付するために国県市町村が５０％を負担し、

市町村が保険者となり、特別会計を設けて運営するとされております。 

 今後ますます高齢化が進んでまいりますが、２０２５年には８００万人いる団塊の

世代がすべて７５歳以上の後期高齢者となり、５人に１人が後期高齢者という超高齢

社会を迎えます。 

 当村も加入しております松塩筑木曽老人福祉施設組合の現状と課題について申し上

げますと、介護保険制度を支えております介護職の職員については少子高齢化に加え、

重労働、低賃金などの理由から職員の不足が恒常化しております。今後施設の統廃合

を含め見直しが必要な状況であります。 

 当村にあります「ピアやまがた」については、人口推移の予測から現状の定数のま
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ま当面は運営されると思いますが、組合全体では今後大きな合理化が必要になると思

われます。特に人口が減少している地域では介護職員の不足から今後必要な介護を受

けることが難しくなることも懸念されております。 

 少子高齢化の進む日本の現状は「静かな有事」と表現されることもありますが最大

の国難を迎えていると考えております。 

 以上でございます。 

○副議長（新居禎三君） 福澤倫治議員。 

○６番（福澤倫治君） それでは２回目の質問をさせていただきます。１の１のところ

です。 

 私は介護保険制度がスタートしたとき、当初担当をしたこともあります。 

 まずこの介護保険料の基本的な考え方は先ほど村長答弁ありましたけれども、私の

考え方は全体３年間の保険料を計算するときに、１年目が黒、２年目がゼロ、３年目

で赤で、それで最終的にゼロにするというのが基本だったと記憶しておるわけです。

ですから、その３年間でゼロにするということは、数字的にはできるのですけれども、

中身は非常に厳しいものがありました。 

 第１期、最終的には３年間で赤字になりましたが、当初保険料を算定するときに、

国から示されたデータに高齢者だとかそういう人数を入れて入力してきますと、山形

村の第１号被保険者、６５歳以上の被保険者の保険料が 2,192 円という数字が出てし

まった。この数字をたしか私、記憶が薄いのですけれども、たしか 2,400 円くらいに

しないかと担当に申し上げたことをまだ頭の隅に残っております。2,192 円のこの数

字は当時はこの数字は１円も変えることはできなかった。これが第１期の算定でした。 

 そこでお聞きしますけれども、おおよそ答えを分かってながら質問したいと思うの

ですけれども、第１号被保険者の保険料は現在は市町村ごとに算定で決めることがで

きるのでしょうか。これを１点お聞きします。 

○副議長（新居禎三君） ただいまの質問に答弁願います。 

 古畑保健福祉課長。 

○保健福祉課長（古畑佐登志君） 今、議員がおっしゃったように、今でも国の標準の

システムというのがございます。そこにいろいろな数字を入れていって決めるわけで

すが、現在は最後の決定するところの金額につきましては、それぞれの自治体の事情

に合わせて金額を設定することができるということになっております。 

○副議長（新居禎三君） 福澤倫治議員。 
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○６番（福澤倫治君） 当時、第１期目のときは数字を変えることができなかったので

すが、今はデータ的には入れ込んでいって数字を変えることができるという答弁をい

ただきました。ありがとうございました。 

 続いて１の２のところです。現状では９段階の保険料ですが、聞くところによりま

すと１３段階で行っている団体もあるように聞いております。山形の介護保険料の段

階を保健福祉課からいただいたのですが、１期目・２期目が５段階、３期目が６段階、

４期目が７、７で最後の２３年の年ですけれども、これが６段階。それからまた６に

下げております。６で行きまして５期の終りまでが６段階、それから６期・７期・８

期が９段階になっていたと示されております。 

 そこで、今後のこの１３段階というのはなぜかというと所得の中で恐らく９段階に

なっていると、９段階のところに行くのがどさっと入っているのです。最後の１３段

階にしますとその細かく出てくるではないかというような予測もしますので、１３段

階にするほうがかえって所得に準じた負担ができるではないかという気もいたします

ので、この辺今後検討されるかお聞きをしたいと思います。 

○副議長（新居禎三君） 古畑保健福祉課長。 

○保健福祉課長（古畑佐登志君） 今、お話しいただきましたとおり、山形村において

は基本的に国の基準に合わせてきております。これを何段階にするかというのは自治

体によって任意に設定することができます。 

 一般的に言いますと、人口の多い市町村ほど、所得の格差も広がるという考え方で

東京の方面では１６段階でやっているところもございます。そのほかにも１４段階１

２段階とか設定している市町村があるのですけれども、山形村においては基本的に国

に合わせてきているというところで、今回、まだ実は国の方針が正式に１２月末でな

ければ出ないものですから、今日の段階で決定したという言い方はできないのですけ

れども、今のところの情報では国の基準が９段階から１３段階に上がるという情報が

入っておりますので、そのとおりであるとすれば、山形村もそれに合わせて今回１３

段階にするということで検討してまいりたいと思います。 

 その増えるところにつきましては第５段階目がいわゆる基準額、標準になるのです

けれども、９段階が一番所得の多い方のいる層ということになっておりまして、今で

すと９段階のところは年間の所得が 320 万円以上ということで大きなくくりになって

しまっているものですから、そこをさらに細分化、５つに分けて、１番上を１３段階

にして、より細かく設定することによって均等なというのですか、所得段階に応じた
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設定になっていくということでございますので、そこにつきましては国の決定を待っ

て最終的に判断してまいりたいと考えております。 

○副議長（新居禎三君） 福澤倫治議員。 

○６番（福澤倫治君） 決定ではないけども国の情報として１３段階になる、村の場合

は国の段階に応じてやっていたということで、各町村は個々の考え方があって、今言

った１６段階もあったりしているのですけれども、これは国が示されたらその方法で

行くという考え方でよろしいですか。分かりました。 

 次に１の３の質問をさせていただきます。基金の状況ですが正直言って１億 3,000

万円、これは令和４年度の第１号被保険者の徴収の保険料額が１億 7,210 万円くらい

となっており、令和４年度は先ほど村長が基金の額が１億 3,000 万円、１億 3,099 万

六千何百円とあるのですけれども、決算で提出されました。 

 これは単純に割りますと令和４年度の第１号被保険者の保険料と基金のやつをやる

と約７６％超の数字になっているのですよね。先ほど村長は保険料の２０から３０％

くらいが妥当だと。３０％としても１億 7,000 万円ですから約 5,000 万円、３倍近い

基金を今現状持っている。これは数字的になってしまったからいろいろ言わないので

すけれども、令和６年から第９期の保険料の算定に入るわけですが、この数値を参考

にしていただくのでしょうかが１点。 

 それから５期目の最終年度、これは平成２６年度の決算が非常に厳しかったという

ことで基金を取り崩して、６万円ばかりでしたかね、８万円ばかりでしたか、残金が

基金がなくなってしまった。 

 これは、そういう結果もあるのですけれども、そういう状況を見ながら、今、村長

が言った２０から３０というのは恐らく担当課から聞いた数字だと思うのですけれど

も、３０としても 5,000 万円くらいあればいいのではないかと思っておりますので、

この５期目が厳しかったので、６期目、７期目で思い切って数字を上げたのですよね。 

 その結果がこういう結果が出ておりますので、それで８期でいかにも、私も、ある

介護保険の人に聞いてみたら、介護保険料を下げるなんてことは考えられないという

人がいらっしゃいました。というのは基本的に数字がいい数字が来ているので、それ

上げていくのが当然だと思うのですが、８期目でいかにも皆さん下げてやるよと言っ

て 290 円下げてもらいました。これはありがたかったのですけれども、結果的に多額

の基金が生じたという形で、この基金は村長の先ほどの答弁で２０から３０、３０と

してもいいのですけれども、思うのですけれども、この基金の状況１億 3,000 万円、
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７６％、この今日の状況、村長、どう思いますか。 

○副議長（新居禎三君） 本庄村長。 

○村長（本庄利昭君） 福澤議員、今ご指摘ございましたが、まずこの１億 3,000 万円、

非常に大きな基金が積み立てられているという状況でありますし、山形村は保険料が

高いかというところで見てみますと、長野県下でも低いほうから５番ぐらいに入ると

いうところで推移しておりますので、非常に保険料も低くて、また基金も多い。ある

面では非常にありがたいというか、そういった決算を打っているということだと思う

のです。 

 ただ、私も非常に疑問に思っておりましたので、何でこうなるかということですけ

れども、山形村の場合は国保が非常に厳しい状態で赤くなっているという状況の中で、

介護保険の保険料は反対に県下でも非常に低い金額。ここのところが自分でもよく理

解できないものですから、現場が一番よく分かっていると思うものですから、もう一

度精査してみてくれということを話しているところですけれども、なかなかその原因

も幾つかあると思うのですけれども、そんなことでこの数字についてはそんな捉え方

をしておりますし、先ほど議員ご指摘のとおり１期目が黒で、ゼロになって赤になっ

て、最終的にゼロになればというような、要するに介護保険料というのは、どんどん

負担が増えていくという前提の考え方が基本だと思うのですけれども、山形村の場合

は介護保険料が下がってきているという状態なものですから、非常にどんなふうに理

解していいか戸惑っているというのが現状でありますが、この基金については３期で

決算を打っていかないと、決算というか、ゼロにしていくのが理想だと思います

ので、それに近づけるよう状況を見ながら、果たしてまた増えるということになっ

てもあれですので、しっかり状況を予測しながら考えていきたいと思っております。 

○副議長（新居禎三君） 福澤倫治議員。 

○６番（福澤倫治君） 国が大体、調整額ですかね、それをどんどんどんどん減らして

いるので第１号被保険者に保険料としてどんどんどんどん上乗せしているのは国の施

策なのです、これ。従来でしたら国は２０％と調整が５％が基本だったのですけれど

も、この間データをもらって見ますと、国の調整交付金は、村の場合は１．４６％、

５％が１．４６％に減っているのですよ。それに対して保険料は２３％でいいやつが

２６．５４％ということで、保険料に上乗せをしている。これは普通でしたら調整交

付金というのは国が出さないといけないから、本当だったら村が出さないといけない

数字になるのではないかと私はそう思っていましたけれども、これは村が出すべきも
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のではないですからいいのですけれども、国の調整額が大分減っているということが

どういう結果かちょっと分かりません。たしか山形の第１期目は５％をちょっと上に

行った調整交付金だったと私は記憶しております。 

 それはそれとして、この辺は第９期の保険料には先ほど村長も答弁していただきま

したけれども、２０から３０、３０といっても 5,000 万円ということは２５としての

5,000 万円だと２億円以上の額になりますので、保険料が 5,000 万円持っているとす

れば。そういう結果もありますのでぜひまた９期の保険料には参考にしていただきた

いと思います。 

 それでは、次、１の４の数字のやつですが、第８期の関係ですけれども、これも結

果が出ておりましたので、したいと思うのですけれども、３年度の計画で６億 5,759

万 7,000 円。給付額が５億八千何十万円、差が 7,700 万円、実績数値として８８％強、

１２％が残った。それから令和４年度は６億 7,390 万円、端数は切りますけれども、

給付額が５億 4,690 万円、これで約１億 2,700 万円。これは実績数値で８１．１６％

なのです。 

 第８期はもう１年ありますから２年の実績の評価は担当としてどのように考えてい

るか、村長に答えさせるわけにはいけませんので、できたらお答えを願いたいと思い

ます。 

○副議長（新居禎三君） 古畑保健福祉課長。 

○保健福祉課長（古畑佐登志君） 今、お話があったとおり、計画値よりも大分低く、

実際には収まったと、収まったという言い方がいいかどうか分かりませんが、何分こ

のいわゆる計画の数字を参考にして保険料を決めているという介護保険の料金の決め

方のシステムでございますので、そんな流れからも、今回この８期についてはなかな

か読みと外れたという言い方は変かもしれませんが、ちょっと難しかったというのは、

第８期は令和３年から今年の５年の３年間ですが、最初から最後までコロナの影響を

受けたというところ。それから村の傾向として、３年、４年ほど前から要介護４・要

介護５といった方が減少傾向にあって、逆に要支援１・２の認定者が増えているとい

うところで、これは社会の流れとすれば決して悪いことではない、いいことだと思う

のですけれども、この介護保険の会計にとりましては、なかなか読みづらかった部分

というのがございまして、様々な要因でこういった形で差額が出てしまっているとい

うことでございます。 

 今年、令和５年度につきましては、引き続き要介護４・５につきましては若干ずつ
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ですが減少傾向にあります。コロナ禍が大分収束したということもあるのかも分かり

ませんが、引き続き要支援の申請者というのは今年度増加傾向にございます。ですの

で、その辺を今度どう読んで次の第９期に向けて考えていくかというところになりま

すので、そこをなるべく向こう３年間の社会情勢も含めて、慎重に考えていく必要が

あると思っております。 

○副議長（新居禎三君） 福澤倫治議員。 

○６番（福澤倫治君） ありがとうございました。９期に向けて数値のものをしっかり

出していただきたいと思います。 

 保険料の１期目からの資料を見ますと、確かに基金は４期目のときに 3,000 万円以

上あって、５期目の最後に８万 2,000 円くらいになってしまったという経過がありま

すので、3,000 万円から 4,000 万円、先ほど言った３０％、保険料のよく行っても

３０％ぐらいが妥当だと思いますので、その辺を精査していただきたいと思います。 

 次、１の５の質問に入らせていただきます。令和４年度の第１号被保険者の保険料

の内容を見ると特別徴収、これは年金からの引き落としの方だと思うのですけれ

ども、２，３７３人、それから普通徴収、特別徴収ができない方が１７６人という

ことでした。恐らく特別徴収の方の徴収率は１００％だと思いますが、普通徴収の徴

収率が９２.１５％、未納額が 92 万 7,270 円という決算でした。 

 滞納繰越分、普通徴収分の滞納者は令和３年度まで３７名、滞納額が 184 万 3,490

円、令和４年度不納欠損額が 81 万 520 円、１５人９５件の不納欠損額。これは平成

３０年の課税とのことでした。 

 そこでお聞きします。令和４年度の未納額が 92 万 7,270 円から令和３年度課税分

の不納欠損額 81 万円を単純に割りますと、８７％の方の課税分が不納欠損となりま

す。不納欠損者が滞納者に対する制度上のペナルティーは、先ほどいろいろあるよう

に聞きましたけれども、もう一度お聞きします。国保の場合、滞納者については短期

の保険証となると聞いております。 

 また令和３年度までの滞納者３７名の今回の不納欠損者１５名を単純に割りますと

４０％の方が不納欠損になってしまう。ペナルティーというのは人間生きている限り

だけど国保の関係についてもそうですけれども、介護を受ける方についてペナルティ

ーを完全にかけるということは非常に難しいし、かけていいものやら、担当の人は困

ると思うのですけれども、ペナルティーを今まで介護保険利用者に対して適用したこ

とがあるか、ないか。その２つを聞きたいと思います。 
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○副議長（新居禎三君） 古畑保健福祉課長。 

○保健福祉課長（古畑佐登志君） 滞納の関係なのですが、公平に負担していただくと

いう観点では徴収率１００％に向けて努力していく、それは当然のことでございます。 

 それでも、ペナルティーの話もありましたが、いわゆる家庭の事情ですとか、いろ

いろな会社の関係、いろいろな要因で、条件は様々なのですが、やむを得ず未納とな

っている場合も中にはございます。そういったこともございますので、こういったペ

ナルティーの関係は、とても慎重に判断していかなければ、実際介護のサービスを受

ける、受けたいという申請があった場合に、「いやちょっと無理ですよ」と簡単には

言えない部分もございますので、そこは村としても慎重に判断をしていかないといけ

ないというところだと思っております。 

 山形村においては、２０００年にスタートした事業でございますが、今のところ制

度上の給付の制限といったことを実施した事例はありません。 

○副議長（新居禎三君） 福澤倫治議員。 

○６番（福澤倫治君） 生きている、特に弱者の方の保険制度ですので、その辺は慎重

に行っていただきたいということを希望しております。 

 最後に６番の村長は介護保険をどう考えているかということですけれども、これは

私の考え方ですから、私も行政にいたから、そういうことを言いたくないのですけれ

ども、私としては消費税を導入したときに、たしか社会保障に使うからと国は言った

はずなのです。ところがまた介護保険、何か知らないけれども、私は介護保険に対し

てはえらい好きではないということだけ申し上げて、先ほど回答いただきましたので

村長の答弁は要りません。この１番終わりにします。 

○副議長（新居禎三君） 福澤倫治議員の１番「山形村介護保険事業について」は終了

でよろしいですね。 

○６番（福澤倫治君） はい。 

○副議長（新居禎三君） 福澤倫治議員、次に質問事項２「マイナンバーカードの普及

状況について」質問してください。 

 福澤倫治議員。 

○６番（福澤倫治君） 次に、２番の「マイナンバーカードの普及状況について」。 

 この質問は昨年１２月の定例会及び今年の６月の定例会で質問させていただいて今

回で３回になりますが、あと１年を切って現行の保険証からマイナ保険証に変わるこ

とになりますので、再度現在の状況についてお聞きします。 
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 昨年１１月２７日現在、申請手続が終了された方が５５.９％、本年５月２８日現

在申請手続が終了された方が７８.０４％でした。５月２８日以降の申請手続が終了

された方は直近の数字で結構ですが何％くらいか教えていただきたいと思います。 

 それから２点目として、これは再三お願いしているのですけれども、非常に難しい

ことだとは思いますが、お年寄り、施設に入手されている方、お子さん、特に小さい

本当に未就学の方ですけれども、申請率は何％ですか。分かる範囲で結構ですので、

もし分からなければ結構です。特に今言った入所者、介護保険の要介護者、未就学者

が分かりましたら教えてください。 

 ３点目としてカードの返納者はありましたか。お聞きいたします。 

○副議長（新居禎三君） ただいまの質問に、村長答弁願います。 

 本庄村長。 

         （村長 本庄利昭君 登壇） 

○村長（本庄利昭君） 質問事項の２番目であります「マイナンバーカードの普及状況

について」のご質問にお答えをいたします。 

 １番目のご質問の「５月２８日以降の申請手続が終了された方の直近の申請率は

何％ですか」ということでありますが、現在の交付率を申し上げますと、１１月１９

日現在でありますが、交付の申請手続を終えられた方が７９.５％、交付済みの方が

７１.１％となっております。 

 ２番目のご質問の「お年寄り、施設に入所されている方、お子さんなどの申請率に

ついて」でありますが、マイナンバーカードに関しましては、国から取得者の年齢や

男女別などの内訳が自治体ごとに示されることがありません。そういった状況であり

ますので村としてもそういうデータは今のところ把握してない状況であります。また、

介護の状況や施設入所の状況についても個別に把握することはしておりません。 

 ３番目のご質問の「カード返納者について」でありますが、４月以降のマイナンバ

ーカードの返納をされたされた方は７件ございました。 

 以上でございます。 

○副議長（新居禎三君） 福澤倫治議員。 

○６番（福澤倫治君） 進んでいないね、やっぱり。半年経っても１.５％弱。この前

も６月のときにもそう言ったのですが８０％を超すとほとんど進んでいかないのです。

職員の方は一生懸命やっていると思うのだけれども、本当に進まない。あと２０％の

方は来年の秋になったらどうするかということは心配されますけれども、時間が押し
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ておりますので、この辺の答弁は結構です。 

 それから２番は数字がつかめないということで、それはもちろんそうだと思います

ので。 

 ３番目のカードの返納者でありますけれども、７件あったという。これは分かりま

したらで結構ですけれども、村長は分からないから担当課長に聞きますけれども、ど

ういう形で、「国がこんなことやったって嫌だから」と、せっかく取ったやつを７件、

何か文句を言って持ってきたのですか。ただはいって持ってきたか、その辺だけちょっ

と、氏名は別に教える必要ないですので。 

○副議長（新居禎三君） 中川住民課長。 

○住民課長（中川俊彦君） データが４月以降ということでご案内のように例の国でバ

タバタしていたあの一件以来でございます。ご提出いただくときにそれなりの書類を

書いていただくのですが、そこに返納の事由ということでご記載いただく内容につい

ては制度自体の信頼ですとか、取ったけれども実際の必要性を感じないということが

記載されておりました。 

○副議長（新居禎三君） 福澤倫治議員。 

○６番（福澤倫治君） ちょっと悪いね今、３番目の方ではなくて、２番目の質問を申

し訳ないけれども、たしか１０月２６日の信毎だったと思うのですけれども、名前を

申し上げてはいけないのですが、マスコミの報道で県内の開業医らでつくる県保険医

協会が２５日に政府が来年の秋にマイナンバーカードを１本化するマイナ保険証をめ

ぐり県内医療機関の９割余りが現行の保険証を継続させる必要があると答えたという

調査結果が公表されました。これは新聞を見ますと９２％と書いてあったのですけれ

ども、まず１点目がシステム上のトラブルが相次ぐこと医療現場が混乱していること

が指摘されました。 

 私も今回ある村の医療機関に行ってマイナンバーカードのところで設置したところ

に聞いてみたのですが、「マイナンバーカード持ってきてやっている方いるか」と言

ったら「ほとんどいない」と。 

 村長、この報道に対して９２％という開業医の関係ですけれども、反対をしている

と報道されましたけれども、村長はこの報道どう思いますか。 

○副議長（新居禎三君） 本庄村長。 

○村長（本庄利昭君） 現場の医療機関の皆さんの率直な現場の本当に対応する当事者

の皆さんの意見でありますので、マイナンバーカード１本だけでやるというのは現実
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的に無理だということなのかなと感じております。 

 ただ、マイナンバーカードにやがては切り替えていかなければいけないし、できる

だけ早くそれをやらないと国際競争の中のデジタル化で取り残されるというのもまた

確かにそうかなと思いますし、そんなところでありまして、ちょっと答えになりませ

んが、そんなところです。答弁にはなりませんが、そんな感想であります。 

○副議長（新居禎三君） 福澤倫治議員。 

○６番（福澤倫治君） これで２番の質問を終わりにさせていただきたいと思います。

村長としてはそれ以上の答えは出てこないのではないかという考え方で質問させてい

ただきました。ありがとうございました 

○副議長（新居禎三君） 福澤倫治議員、２番「マイナンバーカードの普及状況につい

て」は終了でよろしいですね。 

 それでは福澤倫治議員、次に質問事項３「山形村複合施設整備推進委員会の検討内

容と進捗状況、及び、今後のスケジュールについて」を質問してください。 

 福澤倫治議員。 

○６番（福澤倫治君） 先ほど小林幸司議員も若干触れておりましたので、ダブった部

分だけはカットしていただいても結構です。３番目として「山形村複合施設整備推進

委員会の検討内容と進捗状況、及び、今後のスケジュールについて」を聞きたいと思

います。 

 複合施設整備推進委員会の委員の皆様方には、長年にわたり複合施設建設に向けて

ご検討されておられることに改めて敬意を申し上げ、担当されている職員の方々には

複合施設という難しい施設建設にご努力いただいていることに深く感謝を申し上げま

す。そこで次のことについて質問いたします。 

 委員会の検討内容と今後のスケジュールについて、先ほど若干、小林幸司議員のと

ころで言われましたので省いていただいてもいいですけれども、教えてください。 

 ２として、最近は民間事業者と連携して事業を実施することもあるようですが、そ

のようなことも少し考えておりますか。 

 ３として、最後に村長として複合施設の建設に向けての考え方がありましたら教え

てください。 

 以上です。 

○副議長（新居禎三君） ただいまの質問に、教育長、答弁願います。 

  根橋教育長。 
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         （教育長 根橋範男君 登壇） 

○教育長（根橋範男君） 福澤倫治議員３番目の質問事項であります「山形村複合施設

整備推進委員会の検討内容と進捗状況、及び今後のスケジュールについて」のご質問

にご答弁申し上げます。 

 質問の相手方が村長と教育長になっておりますが、あらかじめ村長と調整をいたし

ましたので、質問の１番目と２番目につきましては私からご答弁申し上げます。 

 １番目のご質問の「委員会の検討内容と今後のスケジュールについて」であります

が、委員会の検討内容としましては令和４年度末に策定されました複合施設基本構想

の実現を図るため具体的な基本計画を策定することとし、今年度会議を重ねてきてお

ります。 

 基本計画策定にあたり、委員会で検討してきた内容としましては、複合施設の基本

的な考え方、ミュージアム機能、図書館機能、子どもの居場所・住民交流の場所機能

の３つの機能の事業活動の方向性、建築計画などの施設の計画、管理運営計画などに

ついてであります。 

 次に今後のスケジュールについて申し上げます。 

 委員会として基本計画を取りまとめ、村長に報告をした後、基本設計に向け準備を

進めてまいります。来年度令和６年度になりますけれども、基本設計、実施設計を行

い、令和７年度に建設に着手できるようにしたいと考えております。 

 施設の建設は令和７年度から令和８年度を予定し、供用開始につきましては、可能

であれば令和８年度中を考えております。 

 次に２番目のご質問の「最近は民間事業者と連携して事業を実施することもあるよ

うですが、そのようなことも少し考えておりますか」についてでありますけれども、

財源の平準化、事業のスピード化及び管理運営を含めた施設整備等についてメリット

があると見込まれる官民連携事業について検討していきたいと考えております。 

○副議長（新居禎三君） 本庄村長、お願いします。 

         （村長 本庄利昭君 登壇） 

○村長（本庄利昭君） それでは３点目のご質問でありますが、「村長として複合施設

の建設に向けての考え方は」についてのご質問であります。 

 山形村複合施設検討委員会で十分協議をしていただきました。もう数日で答申書を

いただくという予定でありますので、今後につきましてはこの答申の内容を踏まえて

村民のニーズや社会情勢やまた今後の村の在りようなども熟慮しながら課題を整理し、
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進めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○副議長（新居禎三君） 福澤倫治議員。 

○６番（福澤倫治君） 教育長、村長から答弁をいただきました。ありがとうございま

した。 

 一言だけ申し上げて、答弁は要りませんけれども、令和７年度の建設となれば、恐

らく村長は骨格で予算を組むのではないかと、組まざるを得ないと多分なりますので、

ぜひ骨格であっても予算の中に入れ込んだ骨格予算を組んでいただきたいことを希望

いたしまして、この質問を終わりにしたいと思います。ありがとうございました。 

○副議長（新居禎三君） 福澤倫治議員、「山形村複合施設整備推進委員会の検討内容

と進捗状況、及び今後のスケジュールについて」は終了でよろしいですね。 

○６番（福澤倫治君） はい。 

○副議長（新居禎三君） 以上で、福澤倫治議員の質問は終了しました。 

  ここで暫時休憩します。 

（午前１１時１６分） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

○副議長（新居禎三君）  休憩を閉じ、会議を再開します。 

（午前１１時１７分） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

         ◇ 大 池 俊 子 君 

○副議長（新居禎三君） 質問順位４番、大池俊子議員の質問を行います。 

  大池俊子議員、質問事項１「山形保育園で起きた園児大ケガ事故への対応について」

を質問してください。 

  大池俊子議員。 

         （１１番 大池俊子君 登壇） 

○１１番（大池俊子君） 議席番号１１番、大池俊子です。今日は、３つの問題につい

て質問したいと思います。 

 まず１つ目に山形村山形保育園で起きた園児の大けが事故についての対応について。 

 去る１０月１２日に、山形保育園大型滑り台で大けが事故が発生しました。けがを
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した園児は、家族、祖母が松本市立病院に連れていき受診し、その後、こども病院に

移り入院となりました。幸いにも園児は現在退院していますが、まだ自宅療養中で、

登園できていません。これは１１月２７日の時点です。 

 村の対応としては、外部による「村保育施設等重大事故検証委員会」を設置し、早

急な事故検証を行い再発防止に務めることとしました。そこで質問します。 

 １つ目に、園での事故が起きたとき、けがをしたときの対応マニュアルは、今回の

事故でどのように生かされたのでしょうか。 

 ２つ目に、以前にも骨折事故などが起こりましたが、直轄の子育て支援課として、

管理監督の立場からの指導、対応はどうされましたか。 

 ３つ目に、「村保育施設等重大事故検証委員会」が１１月２１日に発足されました。

どのようなメンバーで検証の内容と今後の日程などはどうなっていますか。 

 以上で、１回目の質問とします。 

○副議長（新居禎三君） ただいまの質問に、村長答弁願います。 

 本庄村長。 

         （村長 本庄利昭君 登壇） 

○村長（本庄利昭君） 大池俊子議員のご質問にお答えをいたします。「山形村保育園

で起きた園児大ケガ事故への対応について」のご質問であります。 

 １点目の「園での事故が起きたときの対応マニュアルは今回の事故でどのように生

かされたか」についてであります。園では４つのマニュアルがあり、必要に応じて見

直しがされてきましたが、今回の事故についてマニュアルどおりの対応ができていな

かったと認識をしております。 

 ２番目のご質問の「以前にも骨折事故が起こったが、直轄の子育て支援課として管

理監督の立場から指導、対応は」についてでありますが、子育て支援課では事故の際

には原因を確認し、教育委員会とも連携し、保育園と連絡を取りながら、再発防止に

取り組むよう努めてまいりました。 

 ３番目のご質問の「村保育施設等重大事故検証委員会が１１月２１日に発足された。

どのようなメンバーで検証内容と今後の日程は」についてでありますが、弁護士、医

師、保育関係、学識経験者の５名で事故の発生原因や再発防止策の検証を行っており

ます。 

 委員会は非公開となっており、検証については第三者である委員の皆さんに委ねて

おります。 
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 今後の日程については、１１月下旬に２回目の開催があると聞いております。 

 以上でございます。 

○副議長（新居禎三君） 大池俊子議員。 

○１１番（大池俊子君） １つ目①のところですが、今４つのマニュアルがあると言わ

れましたが、４つはどういう内容でしょうか。 

○副議長（新居禎三君） 中原子育て支援課長。 

○子育て支援課長（中原美幸君） ４つのマニュアルについてですが、１つずつ申し上

げますと、保育の場面で留意する内容を記した「事故防止マニュアル」、それからけ

がが起きた場合に対応する「救急対応時マニュアル」、それから１１９番に電話をし

た際の対応が載っている「１１９番対応マニュアル」、それから不審者が発生した場

合の対応ということで「不審者対応マニュアル」の４種類となっております。 

○副議長（新居禎三君） 大池俊子議員。 

○１１番（大池俊子君） 今回のこのけがについては初期対応の悪さというのが非常に

問われていると思います。私も、このけがをされたご家族の方からの相談を受けたり、

その後も経過などをお聞きしながら相談に乗ってきました。 

 前段にも言ったのですが、直後に家族が保育園から連絡を受けて家族が病院へ連れ

ていったということで、その時点から非常にまずかったのではないかと思うのですが、

４つのマニュアルがあると言われましたが、皆さんに保育士さんや関連の人たちへの

徹底というのは常にされていないと今回のように何が起こるか分からない状態ですが、

全くされていなかったと捉えていいのでしょうか。それともやっていたが、今回生か

されなかったと捉えていいでしょうか。どうでしょうか。 

○副議長（新居禎三君） 中原子育て支援課長。 

○子育て支援課長（中原美幸君） 初期対応の悪さについては議員のおっしゃるとおり

だと思います。 

 このマニュアルについて、園の中でも共有をして、それぞれ確認はできていたとこ

ろではあるのですが、そのマニュアルが今回生かされなかったというところが事実だ

と思います。 

○副議長（新居禎三君） 大池俊子議員。 

○１１番（大池俊子君） 事情は分かったのですが、このマニュアルが生かされるには

常に保育士さんや保育園で徹底してないと、急な場合は全く、今回のようになってし

まうのですが、それが例えば毎年この確認をして訓練をしているとか、そういうのが
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されていたでしょうかというのをお聞きします。 

○副議長（新居禎三君） 中原子育て支援課長。 

○子育て支援課長（中原美幸君） マニュアルについては、年度当初に必ず保育園の中

で、職員会の中で確認をして、必要に応じて見直し等も行ってはいたのですが、今回

このようなことになってしまったということで捉えております。 

○副議長（新居禎三君） 大池俊子議員。 

○１１番（大池俊子君） それでは１つ目の質問はこれでいいです。 

 ２つ目ですが、直轄の子育て支援課とそれからその上にある教育委員会、村との連

絡のつながりというのですか、それが的確にできたかどうかというのをお聞きしたい

と思います。先ほどしたというのですが、対応がすごく遅かったように感じますが、

そこはどうでしょうか。 

○副議長（新居禎三君） 中原子育て支援課長。 

○子育て支援課長（中原美幸君） 連携についてという部分なのですが、保育園から受

診をするようなけがのときには必ず子育て支援課に連絡が来まして、そのけがによっ

て子育て支援課から教育委員会へということになっています。 

 今回についても、いろいろ事情が分かったところでそれぞれ連絡をしてということ

で、教育委員会にも情報を共有したということになっております。 

○副議長（新居禎三君） 大池俊子議員。 

○１１番（大池俊子君） 現場からその園長、それから支援課、教育委員会と、その関

連が非常に遅いというか緊迫感がないように感じています。 

 今回の事故も、細かいことは言いませんが、保育園の時点で軽いとみなして家族の

方が連れていったと捉えていますが、結果は全然逆であったということで、そのこと

を捉えても連絡待ちではなくて、支援課が直轄の管轄として常に保育園の状況の把握

をしていかなければいけなかったのではないかと思うのですが、その点をどう感じま

すか。 

○副議長（新居禎三君） 中原子育て支援課長。 

○子育て支援課長（中原美幸君） 議員のおっしゃるとおりだと思います。保育園から

連絡があった時点でも少しやり取りはしたのですけれども、どうしてもそこら辺のと

ころが後手後手に回ってしまったということで、今回いろいろな対応が遅くなってし

まったということで反省しております。 

○副議長（新居禎三君） 大池俊子議員。 
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○１１番（大池俊子君） この大きな事故の前にも私も相談を受けたのが幾つかあった

のですが、事故がありました。そのときも保育園が支援課に伝えるのが非常に遅かっ

たりということで、常日頃の対応の悪さというか、それが出てきてこういうことにな

ってしまったのではないかと思うので、よく前に「報連相記」と、前の村長は言われ

たのですが、常に報告や連絡、相談、それから記録と言われたのですが、一番必要な

ことではないかというのをつくづく感じたのですが、そういう点から見ても保育園で

何が起きているのかという状況を支援課として常につかんで、おかしなところはおか

しいというところで修正していかないと、また再発が起こるとも限らないと思うので

す。小さな事故は多分たくさん起きていると思うのですが、それを常に把握しながら

安全な保育園というのをつくっていかなければいけないと思うのですが、その点はど

う考えておられるか、またこれからどうしようとしているのか、お聞きしたいと思い

ます。 

○副議長（新居禎三君） 中原子育て支援課長。 

○子育て支援課長（中原美幸君） 保育園との連携についてももう少し密にしながら安

全対策に努めていきたいと思っております。 

○副議長（新居禎三君） 大池俊子議員。 

○１１番（大池俊子君） それでは２番目も、今まで以上に保育園を見回ったり、相談

を受けたりというのを続けてほしいということで、３つ目の質問に入ります。 

 村保育等重大事故検証委員会が発足されてこれから１１月下旬に２回目ということ

ですが、最終的にはどのくらいの見通しでお願いされるのでしょうか。 

○副議長（新居禎三君） 中原子育て支援課長。 

○子育て支援課長（中原美幸君） 検証委員会の関係につきましては、委員さんの意向

というのもあるのですけれども、なるべく間を開けずに結果を出していきたいという

ことでお聞きしております。なので、日程等についてはまだ詳細がはっきりしており

ませんのでお願いいたします。 

○副議長（新居禎三君） 大池俊子議員。 

○１１番（大池俊子君） １１月２２日の新聞の報道ですが、検討委員会が開かれたと

いうことで、中身が分かっている事実関係や状況を確認した原因究明の前提となる事

実経過に不明な点も多いため、まずは検証を第一に再発防止の提言につなげたいとし

ています。村長の提案の中にも、この委員会をつくった中に再発防止に向け適切な対

応をしていきたいというのを言われています。 



 －６７－ 

 私もいろいろ相談に乗る中でも、非常に保育園の報告と当事者と食い違いが、幾つ

か重大な食違いなんかがあったのですが、そういう点も含めて、この検討委員会任せ

ではなくて、村としてもこの事故の検証をしていく必要があると思うのですが、その

点村長はどうお考えですか。 

○副議長（新居禎三君） 本庄村長。 

○村長（本庄利昭君） ご指摘いただいた第三者検討委員会とは別に村としてはどうか

ということでありますが、第三者検討委員会というのは、ある程度その判断を違う組

織に任せたというか、他力本願的なことですから、その面また客観性が保たれること

もあると思います。 

 村としても内部では例えば担当課だったりなんかではそれぞれ課題の洗い直しなど

はしていただいておりますけれども、まとまって庁内で検討委員会というようなもの

は今のところ考えておりませんが、第三者検討委員会の中で中間報告だったりある程

度方向性が見えた段階では庁内でも検討委員会、具体的な対応策の検討などが必要に

なるということになれば、そういったことも考えていきたいと思っております。 

○副議長（新居禎三君） 大池俊子議員。 

○１１番（大池俊子君） 検討委員会が開かれる中で、その必要があればと言われたの

ですが、その判断はどこでするのか。 

○副議長（新居禎三君） 本庄村長。 

○村長（本庄利昭君） まず一番は、事実関係もまだ本当のところがよく分からないよ

うなところもあるものですから、まずその事故が起きた経過とそれと保育の例えば内

容にも問題あるのか、それとも人員配置に問題があるのか、人事配置ということにな

れば当然予算にも関係してくる話でありますので、内容によってどういう判断をする

かは変わってくると思いますし、いずれにしましても、ある程度見通しのようなもの

が出た段階では、どういう対応をするかの話合いをしないといけないと考えておりま

す。 

○副議長（新居禎三君） 大池俊子議員。 

○１１番（大池俊子君） 今、保育内容にもと言われたのですが、私は両方関係がある

と思っています。その中で、ともすれば周りのうわさとかいろいろで流されて事故で

けがをしてしまった子どもがやんちゃで悪いみたいなところもお聞きしていますが、

そうではなくて保育園の中で起きた事故とかいろいろな問題というのは、保育園の問

題、村の問題として取り上げていくということが基本だと思います。 
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 そういう中でも、村としてこの重大事故を起こしてしまって、どういうふうに村独

自で検証し、反省といいますか、それをどこの時点で判断していくかという見通し、

計画も非常に必要だと思うのですが、そこの第三者機関とは別に先ほど様子を見なが

らと言われたのですが、私は緊急につくって結論を出していく必要もあるのではない

かと思っていますが、再度、村長にこの点についてお聞きしたいと思います。 

○副議長（新居禎三君） 本庄村長。 

○村長（本庄利昭君） 大池議員のご指摘はそのとおりだとは思うのですが、１つ心配

というかあまり先走ってはいけないと思うのは、村が例えば並行して検討委員会を立

ち上げてやっていった場合に、仮に第三者の委員会と村の町内でつくった委員会の意

見が違った場合にどうするかという話が出てまいります。でありますので、第三者の

委員会の答申といいますか、ご指摘いただいたことを優先させたいと考えております

ので、順序といいますか、その時間的な経過が少し遅れるわけですが、ある程度第三

者委員会の考え方がまとまった時点で、庁内の対応策は考えたいと考えているところ

です。 

○副議長（新居禎三君） 大池俊子議員。 

○１１番（大池俊子君） それではこの第三者委員会、まだ中身がこれからどうなるか

というのが分からないのですが、この原因究明、前提となる事実経過を調べていくと

いうところで保育園側やそのけがをされた当事者とか、いろいろな各面から検証され

ていくという、検証の時点でそこまでやっていっていただけるという考えでよろしい

でしょうか。 

○副議長（新居禎三君） 中原子育て支援課長。 

○子育て支援課長（中原美幸君） 検証委員会の中では再発防止策を定義するために原

因も検証するということでの検証委員会になりますので、原因の究明をしっかりして

その上で再発防止策ということを提言していただくことになっています。 

○副議長（新居禎三君） 大池俊子議員。 

○１１番（大池俊子君） 細かなことはいろいろ言ってもこれからですので、これから

の検証委員会と村の対応に期待をして最も傷を負われたご家族の方などや、それから

保育園の保護者や住民の人たちも非常に心配されている方が多くいますので、その人

たちの期待に応えられるような対応をして、早い対応を望んで、この質問を終わりに

したいと思います。 

○副議長（新居禎三君） 「山形保育園で起きた園児大ケガ事故への対応について」は
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終了でよろしいですね。 

 大池俊子議員。 

○１１番（大池俊子君） この点で、そういう対応を望むということなのですが、村と

しての責任も非常に問われています。村長としての基本的な考え方に村内の園の中で

起きたという事故に対しての村の責任というのを最後にどう考えておられるのか、そ

の点をお聞きして終わりにします。 

○副議長（新居禎三君） 本庄村長。 

○村長（本庄利昭君） 山形村立保育園の中で起きたこういった事故でありますので、

村の責任だということは痛感しております。 

 第三者委員会との、この考え方ですけれども、ここにもありますとおり、例えば専

門的な保育の専門家であったり、弁護士さんであったり、そういった方々がこれをど

う捉えるかというのですか、問題点を専門家の立場からどういう判断をされるかとい

うところを期待しているところであります。 

 先ほど庁内で検討委員会をつくるべきだという話もご指摘ございましたが、庁内で

つくる場合はどうしても専門職というよりも一般の事務職の人間が寄って、あまりよ

く分からない保育の指針であったり、保育園の運営、それからまた法律的な考え方、

医療の考え方、そういった分野になりますと、なかなか議論がかみ合わないというこ

ともありますので、この第三者の事故調査委員会が検証委員会のところでその点はし

っかり検証していただいて、何が課題かというところも洗い出していただきたい。そ

れを受けて村では、何を村でしなければいけないかというところを整理したいと考え

ております。 

○副議長（新居禎三君） １番目の質問は終了でよろしいですね。 

○１１番（大池俊子君） はい。 

○副議長（新居禎三君） 大池俊子議員、次に質問事項２「園長の正規採用は」につい

て質問してください。 

 大池俊子議員。 

○１１番（大池俊子君） これも保育園に関係あるのですが、２つ目に「園長の正規採

用は」。 

 山形保育園は村立であり、現在２３０人が在園するマンモス園であります。 

 店員は２８０人でしたか。現在、会計年度職員である園長さんです。２人目になり

ますが、会計年度任用職員は給料が正規とは大分違って安いです。それから責任は同
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じように非常に重いです。そういうところから見ても正規職員の園長に戻してはどう

でしょうか。質問します。 

○副議長（新居禎三君） ただいまの質問に、村長答弁願います。 

 本庄村長。 

         （村長 本庄利昭君 登壇） 

○村長（本庄利昭君） 質問事項２番目の「園長の正規採用は」についてのご質問にお

答えをいたします。 

 現在、会計年度任用職員である園長は低い給料で負担、責任は大きい。正規職員の

園長に戻してはどうか」ということでありますが、専門的な技量や能力を有し、職員

それぞれの人材育成や保育園の運営全体のマネジメントに適正に対処できるものであ

り、併せて保育園の活性化に尽力できる者が園長として望ましいと考えています。こ

の場合、幅広い保育の現場で様々な経験を重ねてきた外部の方の専門性や知見を入れ

ていくことも必要だと思われます。 

 こうした考え方を踏まえて、園長には山形保育園の現状を十分認識する中で総合的

に判断していくことが望ましい園長の職だと思います。 

 以上でございます。 

○副議長（新居禎三君） 大池俊子議員。 

○１１番（大池俊子君） ２回目の質問なのですが、保育園は保育指針というものがあ

って、国があり、県があり、村があると思うのですが、国県は大体同じでその下の村

になると村の独自性、特徴がある保育方針というのが出されてきていると思うのです

が、山形村ではその独自性を徹底するというところから見ても、その園長が変わるた

びに少しずつ変わっていくというのはどう捉えていいのかなと思うのですが、その点

はどうでしょうか。 

○副議長（新居禎三君） 中原子育て支援課長。 

○子育て支援課長（中原美幸君） 保育園では、新保育指針を基に園の中で保育の方針

ですとか目標を決めていますので、園長の考え方というのも多少あるのかなとは思っ

ております。 

○副議長（新居禎三君） 大池俊子議員。 

○１１番（大池俊子君） 多分私も今回の保育園の場合は特に保育園の特徴が、よくも

悪くも出てきているのかなというのを感じています。 

 その点から見ても、やまのこはまた独自の方針があって、自由保育の下に安全性も
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確保されていると思いますが、現在園長先生が変わるたびに山形の保育園も少しずつ

やり方も村民に見える形で変わっているというのが、私の感じているところでありま

すが、村としてもこういう保育園になってほしいというのがあって、こういう園生活

を送ってもらいたいという方針があってやられていると思うので、その点を踏まえて、

正規の職員の方が村のしっかりした方針の下に保育を進めるという点からどう考えて

いるか村長にお聞きしたいと思います。 

○副議長（新居禎三君） 本庄村長。 

○村長（本庄利昭君） 非常に難しい質問だと思います。特に保育園というのは限られ

た、特別な施設の中で行われている保育でございますので、なかなか目に見えないと

いいますか、よく分からないというのが実態でありますし、先ほど園長の考え方で変

わるというのがありましたけれども、ある程度は園長の裁量でありますので変わって

もそれは当然だと思います。 

 ただ、こういった事故を受けてということもございますけれども、一番優先しない

といけないのは子どもの安全だということは再認識しているところであります。その

上に子どもたちの健やかなその育ちというのをサポートしていくかというのが保育園

の仕事になってくると思うのですけれども、これについてもまた専門家のアドバイス

をもらいながらということになるのですけれども、何が欠けていたかというところに

ついてもご指摘を先ほど申し上げたその検証委員会からいただければと考えている。

そんなところであります。 

 以上です。 

○副議長（新居禎三君） 大池俊子議員。 

○１１番（大池俊子君） 今回が２人目の会計年度の先生なのですが、以前は村からの

職員が園長になったり、また保育士の中から園長として上がっていました。２人目に

なったわけですが、ここのところで再見直しというか、今、検討委員会の結果でと言

われたのですが、村長としてもここでまた正規の職員を採用というところで見直して

きちんとした、その大きなマンモス園である山形の保育園の園児たちやまた家族住民

の人たちが安心して預けられるような保育園に戻すためにぜひ正規の保育士をという

ところでお願いしたいところですが、最後に村長のお考え、腹積もりをお聞きしたい

と思います。 

○副議長（新居禎三君） 本庄村長。 

○村長（本庄利昭君） 来年、この今の保育園の人事の話のようなことになってしまう
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のですけどれも、例えば今の保育園の運営の仕方というところが先ほど議員さんのご

指摘ですと、保育の内容も課題だというご意見もございましたけれども、これについ

ても本当にそうかというのは、これはいろいろ意見が分かれるところだと思いますし、

こういったところこそ先ほどの専門職の専門家の皆さんの客観的な意見をいただきた

いと思いますし、今の段階で今の保育園のやり方を全否定するようなことというのは、

まだちょっと早いかなと感じております。 

○副議長（新居禎三君） 大池俊子議員、「園長の正規採用は」については終了でよろ

しいですね。 

 大池俊子議員の質問の途中でありますが、ここで休憩とします。質問事項３につい

ては、午後１時から再開して行います。 

 それでは、１時まで休憩とします。 

（午前１１時５２分） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

○副議長（新居禎三君） 休憩を閉じ、会議を再開します。 

（午後 １時００分） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

○副議長（新居禎三君）  大池俊子議員、次に質問事項３「『放課後児童クラブ』及

び『子ども達の居場所』の状況は」についてを質問してください 

 大池俊子議員。 

○１１番（大池俊子君）  午前中に引き続いて３つ目の質問をしたいと思います。

「『放課後児童クラブ』及び『子ども達の居場所』の状況は」。 

 昨年度までトレセン教養室を第３児童館として使用していましたが、登録児童が減

るという理由でトレセンでの使用を中止し、現在そこは「子ども達の居場所」事業と

して使用しています。次年度は児童館の登録児童が増える見込みとお聞きしますが、

そこで質問します。 

 １つ目に、今後の「放課後児童クラブ」及び「子ども達の居場所」の利用の申込み

登録状況はどうなっていますでしょうか。 

 ２つ目に、手狭になることも考えられますが、その対策はどう考えていますか。 

 これで１回目の質問を終わります。 



 －７３－ 

○副議長（新居禎三君） ただいまの質問に、教育長、答弁願います。 

 根橋教育長。 

         （教育長 根橋範男君 登壇） 

○教育長（根橋範男君） 「『放課後児童クラブ』及び『子ども達の居場所』の状況は」

についてのご質問にお答えいたします。 

 質問の相手方が村長と教育長になっておりますが、あらかじめ村長と調整をいたし

ましたので、私からご答弁申し上げます。 

 １番目のご質問の「今後の『放課後児童クラブ』及び『子ども達の居場所』の利用

の申込み登録状況は」についてでありますが、今年度１０月末の状況について申し上

げます。 

 「放課後児童クラブ」の登録者数は１６４人で、利用者数は１日平均１１７人ほど

になっております。登録者のおよそ７割の利用人数であります。なお、来年度の登録

者数ですが、利用希望のアンケートを実施した結果で申しますと１８８人ほどの登録

見込み者数になると推計をしております。 

 次に「子ども達の居場所」の登録者数ですが、１０月末で２６人。利用者数は１日

平均１３人となっております。なお来年度の登録者数ですが、「子ども達の居場所」

につきましては定員が３０人のため最大でも３０人の登録者数になると考えておりま

す。 

 次に２番目のご質問の「手狭になることも考えられるが、その対策は」についてで

すが、「放課後児童クラブ」につきましては小学校校舎の一部の利用が可能か検討を

進めてまいります。 

 以上でございます。 

○副議長（新居禎三君） 大池俊子議員。 

○１１番（大池俊子君） それでは１つ目の質問の①の中で、昨年まで第３児童館とし

て利用していたのですが、撤退した理由、少なくなるということで、理由をもう一度

お聞かせください。それから、子どもの居場所になるについての条例改正とか規定の

改正などはどのようになされていたのかお願いします。 

○副議長（新居禎三君） 根橋教育長。 

○教育長（根橋範男君） 「放課後児童クラブ」で利用したり、それから「子ども達の

居場所」でトレーニングセンターを利用するということで、農業者トレーニング施設

条例、公の施設になっておりますので、それを条例で決めて目的外で使用するために
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条例の改正をしております。 

 「放課後児童クラブ」をそちらに導入していくに当たりましては、令和３年４月で

すけれども、こちらの条例を「放課後児童クラブ」として活用できるように改正をし

ております。 

 それから「子ども達の居場所」につきましては本年の３月にトレーニングセンター

の施設条例を改正しまして、「子ども達の居場所」としてトレーニングセンターを利

用できるような条例の改正をしております。 

 現在も、それぞれ利用できる状況というのは、そこはそのまま生かしておりますの

で今のところ、どちらの事業もトレーニングセンターを使ってできる条件は整えてお

ります。 

 それと「放課後児童クラブ」がトレーニングセンターから児童館へ１か所でやるよ

うになった経過ですけれども、まず一番大きな原因は人数が減ったということもそう

なのですけれども、それよりも大きかったのが、トレーニングセンターの第３学舎で

すけれども、そちらで児童館の指導員さんと補助員がトレセンと児童館２か所にまた

がって勤務をするという変則的な勤務を続けてきました。館長も両方を見るというこ

とで、それぞれに行ったり来たりという状況になっておりました。 

 とてもその負担感が大きいということで１か所でやった方がいいだろうということ

でトレーニングセンターから児童館へ行ったという状況です。 

 それと、令和３年度の「放課後児童クラブ」につきましては、トレーニングセンタ

ーの教養室を使っておりました。教養室を使う中で１年前は教養室を使っていたので

すけれども、小さいお子さんたち、１・２年生を対象にしたものですから、階段で２

階へ上がるのがとても危険な場合もあって、指導員さんや補助員さんで対応していく

のに少し安全確保の面で課題があるかなということで、次の年から１階にある元気回

復室を使うようにしました。ただし、あそこは占用されてしまうと社会体育で使う機

会もあるものですから児童館で午後５時まで使ったらその後マットを敷いたりしてい

たのですが、それは片づけて、次の社会体育で使える対応をしてきました。 

 そういうこともあって、片づけや何かで少し手がかかってしまったということも、

１か所でやったほうが効果的かなということをご判断いただいた結果だと思っていま

す。 

 以上でございます。 

○副議長（新居禎三君） 大池俊子議員。 
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○１１番（大池俊子君） そうすると今減ったということも理由の１つだけれども、補

助員さんや館長さんが両方見るのは大変ということも言われたのですが、そのときは

１・２年生がその多い分の３０人分ですか、見ていたと思うのですが、これを例えば

高学年の人たちを対象にすれば、その点は解消されたのかどうか、その点１点と、そ

れから今度多くなった場合、例えば先ほど小学校の利用もということを言われたので

すが、それでもその問題は解決されないのではないかと思うのですが、どうですか。 

○副議長（新居禎三君） 根橋教育長。 

○教育長（根橋範男君） トレーニングセンターを高学年の児童の預かり用としてはど

うかというご質問ですけれども、トレーニングセンターは社会教育施設として活用す

る部分もあって、できれば、人の出入りが夜になると非常に多い施設になりますから、

高学年ですと、登録児童の預かり希望時間というのは午後７時とかというところが多

くなってくるものですから、高学年でお預かりするというのは、トレーニングセンタ

ーの施設の特性から考えると難しい部分があるのかなと思っています。 

 それから例えばこれから検討をしていく予定の小学校の建物の一部を利用して「放

課後児童クラブ」の運営をする場合に、結局そのトレーニングセンターの課題と同じ

ものを引き継いでいくのではないかというご質問ですけれども、トレーニングセンタ

ーのときの課題を踏まえて、今まで掛け持ちでやっていたということを例えばその第

３学舎を設置する場合については、仮に小学校を第３学舎とした場合には、そこを担

当する指導員さんやその補助員さんというのはふれあい児童館を担当する指導員さん

や補助員さんとあらかじめ完全に分離して分けて、それぞれに責任を持って対応する

という形で運営ができれば、かなり人的な負担軽減、人的といいますか、人の面での

負担軽減というのは図れるのかなと、かなりそういった負担は減少されていくのかな

と考えております。 

○副議長（新居禎三君） 大池俊子議員。 

○１１番（大池俊子君） 先ほど小学校の利用については実際、利用できる可能性も大

きいと捉えていいのでしょうか。 

○副議長（新居禎三君） 根橋教育長。 

○教育長（根橋範男君） 余裕教室が完全にあるかというと、これから学校運営の中で

少人数学習集団の形成を図るための教室ですとか、通級指導教室の確保とか、学校と

して活用すべき校舎の在り方というのもあると思いますから、これから学校と詰めて

いく中で、何とか学校施設で使える場所をつくり出していただいて、どういうすみ分
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けをしていくかというのは、これから検討が必要になると思いますけれども、そんな

ことで調整をしながら進めていきたいと考えております。 

○副議長（新居禎三君） 大池俊子議員。 

○１１番（大池俊子君） ２番目と一緒になっているのですが、初めの質問の「子ども

達の居場所」事業と放課後児童健全育成事業、両方使えるように今なっていると言っ

たのですが、実際に両方希望した場合はどちらでも使えるのかどうか。現実的にはど

うでしょうか。 

○副議長（新居禎三君） 根橋教育長。 

○教育長（根橋範男君） トレーニング施設に２つの機能が入ってくるというのは現状

では今難しいのですけれども、児童がどちらかに登録するということは可能でありま

す。 

○副議長（新居禎三君） 大池俊子議員。 

○１１番（大池俊子君） 最後にもう１点。ふれあい児童館の運営委員会というのがあ

って多分そこでも会議されて相談されたことと思いますけれども、それは大体予算化

も１年に一度だけの予算としてやっているのですが、このようにいろいろな問題が起

きてきた場合というのは、回数を重ねるというのも考えているかどうか、皆さんの意

見を聞く上でも考えられるのかどうかというのをお聞きしたいと思います。 

○副議長（新居禎三君） 根橋教育長。 

○教育長（根橋範男君） 児童館の運営委員会は、施設運営も含めて住民の皆様の要望

や今の現状や課題というものを話し合って、それを村長さんに報告していくという村

長の附属機関として位置づけがされていて、合議的な機関になりますので、当然、回

数については必要があれば１回ではなくて、必要な回数は行うというものになると思

います。 

○副議長（新居禎三君） 大池俊子議員。 

○１１番（大池俊子君） 分かりました。今までここ何年間か見てきたのですが、この

ふれあい児童館の運営委員会も年に１回やられるだけで２回というのが聞いたことな

かったのですが、これだけ子どもの登録者が増えたり、いろいろな子どもたちが増え

る中で、こういう運営委員会なども利用しながらいろいろな人たちの意見を聞いて、

子どもたちがより過ごしやすくできるような運営にしていってほしいと思います。 

 １８８人の希望者が１８８人ということで、その７割にしても１３２人という１００

人を超えて、どうしても手狭になることだと思いますので、小学校の利用も考えなが
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ら、その解消とそれから使いやすい施設となるようにぜひ運んでいってほしいと思いま

す。 

 子どもたちにとっても放課後の生活というのは非常に貴重な時間だと思いますので、

そういうことを希望しまして、この質問は終わりにします。 

○副議長（新居禎三君） 大池俊子議員、「『放課後児童クラブ』及び『子ども達の居

場所』の状況は」について、終了でよろしいですか。 

 以上で、大池俊子議員の質問は終了しました。 

  ここで暫時休憩します。 

（午後 １時１８分） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

○副議長（新居禎三君）  休憩を閉じ、会議を再開します。 

（午後 １時１８分） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

         ◇ 小 出 敏 裕 君 

○副議長（新居禎三君） それでは、質問順位５番、小出敏裕議員の質問を行います。 

小出敏裕議員、質問事項１「山形村における不登校児童対策は」について質問をし

てください。 

  小出敏裕議員。 

         （１番 小出敏裕君 登壇） 

○１番（小出敏裕君） 議席番号１番、小出敏裕でございます。 

  本日は２つの事柄について質問いたします。 

 最初に、山形村における不登校児童の対策についての質問になります。 

 １０月４日、文部科学省は、令和４年度の不登校やいじめなどの実態調査を公表し

ました。それによると小学校で１０万５，１２２人、前年比２万３，６１４人の増。中

学校では１９万３，９３６人、前年比で３万４９４人の増であります。 

 長野県におきましても令和４年度の不登校の状況は、小学校で２，１２５人、これ

は前年比５２９人の増。中学校で３，６１０人、前年比４９９人の増になって、いず

れも過去最多となっております。 

 私は令和２年第１回定例会において不登校児童の実態と取組について質問を行いま
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した。その後、コロナ禍などによる生活環境や社会情勢の大きな変化が不登校児童生

徒の増加を招いた一因と考えております。 

 また、文部科学省は不登校対策として本年３月３１日に「誰一人取り残さない学び

の保障に向けた不登校対策」、これは「ＣＯＣＯＬＯプラン」と言いますけれども、

これを公表しております。 

 これらを踏まえ、山形小学校における不登校対策について質問をいたします。 

 １番、令和３年からの不登校児童数及び不登校傾向の児童数を伺います。 

 ２番、不登校に至った要因をお示しください。 

 ３番、不登校児童の居場所を伺います。 

 ４番、文部科学省が公表した「誰一人取り残さない学びの保障に向けた不登校対策

（ＣＯＣＯＬＯプラン）」を山形村はどのように取り組むのか伺います。 

 以上通告に従い、質問といたします。 

○副議長（新居禎三君） ただいまの質問に、教育長、答弁願います。 

 根橋教育長。 

         （教育長 根橋範男君 登壇） 

○教育長（根橋範男君） 「山形村における不登校児童対策は」についてのご質問にお

答えいたします。 

 １番目のご質問の「令和３年からの不登校児童数及び不登校傾向の児童数」につい

てですが、欠席日数が３０日以上の長期欠席児童のうち、病気等の理由によるものを

除いた令和３年度の不登校児童数は７人、令和４年度の不登校児童数は１１人、令和

５年度の不登校児童数は１０月末で８人となっております。なお、不登校傾向の児童

数につきましては、不登校傾向という定義がされておりませんので、この区分による

人数の把握はできておりませんけれども、学校になじめない状況の児童は相当数いる

ものと考えております。 

 次に２番目のご質問の「不登校に至った要因」についてですが、１つの要因だけで

はなく幾つかの要因が重なっているものと考えられます。学校や家庭、本人に係る状

況などの要因が重なり、登校するのに困難が生じてしまっていると思われます。例え

ば学業の不振であったり、親子の関わり方であったり、何となく不安な状況などが重

なっているという状況も見られます。 

 次に３番目のご質問の「不登校児童の居場所」についてでありますが、今年度の状

況で申し上げますと、トレーニングセンターに設置された子ども第三の居場所や他の
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自治体の教育支援センターを利用している児童もおりますが、半数ほどの児童は家庭

の中で過ごしております。 

 次に４番目のご質問の「文部科学省が公表した『誰一人取り残さない学びの保障に

向けた不登校対策（ＣＯＣＯＬＯプラン）』を山形村はどのように取り組むのか」に

ついてですが、既に取り組んでいるものもありますので、その取り組み状況について

申し上げます。 

 学びの場の確保としてＣＯＣＯＬＯプランに示されております「校内教育支援セン

ター」の設置促進につきましては、山形小学校では「のびのび教室」の名前で設置が

されています。「のびのび教室」は、教室に入りづらい児童の居場所として専門の職

員が児童の気持ちに寄り添い、学校生活や学びの支援を行っており、児童が安心して

過ごせる場所になっています。 

 次に教育支援センターについてですが、現状では村単独で教育支援センターを設置

することは難しいと考えていますので、教育支援センターを設置している他の自治体

と教育支援センター利用に係る協定を結び、希望する本村の児童が利用できるように

取り組んでおります。 

 また、多様な学びの場、居場所の確保につきましては、図書館やトレーニングセン

ターの学習スペースの活用促進や未来塾、公民館講座等への参加などを通じ、地域社

会と関わる機会をつくっています。 

 子どもたちの心や体調の変化の早期発見につきましては、朝の健康観察を丁寧に行

い、児童の様子を確認しています。児童が欠席する場合は欠席の状況を確認しながら

担任が児童と直接関わるようにしています。また欠席が３日連続するときは担任が家

庭訪問を行い、児童の状況を把握するようにしています。さらに欠席が続いたり、心

配な状況があるときは職員間で情報を共有するとともに、適応指導委員会を開催し、

今後の対応方法等について学校内で情報を共有し、組織一体となって取り組むことと

しています。 

 また学校内だけで対応が困難な場合には、スクールソーシャルワーカーやスクール

カウンセラー、子育て支援課や教育福祉などの関係機関による支援会議を開催し、児

童だけではなく保護者も含め支援を行ってきています。 

 以上、既に取り組んでいる主な内容について申し上げました。 

 次に今後取り組んでいくものとしては、ＩＣＴを活用した学習活動や不登校児童を

支援する民間施設等との連携等が考えられます。 
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 取組を進めるためのガイドラインは整備をされていますので１人１台端末を活用し

ての健康観察や学習活動、民間施設等との連携につきましては引き続き研究を進めて

まいります。 

 学校や地域が子どもたちにとって安心でき、楽しく生活が送れる場所であるように、

ＣＯＣＯＬＯプランの内容を踏まえた取組を進めてまいります。 

 以上でございます。 

○副議長（新居禎三君） 小出敏裕議員。 

○１番（小出敏裕君） 再質問をさせていただきます。 

 １番のところですけれども、不児童の現状ということでお示しをいただきました。

私が質問を前にしたときの状況なのですけれども、平成２７年に２名、２８年も２名、

３０年が３名、令和元年が４名と、こういう報告を頂戴しているわけです。今回、そ

うすると令和３年度で不登校児童数が７名、令和４年で１１名と、５年が本年ですけ

れども８名と。結構増えているような気がしますし、実際に増えておりますよね。 

 その中で伺いたいのは、低学年の子どもさんがそこにいるかどうかというのを、低

学年というのは１年、２年ということで、分かった範囲で結構ですので、お教えいた

だけますでしょうか。 

○副議長（新居禎三君） 根橋教育長。 

○教育長（根橋範男君） 令和元年度の状況も、不登校児童数、今、議員さんから紹介

していただきましたので、私からは、コロナを挟んでということで、令和元年度から

現在までの不登校児童数を、まず人数だけ申し上げます。 

 令和元年度につきましては、先ほど議員さんおっしゃられましたとおり４名、令和

２年度は５名、令和３年度は７名、４年度が１１名、５年度は１０月末で８名という

内容です。 

 これを不登校率、在籍率で申し上げますと元年度は０．８３から２年度が１.０８、

３年度が１.５８、４年度が２.４２、５年度が現在のところ１．７６％という状況で

あります。 

 学年別内訳で申し上げます。令和元年度の４名につきましては、４年生が１人、５

年生が２人、６年生が１人という状況でした。 

 それから、令和２年度で申し上げますと、４年生が２人、６年生が３人という状況。 

 それから、令和３年度で申し上げますと、３年生が１人、４年生が２人、５年生が

２人、６年生が２人、計７人という状況です。 
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 それから、令和４年度で申し上げます。令和４年度は１年生が１人、３年生が４人、

４年生が３人、５年生が１人、６年生が２人、計１１人であります。 

 それから今年度１０月末で申し上げます。１年生２人、２年生２人、３年生が１人、

４年生２人、５年生が１人という計８人という状況でございます。 

○副議長（新居禎三君） 小出敏裕議員。 

○１番（小出敏裕君） ありがとうございます。 

 私が想像していたのとちょっと違ってしまったのですよね、これ。１年、２年は山

形村にはいないかなと思っていたのですけれども、令和４年、５年になってくると出

てきたと。普通に言われていますのが小学校１、２年は保育園や幼稚園から動いてく

るということで環境の変化が非常に敏感に反映されるということ前から言われている

のですけれども、今まで山形村にはそういうのがなかったように感じていたのです。 

 それまでの少ないところについてなのですけれども、これは今、山形保育園が自主

性を重んじているということで一応方針を取っておりますよね。その影響によって少

なかったのかどうか、そこら辺だけお願いいたします。 

○副議長（新居禎三君） 根橋教育長。 

○教育長（根橋範男君） そこの直接の因果関係みたいなものは研究しておりませんの

で、その状況が数値に反映されているかどうかというのは、把握はしておりません。 

○副議長（新居禎三君） 小出敏裕議員。 

○１番（小出敏裕君） それでは次の不登校の要因について伺いたいと思うのです。 

 前回私が伺ったときには大体今、教育長がおっしゃったような内容プラス山形村の

小学校についてはいじめや家庭の貧困についての要因はないと、そういうふうに、そ

のときにおっしゃっておりました。 

 回答いただいた内容は、大体が文科省のデータまた県のデータと一致するものであ

ったのですけれども、例えば無気力となってくるとその無気力のもとになるものはど

こかにあるわけですよね。それがあるときトリガーになって最終的に無気力になって

しまう。それが引き金になってくるとどうするかというと、学業の不振に陥ったりし

てくるわけですけれども、例えば無気力１つを取りましても、その無気力が例えば、

これはデータでお示ししますけれども、これは鉢盛中学校のアンケート調査の結果な

のですけれども、毎日ご飯を食べてきますか、同じ時間に起きますか、寝ますかとい

う３つについて、令和４年と５年を比較しますと、令和５年のほうが悪い。そうなっ

たのが朝食を食べてきませんよというのが８％ぐらい増えているというのは、この前
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のデータになります。ですから、これはただ数字を出しているものですから、有意差

検定等は一切行っておりませんけれども、やはり生活のリズムが崩れると、家庭内の

問題また本人の問題として無気力を引き起こすのではないかなと思っているのです。 

 話を戻しますが、家庭内に起因する場合の不登校の子ども、そうしますと家庭内で

すので学校と違った環境なのでそこに入り込むことが職員の方には非常に難しいと思

うのです。そのほかに教育委員会以外の所管で対応しないといけない場合もあると思

うのですけれども、このような事象というのは今までございましたか。 

○副議長（新居禎三君） 根橋教育長。 

○教育長（根橋範男君） あります。先ほど申し上げましたとおり、スクールソーシャ

ルワーカーが家庭の中に入っていってもらわないと、なかなか家庭とつながらないと

いう状況があるものですから、そういった場合には支援会議を開催しながら、家庭の

状況を把握しながら、それぞれの福祉部門も含めて、つながるようにということでや

っております。そういう事例は結構あります。 

○副議長（新居禎三君） 小出敏裕議員。 

○１番（小出敏裕君） よく分かりました。 

 １つ伺いたいのは、福祉部門と今おっしゃったのですけれども、例えば福祉部門が

メインになってこういう方がいらっしゃいますよという事例が多いのか、それとも実

際にそういう不登校の事例があってから福祉部門と協働すると、どちらが多いかお分

かりになりますか。 

○副議長（新居禎三君） 根橋教育長。 

○教育長（根橋範男君） 家庭の状況でつながる部分は福祉の関係が多いと思います。 

○副議長（新居禎三君） 小出敏裕議員。 

○１番（小出敏裕君） 非常に難しいし、デリケートな問題ですので、そこら辺は重々

に福祉の部門との協働をしていただきたいと、そのように思います。 

 ４番目なのですけれども、子ども達の居場所について、先ほど、ほとんど子どもさ

んが自宅とおっしゃっていたのですけれども、フリースクールなどが今近頃非常に多

くなってきていますけれども、このフリースクールについて何かご意見とか感想をお

持ちなら教えてください。 

○副議長（新居禎三君） 根橋教育長。 

○教育長（根橋範男君） フリースクールにつきましては、フリースクールへ行ったと

きそれを出席扱いにするのか、学習の評価はどうするのかという課題が以前からあり
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ました。 

 今年度中に県でフリースクールの認定制度を創設していくという情報が入っており

ますので、そういった認定をしたところでそちらへ通う場合には出席扱いはどうする

とかというのは、これか詰めていくようになると思います。 

 現在のところ、山形小学校の児童がフリースクールへ行っているというのは今年度

については該当がありません。 

○副議長（新居禎三君） 小出敏裕議員。 

○１番（小出敏裕君） 私が昔住んでいた川崎の下作延というところがあるのですけれ

ども、そこに夢パークというのができまして、フリースクールを大々的にやっている

わけなのです。そういうものもありますので、そういうところも参考にしながらいろ

いろやっていただければいいかなと、そのように私、勝手に思っていますので、参考

にしていただければと思います。 

 今回の最後のところに行きますけれども、ＣＯＣＯＬＯプランというのがあります。

ＣＯＣＯＬＯプランの取組として、今実際に行っているところと、それからこれから

やるところというのを伺ったわけなのですが、このＣＯＣＯＬＯプランの３本の柱と

いうのがありまして、不登校の児童すべての学びの場の確保というのが１番、それか

ら心の小さなＳＯＳを見逃さず、「チーム学校」で支援するというのが２番、３番目

の柱として、学校の風土、これは雰囲気と解釈してもいいと思うのですけれども、見

える化し、安心して学べる場所をつくるということで、このプランが出来上がってい

るわけなのです。 

 その内容がどんなものがあるか、先ほど教育長にお示しいただきましたけれども、

これは非常に面倒くさい名前ですよね、「スペシャルサポートルーム」、これはさっ

きの「のびのび教室」ということでございますよね、校内の支援センターということ

なので。 

 そのほかに、不登校特例校というのがあり、この設置を３００に増やすと。今どの

くらいあるかというと全国で２４ございます。そのほかに「チーム学校」として１人

１台端末を活用した小さなＳＯＳの把握に努めるということなのですが、１つ伺いた

いのは、先ほど教育長がおっしゃった中で、１人１台の端末を使って健康管理を行う

というものがございまして、今現在はその端末を使わない状態だと思うのですけれども、

これを使っている実際の自治体がありまして、これは「デイケン」というアプリなの

だそうですけれども、これを使った結果が文部科学省から公表されておりまして、非
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常にエビデンスがあるという報告をされていまして、今年の２月現在で同じようなア

プリを４１１の市町村が実際に使っております。こういうアプリをこれから先検討す

るのか研究するおつもりがあるか伺いたいと思います。 

○副議長（新居禎三君） 根橋教育長。 

○教育長（根橋範男君） 現在学校で、不登校児童でタブレットを家庭の中へ持ち帰っ

ているという児童も若干おります。それから、なかなか教室には入れなくて、保健室

とかそういうところで過ごしている児童は、教室の授業の内容を保健室でオンライン

で授業を受けているという、そんな活用も今されています。 

 ただ山形小学校では、全児童に対してそのタブレットを持ち帰らせているというの

はまだやってないものですから、学校で現在その情報リテラシーについて、学校とし

て全体計画をどうするのかということで今検討している最中なものですから、その中

に今ご紹介いただいたアプリも含めて、リテラシーの中でどう位置づけていくか、計

画の中にどう位置づけるかということで、研究はしていきたいと思っております。 

○副議長（新居禎三君） 小出敏裕議員。 

○１番（小出敏裕君） 今さっき４１１と申し上げたのですけれども、実際に今度それ

を検討している自治体が全国でさらに５００近くはございます。大体の自治体が今、

日本で１，７００～１，８００だと思うのですけれども、そうすると半数以上はそ

ういう傾向があるということを頭にお入れになって、前向きの検討お願いしたいと思

うのです。 

 今のＣＯＣＯＬＯの中にもう１点ありまして、保護者に対する支援というのが大々

的に出ているのです。保護者の支援はどのように村は、先ほどのお話の中ではなかっ

た気がするのですけれども、考えていらっしゃるか教えてください。 

○副議長（新居禎三君） 根橋教育長。 

○教育長（根橋範男君） 不登校児童の保護者に対しましては、本人の希望にもよるの

ですけれども、スクールカウンセラーのカウンセリングを受けていただく。それから

支援会議の場では必要であればご出席をいただいてご意見やご支援を申し上げるとい

ったことで対応しております。 

○副議長（新居禎三君） 小出敏裕議員。 

○１番（小出敏裕君） 特に保護者の方は、何で私が原因でこうなっちゃったのかと結

構悩む方がいらっしゃると思うのです。ですから、保護者の集まりみたいなものをこ

れから構築してくという、そういうお考えございますか。 
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○副議長（新居禎三君） 根橋教育長。 

○教育長（根橋範男君） そういう事例もあるように聞いています。そういう形ができ

れば保護者の情報交換とか悩みの軽減ということにつながると思いますので、それも

研究の中ということでご意見いただいたものですから、学校へつなげながら可能性が

あるのかどうかというのは、これから研究をさせていただきます。 

○副議長（新居禎三君） 小出敏裕議員。 

○１番（小出敏裕君） ありがとうございました。 

 もうまとめたいと思うのですけれども、学校は様々な学びを得られる場所でありま

す。でも、不登校は誰でも起こり得る。これは長野県の教育委員会もそのことを言っ

ています。仮に不登校になったとしても、学びたいと思ったときに多様な学びのアイ

テムがあると、これは非常に不登校に陥る子どもたちにとって、またその親子さんに

とっても非常にありがたいことだと私は思っています。 

 ですので、不登校の児童または生徒個々のニーズに合わせた受け皿というのを整備

してＩＣＴや民間のノウハウを使いながら子どもたち、または保護者に必要な援助を

していただきたいと、これを願いまして、１番目の質問を終わりにします。 

○副議長（新居禎三君） 小出敏裕議員、「山形村における不登校児童対策は」につい

ては終了でよろしいですか。 

○１番（小出敏裕君） はい。結構です。 

○副議長（新居禎三君） 小出敏裕議員、次に質問事項２「行政窓口サービス向上への

取り組みは」について質問してください。 

 小出敏裕議員。 

○１番（小出敏裕君） 行政窓口サービス向上の取組について質問いたします。 

 少子高齢化が進み、行政資源が制約される一方で住民のニーズや生活スタイルはま

すます多様化しております。総務省は非対面の「オンライン申請」や対面であっても

「書かない窓口申請」により住民サービスの利便性向上と業務の効率化を図ることを

目指し、自治体のＤＸを推進しております。 

 また、第６次山形村総合計画の庁内連携分野には、住民の利便性向上や庁内の生産

性向上にＤＸを推進すると記載されております。 

 「書かない」「待たない」「迷わない」「行かない」で済む行政窓口を目指したら

どうかということで今回質問をいたします。 

 １番、行政窓口、これは総務課、税務課、住民課、保健福祉課などにおける１日当
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たりの業務の数、業務の処理数を教えてください。 

 ２番、現在行っている窓口サービス向上への取組と現状での課題を伺います。 

 ３番、窓口業務をデジタル化した場合のメリット、デメリットを伺います。 

 以上、通告に従い質問といたします。 

○副議長（新居禎三君） ただいまの質問に、村長答弁願います。 

 本庄村長。 

         （村長 本庄利昭君 登壇） 

○村長（本庄利昭君） 質問事項の２番目であります「行政窓口サービスの向上への取

り組みは」についてのご質問にお答えいたします。 

 １点目のご質問でありますが「行政窓口における１日当たりの事務処理数」であり

ます。時期によってそれぞればらつきもありますが、１日平均、総務課で５件、税務

課で７件、住民課で３０件、教育行政課で１０件、保健福祉課は１４０件であります

が、このうち入浴者の対応が大部分を占めております。 

 ２番目のご質問の「現在行っている窓口サービス向上への取り組みと現状での課題」

についてお答えします。役場の窓口は設置以降見直しや検討が行われていなかったと

いう中で、今年度行財政改革の一環として窓口の課題の洗い出しを行い、より住民が

使いやすい窓口へと改善するため、庁内にワーキンググループを立ち上げました。課

題の洗い出しにおいては、村外職員といった村の窓口に初めて立つ職員を対象に、お

客様目線でのロールプレイングを実施しました。現在そうした各課分野横断的な取組

で窓口サービス向上を検討をしております。 

 また、今回実施計画にも取り上げていますが、ヒアリングの中で法令整備など、幾

つか内部的な課題も浮彫りになりましたので、そうした課題を取り除いていく必要が

あります。 

 窓口サービスの向上に取り組むに当たりましては、建物間での移動の要らないワン

ストップサービスというものも理想であると考えております。 

 ３番目のご質問の「窓口業務をデジタル化した場合のメリット、デメリット」につ

いてお答えします。 

 メリットとしましては、議員ご指摘の「書かない」「待たない」「行かない」であ

ります。デメリットとしましては、導入コストとランニングコストがかかってくると

いうことが大きなところだと思います。 

 導入コストに関しては、個人情報を取り扱いますので、セキュリティが万全なシス
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テムの導入が必要となりますし、数年に一度の更新経費も重くのしかかってまいりま

す。またデジタル弱者への支援が当面必要となってまいりますので、こうしたことに

も対応できる職員配置ということになりますと、その分の人件費もかかってくると思

われます。 

 以上でございます。 

○副議長（新居禎三君） 小出敏裕議員。 

○１番（小出敏裕君） 想像していた以上に少なくてびっくりした次第なのですけれど

も、やはりこんなものなのでしょうか。そうしますと、窓口業務で来られたときに、

それほど待たさなくて済むような気はするのですけれども、ＤＸを推進していること

を考えますと、これは何とかしなくてはいけないと、そのように改めて私は思った次

第でございます。 

 私事ですけれども、窓口に行きますと、申請用紙を書くわけですよ。書いて、私は

間違えることが結構あるので持っていくと「これ違います」と言われて突き返されて

何回もある。以前は押印もあったものですので、そこを行ったり来たりするというこ

とで非常に時間がかかったなという、そういう思いがございます。 

 用紙の記入が面倒だとか、大変だとか、もっと何とかならないかと、そういう要望

はございましたでしょうか。 

○副議長（新居禎三君） 篠原総務課長。 

○総務課長（篠原雅彦君） 申請書につきましては、住民課、税務課ということで何種

類かあるところであります。ただいま答弁の中でワーキンググループというところで

お話をさせていただきました。 

 そういった申請書の関係も、できれば１枚で完結できればいいよねという話が上が

っています。ですので、住民課、税務課、それぞれということではなくて、それを一

体化した中で、それ１枚書けば両方回っていけるような状況、そういうことができれ

ばいいよねという意見も出ております。 

 今年度検討はしていただいたのですけれども、まだ問題点、解消しないといけない

部分というのは多々あるものですから、また新年度に向けて、改善できることについ

ては当然早くしていくということで進めていければと思います。 

○副議長（新居禎三君） 小出敏裕議員。 

○１番（小出敏裕君） 申請記入台とでも言うのですかね、受付の前に２つ、税務課の

前に並んでいるのですけれども、あれは必要ですか。例えば、先ほどの福澤議員のと
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きに、マイナンバーカードですか、申請が７９.５％、８０％近いと、全部ではない

ので少ないなという思いはしたのですけれども、それを持っていくとあそこでいちい

ち書く必要はないのではないかと。 

 何が大事かと言うと、そこでやって今までは用紙を持ってきて「はい。分かりまし

た」でちゃんと出してやっていたのですけれども、今度そうすると、それをそこでで

きれば、役場に来た方と面と向かってゆっくり話ができるのではないかなと思うので

す。それが逆にサービスの向上と感じるのですけれども、そこら辺はいかがでしょう

か。 

○副議長（新居禎三君） 篠原総務課長。 

○総務課長（篠原雅彦君） 役場の話をさせてもらうと、正面玄関から入ると、いきな

り壁があって、動線としてあまりよろしくないというところで、相談スペースも設け

た関係でロビーの結構大半が埋まっているような状況。それプラス、パンフレット類

の棚が結構ある。その中で記載台があるということですから、非常にあまりこちらに

見えない方からすれば、何かごちゃごちゃしているなという印象があると思うのです。 

 以前は壁の裏側に総務課ではなくて、そういうこともあって、その今いる税務のと

ころに総務課がいたとか、そういうこともあったようなのですけれども、今は御覧の

ような状況に各課が配置されております。 

 ですので、もうちょっとその動線についても、先ほどのワーキンググループでも意

見が出ているところでもあります。ただお客様からするとあんまり職員の近いところ

でそういった申請書を書くとか、そういうことに若干抵抗あるという話も聞きます。

ですので、すぐそばで書いて、聞けるではないかという話もあるかと思うのですけれ

ども、お客様の立場からすると、そういったところもちょっとあるようですので、今

みたいな配置にはなっているところなのですけれども、ちょっとガチャガチャとして

いるところもあるものですから、そこの部分は改善をしていかないといけないと思い

ます。 

○副議長（新居禎三君） 小出敏裕議員。 

○１番（小出敏裕君） いつでしたかね、村長がお友達を連れてホテルに行って、その

お友達が非常に怒ったと、そういう話を伺ったのですけれども、今みたいな私が言っ

たようなことをやれば住民の方は怒りますかね。村長いかがですか。 

○副議長（新居禎三君） 本庄村長。 

○村長（本庄利昭君） 制度というか、そのシステムを変えるという場合は、その制度
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がなじむというのですかね、非常にふさわしいというか、そういう村民の方もいれば、

そうではない方もいるというのが現実だと思いますので、どんなふうに変えるにして

も、それをうまくこなせない方はきめ細かな説明というのですかね、そういうフォロ

ーは必要でありますので、一概にそれやるといろいろ問題あるかということではなく

て、何かを変れば必ずそういうことはあると。そういうことだと思いますので、今、

職員の中で庁内で検討をしていただいておりますので、また何か具体的な改善策がで

きましたら、実施に向けてまたしっかり説明をし、対応したいと思います。 

○副議長（新居禎三君） 小出敏裕議員。 

○１番（小出敏裕君） 今、村長の言われるのは確かだと思うのですよね。そういうの

は嫌だという方は確かにいると思うのです。そうなると、先ほどのお話の中でワンス

トップの窓口のサービスというお話が出ていましたけれども、これは例えば税務全部

が１つになって、今は住民課に持っていって書類をもらう、納税証明書を隣でもらう

と、そういう形をこれ１か所でやるわけですよね。 

 そうしたときにこの職員の教育というのですか、今は住民課にいれば住民課の部分

の説明だけで済むわけなのですが、今度は税務が全部くっついてくると、それを全部

説明しないといけない。そうなってくるとそこに配置する職員の方の教育というのは

どうなりますか。 

○副議長（新居禎三君） 篠原総務課長。 

○総務課長（篠原雅彦君） 課をまたがってのお話になるものですから、当然そういう

お話が出てくるところであります。ですので、もし実現するようであれば、各課でそ

ういった部分は教育をしていただく方向になるかと思います。 

 今、申請書についてもいろいろなケースがあるものですから、単純なものについて

は、例えば１列目に今、正規の職員、税務にしても住民課にしても座っている状況。

そういうのを、できればその会計年度任用職員に変えて、発行業務についてはそうい

った皆さんにお任せをする。今まで窓口に座っていた職員については後ろに下がって

政策的な部分を担ってもらうというような、そういうことができればという話が上が

っているのです。 

 細かくはちょっと言えないのですけれども、かなり証明書の発行の部分で両課合わ

せると２か月半ぐらいはそれに時間がかかっているという状況が出ていますので、も

っと正規職員については、重要な部分と言ったらちょっと変な話になってしまうので

すけれども、そういった仕事を担ってもらうような環境づくりをしていければという
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案も出ております。 

○副議長（新居禎三君） 小出敏裕議員。 

○１番（小出敏裕君） 大体今の話と同じような質問になってしまうのですけれども、

総務省が何言っているかと言うと、さっき子どもの不登校と同じようなフレーズです

が誰一人取り残さない人に優しいデジタル化というのが言われているのですけれども、

そうしますと、これはオンラインサービス、それから住民の窓口のサービスにつなが

ってくる、そういうことなのですけれども、このサービスの向上を目指すがあまり、

サービスの窓口、行政窓口が丁寧に対応すればするほど、それに対する問合せが増え

てくると。それが本来の業務を停滞させてしまって、最終的に職員の負担が増すとい

う、これは山形村の話ではないのですけれども、そういう話を聞いたことあるのです。

山形村の中でそういう事例というのは特にございますか。 

○副議長（新居禎三君） 篠原総務課長。 

○総務課長（篠原雅彦君） 実際、総務課はそんなに窓口業務ないものですから、そう

いったお話については住民課、税務課は、確認できないのですけれども、そうはない

とは思うのです。 

○副議長（新居禎三君） 小出敏裕議員。 

○１番（小出敏裕君） 最後の質問の内容なのですけれども、デジタル化したときのメ

リット、デメリット、私がそれなりに考えたのは、例えば先ほどの紙ベースをなくせ

ば、ペーパーレス化ということですよね。コスト削減、それから持ち時間が短縮して

少人数化できると、いろいろあります。 

 デメリットの中に、コストが高くなるというお話がありました。確かにそうだと思

うのです。どういうデジタルにするのか。例えばクラウドにするのか、それともあそ

こにあるデバイスをいろいろと使って、改めて構築し直すという、そうなってくると

初期投資の部分というのはかかってくると思いますので、そこら辺を十分に吟味して

いただいて、ただデジタル弱者というのはございますよね。結構聞くと思うのです。

特に高齢化の方、ずっと年を食っていくと今、若い人たちができますので、ある程度

のところでそれは解決はできるのですけれども、それまでのデジタル弱者に対する対

応というのはどう考えてらっしゃいますか。 

○副議長（新居禎三君） 篠原総務課長。 

○総務課長（篠原雅彦君） 村長の答弁でもあったのですけれども、職員を配置するこ

とによってそういう方に対してのフォローをさせていただくということになるかと思
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います。 

○副議長（新居禎三君） 小出敏裕議員。 

○１番（小出敏裕君） それともう１つ、フロントヤードというのですかね、窓口の業

務の仕事量を減らす、つまり効率化する。そうすると、バックヤードという後ろで待

機している方たちの負担が増えるのではないかということを言われています。 

 どういうことかと言うと、最初の入り口はデジタルにしたけれども、中はアナログ

のままだと。そうすると、幾ら入れてもウサギと亀の追いかけっこみたいになってし

まう。ですから、やるのであれば、窓口をデジタル化するのであれば、中もすべてデ

ジタル化する。つまり、そうなってくると縦割りの行政ではなくて横のつながりを重

視した、そういう構築まで全部しないといけないと思うのですけれども、それについ

てはいかがでしょうか。 

○副議長（新居禎三君） 篠原総務課長。 

○総務課長（篠原雅彦君） 山形村の場合は課が分散しているということでお客様にと

っても不便をおかけしているという状況ではあります。 

 デジタル化につきましては、なかなかそんな簡単なわけにはいかないかなと思って

おりまして、今進めているのが先ほどから申し上げているように、今の仕組みの中で

お客様の利便性が上がるように変えていくというのがまず第１段階かなと思っている

ものですから、その次の段階でデジタル化というお話が進んでくるのかと思っており

ますので、なかなか後ろのほうがという話にはなるのですけれども、本当に全庁的に

考えないとなかなか１部分だけそういうふうにデジタル化を進めたところで、ほかが

改善されないとなかなかうまく庁内が回っていかないと思いますので、その部分につ

いては今後の検討課題なのかなと思います。 

○副議長（新居禎三君） 小出敏裕議員。 

○１番（小出敏裕君） 私もまさにそのとおりだと思うのですよね。 

 ワンストップの窓口をつくっていく前には、先ほど課長がおっしゃったように、い

ろいろと問題が山積みされているわけですよね。ですので、私が思うのは、今の窓口

の業務をとにかく１回簡略化しましょうと。そうした上でその検討をしてその結果で

次につながる、要は私が言いたいのは最終的な形態はこうするのだということであれ

ば、その予算立て何だといろいろと問題はあると思うのですけれども、とにかくでき

るとこをやって、その集大成が最終的には利便性の向上であるとか、そういうふうに

結びつけばいいかなと、そのように思うのですが、それに対してはいかがでしょうか。 
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○副議長（新居禎三君） 篠原総務課長。 

○総務課長（篠原雅彦君） 議員の言われるとおりかなと思いますので、今後考えてい

ければと思います。 

○副議長（新居禎三君） 小出敏裕議員。 

○１番（小出敏裕君） 突拍子もない荒唐無稽でとんでもないことを私申し上げますの

で申し訳ないのですけれども、今、申請台を取り外すと何もなくなってしまうという

状況が生まれます。そうしたときにそこへ来た人たちは私はどこへ行けばいいのだと

いうことになると思うのですけれども、それでよく画面上のＡＩですよね、何か押す

と答えてくれるような、そういうものの導入というのは、費用対効果から考えると無

理だと思うのですけれども、そういうお考えは、村長いかがですか。 

○副議長（新居禎三君） 本庄村長。 

○村長（本庄利昭君） 今、非常にヒントになるような提案だと思います。例えば案内

ロボットみたいな感じだとイメージとしては思います。それがアナログの世界から考

えてみますと役場の業務を、ほとんどのことを経験されたＯＢのような方が窓口にい

て、来られた村民の方に話を伺って、それでしたら何番窓口でこうですよということ

を言うと。そういったイメージだと思います。 

 なかなかそうはいかないものですから、これからということを考えますと、そこを

ロボットのＡＩのものを活用してということだと思います。 

 １つの形としては、これから人手不足の時代が、ますます人手不足になりますので、

そういったことも現実の問題として考えるときも出てくるかなと、今伺っていて感じ

ております。 

○副議長（新居禎三君） 小出敏裕議員。 

○１番（小出敏裕君） 今ちょっと明るいようなお話をいただいてありがとうございま

す。 

 例えば、そのＡＩを使って「私、こういうことできましたよ」とお話したときに、そ

こからその担当部署のところに連絡が行くと、そうするとそこの部署は誰が来るよと

誰とは分からなくても人が来るよというのは、ある程度分かると思うのですよね。そ

ういうことをやると非常に話が進みやすいのかなと思います。それは返答は結構でご

ざいますので考えていただければと思いまして、今回の質問を終わらせていただきま

す。 

○副議長（新居禎三君） 「行政窓口サービスの向上への取り組みについて」以上でよ
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ろしいですか。 

○１番（小出敏裕君） はい。結構です。 

○副議長（新居禎三君） 以上で、小出敏裕議員の質問は終了しました。 

 ここで、暫時休憩します。 

（午後 ２時 ７分） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

○副議長（新居禎三君） 休憩を閉じ、会議を再開します。 

（午後 ２時 ８分） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

          ◇ 春 日  仁 君 

○副議長（新居禎三君） 質問順位６番、春日仁議員の質問を行います。 

 春日仁議員、質問事項１「山形保育園の事故と運営について」を質問してください。 

 春日仁議員。 

○７番（春日 仁君） 議席番号７番、春日仁です。「山形保育園の事故と運営につい

て」質問をさせていただきます。 

 １０月１２日に発生した山形保育園の事故、園児のけがということになりますけれ

ども、と、保育園の運営に関する質問であります。 

 質問の１、事故、けが発生時の対応は適切に行われていたのか。また対応マニュア

ルはどのようになっているのかお聞きします。 

 質問の２、事故、けが発生当時、園庭には７９名の園児と１７名の保育士、職員が

いたと報告を受けています。見守りの配置は適切だったのか。また見守りに関するマ

ニュアル・ルールというのはあるのかお聞きします。 

 質問の３、事故発生後、現在までに事故防止について改善したことはありますか。 

 質問の４、現在、山形保育園で取り組んでいる「主体性保育」とはどのようなもの

か、お聞きします。また、主体性保育について全保育士、会計年度任用職員は理解を

し、取り組んでいるのかお聞きします。 

 質問の５、委員会活動の事務調査では、保育士不足の報告を受けています。今現在

の保育士、会計年度任用職員の人員はどのようになっているのかお聞きします。 

 以上通告させていただきます。 
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○副議長（新居禎三君） ただいまの質問に、村長答弁願います。 

 本庄村長。 

         （村長 本庄利昭君 登壇） 

○村長（本庄利昭君） 春日議員のご質問にお答えをいたします。 

 「山形保育園の事故と運営について」のご質問であります。 

 １番目のご質問「事故発生時の対応は適切に行われたのか。また、事故対応マニュ

アルはどのようになっているか」についてお答えをいたします。 

 大池議員の質問でもお答えいたしましたが、園には４つのマニュアルがあり、適切

な対応ができてない部分もありましたので、今回の事故後、新たに２つのマニュアル

を作成し、園内で共有し、実践をしております。 

 ２番目のご質問の「事故発生当時の見守りの配置は適切だったのか。また見守りに

関するマニュアル・ルールはあるのか」についてでありますが、固定遊具には保育士

を必ず配置するなど見守りのルールはありましたが、子どもたちの遊びや動きに合わ

せて保育士が移動する際、保育士同士の連携が十分でなかったことが課題の１つだと

考えております。 

 ３番目のご質問の事故発生時、現在までに事故防止について改善したことはあるか」

についてお答えします。 

 保育園の安全管理や事故防止に対するマニュアルの見直しやルールの再確認を行い、

園内外の危険箇所の確認や保育環境の整備等を行っております。 

 ４番目のご質問の「現在、山形保育園で取り組んでいる『主体性保育』とはどのよ

うなものか。また主体性保育について全保育士、会計年度任用職員は理解をし、取り

組んでいるか」についてお答えをします。 

 新保育指針に基づいて行われている主体性保育とは、社会性や集団で生活していく

上でのルールを基に、大人に主導された生活でなく、子どもが自らの興味関心に保育

士が願いを持って寄り添い、子ども自身が主人公となる生活を営むことを大事にする

保育であります。 

 また、職員会等で折に触れ全職員に共有しており、年に数回は外部の講師による研

修も実施し、理解を深めて取り組んでいるところであります。 

 ５番目のご質問の「委員会活動の事故調査では、保育士不足の報告を受けておりま

す。今現在の保育士、会計年度任用職員の人数はどのようになっているか」について

お答えします。 
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 正規職員の保育士が１３名、会計年度任用職員の保育士が２４名、派遣の保育士が

１名となっております。それぞれのクラスでは国の配置基準を満たしている配置であ

ります。 

 以上でございます。 

○副議長（新居禎三君） 春日仁議員。 

○７番（春日 仁君） では、再質問をさせていただきます。 

 午前中、大池議員からも同じような質問がありましたので重複する点があるかと思

いますが、よろしくお願いいたします。 

 まず、事故対応マニュアル、けがの対応マニュアルで不備があったという答弁をい

ただきました。このけがの対応マニュアルですけれども、たしか保育士が医療機関へ

一緒についてくという、そんなルールではなかったでしょうか。その辺のけがの対応

マニュアルについてお聞かせ願いたいと思います。 

○副議長（新居禎三君） 中原子育て支援課長。 

○子育て支援課長（中原美幸君） けがをした場合には、けがの確認を複数の保育士で

行った後、受診の際には保育士が連れていくとなっておりましたが、今回そこの部分

が、外部とのやり取りというか、ほかのお客さんも来ていたりした中の対応で、保育

園で連れていくことができなかったという点が、まずあります。 

○副議長（新居禎三君） 春日仁議員。 

○７番（春日 仁君） 検証委員会も立ち上がっていますので、あまり追及するのはど

うかと思いますけれども、議員としても聞きたい部分もありますので、ご了承いただ

きたいと思います。 

 複数の保育士が確認したときに、私も報告を受けているのですけれども、目視した

ところ傷が、傷の大小で言いますと、そんなに目立った傷がなくて判断を誤ったとい

うことでありましたけれども、これはカエルの餌やりのピンセットということで固形

の餌なのか生き餌なのか分からないですけれども、ピンセット自体はかなり不衛生だ

ったのですよね。かなり大腸菌なり何なりいろいろな菌がついていたと思います。そ

こら辺の判断というのは誰もできなかったのでしょうか。少なくとも傷が浅くても深

くても不衛生なピンセットが当たったということは、これはかなりのばい菌がついた

だろうということで、その辺の判断はどうだったのでしょうか。お聞きします。 

○副議長（新居禎三君） 中原子育て支援課長。 

○子育て支援課長（中原美幸君） 議員のおっしゃるとおり、そこまでの見込みが甘か
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った部分があったかと思います。 

○副議長（新居禎三君） 春日仁議員。 

○７番（春日 仁君） 事故後、２つのマニュアルがプラスされたということですけれ

ども、これはどういったものか、説明お願いします。 

○副議長（新居禎三君） 中原子育て支援課長。 

○子育て支援課長（中原美幸君） 新しくできたマニュアル２つですが、１つが園内事

故防止対策ということで、園内での事故防止の具体的な内容、こういう危険なときに

はこういう話をするとか、そういった細かい内容について１点作成いたしました。あ

と保育安全チェックリストということで、安全対策について内容的なものが日々行わ

れているか、こういうことができているか、ということについてのチェックリストと

いうことで、この２つを作成いたしました 

○副議長（新居禎三君） 春日仁議員。 

○７番（春日 仁君） ありがとうございます。 

 特に安全チェックリストは、もともとないといけないような内容だと思うのですけ

れども、これを新たに設置されたということで。 

 こういったマニュアルですけれども、すべての職員の方に徹底されていると思いま

すけれども、これは職員会等なのかそれともこういった特別な会議か何かを持ってこ

ういったマニュアルっていうのは確認をし合っているのか。これは担当課も含めてだ

と思いますけれども、その辺はどのようにやっていますか。 

○副議長（新居禎三君） 中原子育て支援課長。 

○子育て支援課長（中原美幸君） 大池議員のときにもお話ししたのですが、年度当初

の職員会では必ず確認をしたりですとか、その折々に触れて、新しくこういったこと

も気をつけなければいけないということがあったときには、もう一度見直しをして、

これをどうしてくかということで、折に触れて確認をしてという対応になっておりま

す。 

○副議長（新居禎三君） 春日仁議員。 

○７番（春日 仁君） これからもけが等はあると思いますので、しっかりマニュアル

は全職員の方に徹底していただいて、適切な対応をしていただきたいと思います。 

 事故当時の話でありますけれども、７９名の園児に対して１７名の職員が見守って

いたということでありますが、先ほど答弁の中には遊具１台につき１人はということ

になっておりました。事故当時はどうだったのでしょうか。大型滑り台ですから、横
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にジャングルジムですか、と、雲梯みたいなぶら下がるやつですね。それからたしか

ブランコがあったと思いますけれども、その辺は遊具１台につき１人いたのでしょう

か。その辺、お聞きします。 

○副議長（新居禎三君） 中原子育て支援課長。 

○子育て支援課長（中原美幸君） 基本的には子どもがいるところに必ず保育士がいる

という形になっていましたので、その遊具のところにも子どもが遊んでいる遊具であ

れば必ず保育士がいて確認をしているという態勢になっていました。 

○副議長（新居禎三君） 春日仁議員。 

○７番（春日 仁君） 当時もこの大型滑り台にはいたということで理解はしますけれ

ども、たまたまそれが目につかなかった、見逃してしまったというか、気づかなかっ

たということになろうかと思います。 

 この配置図というのも、これは徹底されたものなのでしょうか。園児がいるところ

ということで園児を追いかけてくような形になるのでしょうか。それとも取りあえず

この大型の遊具だけは必ずついていて、そのほかの保育士は園児の動きを見ながら追

いかけるような、そんなイメージでしょうか。 

○副議長（新居禎三君） 中原子育て支援課長。 

○子育て支援課長（中原美幸君） 一応、固定遊具のところにも保育士がいて、さらに

子どもの遊びと一緒に移動していくというような形だと聞いております。 

○副議長（新居禎三君） 春日仁議員。 

○７番（春日 仁君） また検証委員会でも、しっかりとした答えが出てくると思いま

す。 

 事故防止に向けてもあったということでありますけれども、主体性保育も交えまし

て質問させていただきたいと思います。 

 この主体性保育というのはこれは指針があったということですけれども、主流にな

っているのでしょうか。例えばこの松本平でも多くの保育園が取り組んでいるとかそ

ういったことはどうでしょうか。お聞きします。 

○副議長（新居禎三君） 中原子育て支援課長。 

○子育て支援課長（中原美幸君） 保育指針にのっとったという内容で、ほかの市町村

の保育園でも、子どもの主体性を大事にした保育ということで取り組んでいると聞い

ております。 

○副議長（新居禎三君） 春日仁議員。 
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○７番（春日 仁君） この主体性保育ですけれども、これは私、確認しました。３つ

ぐらいの保育の運用方法というのですかね、自由保育、自主性保育、それから主体性

保育というのがあって、ちょっと説明させていただきます。 

 自由保育というのは、子ども自身の決定判断を促す、考えるといったものを特に設

定しない中で、ただ人を配置して、おもちゃやスペースだけつくって、自由に過ごし

ていいよという保育だそうです。 

 自主性と主体性は、ちょっと混同するらしいのです。私も最初混同しておりました。 

 自主性保育は、子ども自身が率先して行動する、ルールを守ろうとする保育。主体

性保育は、ルールそのものも子ども自身が考えていける保育ということで、でも自主

性と主体性は似ているような言葉ですが、この内容は大分違って、ルールそのものも

子ども自身が考えていける保育。結構すごいことを今取り組んでいるのだなとは思い

ますが、これは２００人を超える規模の保育園で、果たしてこの主体性保育というの

はどうなのでしょうか。成り立つのか。大変難しい質問かもしれませんけれども、そ

の辺はどうなのでしょうか。お聞きします。 

○副議長（新居禎三君） 中原子育て支援課長。 

○子育て支援課長（中原美幸君） 専門家でもないので、そこのところが可能なのかど

うかというところはすぐにお答えはできない部分ではあるかと思うのですが、保育園

の中でもそれを目指してやっていたというところがあるかと思います。 

○副議長（新居禎三君） 春日仁議員。 

○７番（春日 仁君） この主体性保育というのは、この山形保育園でも今後しっかり

と構築していくということでいいのでしょうか。その辺どうでしょうか。 

○副議長（新居禎三君） 中原子育て支援課長。 

○子育て支援課長（中原美幸君） 今回のこともありましたので、まず安全対策をしっ

かりしながら、再発防止に務めながら、この主体性保育に取り組んでいきたいなと思

っております。 

○副議長（新居禎三君） 春日仁議員。 

○７番（春日 仁君） 主体性保育は園児自身が、ルールそのものも子ども自身が考え

ていける保育ということで、５歳、６歳、年少だと３歳、４歳、５歳ぐらいになるの

ですけれども、この子たちが自分たちでそのルールを考えてそれを実施していくのは

かなり教育現場でもない保育の現場で、こういったものは実際どうなのでしょうね。

かなり保育士が手助けはしないとやっていけないようなものだと思いますし、どうな
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のでしょうね。子どもたちが、今取り組んでいると思いますけれども、子どもたち自

身がルールを考えていくという中で、実際、子どもたちはルールを考えられているの

かというのはどうお感じになっていますか。 

○副議長（新居禎三君） 中原子育て支援課長。 

○子育て支援課長（中原美幸君） 子どもたちも考えながらという部分はあるかなと思

うのですが、保育士の力量というのもかなりこの保育には必要な部分なのかなと私自

身は感じています。保育士が園児に寄り添いながら園児と一緒に考えられるようにな

っていくというところが大事なのかなと思っています。なので、そういったことがで

きるように保育士も研修等を進めながら取り組んでいけるのかなと思っております。 

○副議長（新居禎三君） 春日仁議員。 

○７番（春日 仁君） 私はなかなか園児自身がというのはかなり難しいような感じは

します。例えば保育の現場でクラスの園児に、危険なものはどうだと、子どもたちと

ルールやいろいろ考えていくときに、一方的に保育士が園児に説明するのか、本当に

園児も考えているのか。 

 たまに私も年に１回ぐらい育成会で研修会をやっていまして、危険予知トレーニン

グということも受けております。実際にキャンプファイヤーのようなイラストの中に

危険なものがいっぱいあって、それは小学生ですけれども、小学生が何が危険かとい

うのを自分たちで探していくような、遊びながら学ぶものがあるのですけれども、そ

ういったようなことを園でも実施しているのか。ただ、保育士が子どもたちに、これ

は危険ですよ、あれは危険ですよと言っていてもなかなかこの主体性保育そのものに

はなっていかないような気もするのですけれども、その辺はどうなのでしょうか。 

○副議長（新居禎三君） 中原子育て支援課長。 

○子育て支援課長（中原美幸君） その点に関しては保育士と園児がお互いに相談しな

がらといいますか、「こういうのってどう思う？ 」という中で、子どもたちが「こ

う思う」とか、そういったいろいろな意見の中で「そうしたらどうすればいいと思

う？ 」というようなやり取りをしながら１つずつ確認をしてとなっているようです。 

○副議長（新居禎三君） 春日仁議員。 

○７番（春日 仁君） １番は主体性保育とはなんぞやというそのすべて、職員の方の

理解度ということで、先ほど外部から講師を呼んでということでありますけれども、

職員が外へ研修に行くということは考えられないでしょうか。 

 先進的に取り組んでいる保育園で、成功している保育園もあると思います。そうい
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った現場に山形保育園の保育士自らが出向いて学習するという、そんなことは多分今

やっていないと思いますけれども、今後、必要だと思うのですけれども、その辺は担

当課としてどう考えますか。 

○副議長（新居禎三君） 中原子育て支援課長。 

○子育て支援課長（中原美幸君） 今現在も全員ではないのですが、ほかの研究保育で

すとか、そういったところには率先して職員が参加して、いろいろなところの保育も

確認をしたりしているようです。研修の機会というのは非常に大切なことだと思いま

すので、また機会をつくっていけたらなと思っております。 

○副議長（新居禎三君） 春日仁議員。 

○７番（春日 仁君） 外部からもという答弁を先ほどいただきました。どのような内

容でその講師の方が来られて学んでいるといいますか、そういったことは、どのよう

なことをやられているか、お聞きします。 

○副議長（新居禎三君） 中原子育て支援課長。 

○子育て支援課長（中原美幸君） 講師はほぼ１日見えまして、まず実際の保育の現場

といいますか保育士たちが保育を行っている場所をまず見まして、後でこういうとこ

ろがこうだったとか、こういうところはよかったよとか、そういったことをして確認

をしてという形で行っているようです。 

○副議長（新居禎三君） 春日仁議員。 

○７番（春日 仁君） ありがとうございます。 

 研修とかは割と座学が多いものですから、実際、研修に行ってどこまで身につくか

なというのも疑問点もあります。やはり実地的なものはかなり大切かなと思います。 

 例えば、先ほども言いましたけれども、村外の保育園で研修。研修というのも、行

って座学するのではなくて、その現場に入って、もしくはその保育園からも来ていた

だいて、交換というわけではないですけれども、１か月ないし２か月という、そうい

うスパンで研修しないと、この主体性保育というのはなかなか浸透しないのではない

か、成功しないのではないかなという印象があるのです。 

 どうしてもこの２００人を超える規模で、これを子どもたちが理解して、職員も理

解してというのはかなり難しいかなと思います。その辺どうでしょうね。今までなか

なかそういう機会もなかったと思いますけれども、そういった研修というのも、今後

考えていかれてはどうでしょうか。 

○副議長（新居禎三君） 中原子育て支援課長。 
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○子育て支援課長（中原美幸君） ありがとうございます。また検討させていただけれ

ばと思います。 

○副議長（新居禎三君） 春日仁議員。 

○７番（春日 仁君） この主体性保育と今回のけがの因果関係というのは何とも言え

ない部分ではあるのですけれども、どうでしょうね、この自由保育、自主性保育、主

体性保育が混同していて、子ども自身も理解が難しいだろうし、職員側も難しかった

のも、この事故の要因の１つかなとも、私、思います。 

 この主体性保育の部分で、先ほど保育士の数をお聞きしましたけれども、この主体

性保育をやるのに今の２００名を超える園児で、職員数、保育士１３名で会計任用

２４名で派遣１名ということで、この辺のバランスというのは、担当課はどう思わ

れますか。 

○副議長（新居禎三君） 中原子育て支援課長。 

○子育て支援課長（中原美幸君） 議員のおっしゃるとおり、保育のやり方によってま

た人というのがどうなってくるかというところがありますので、またそちらも研究を

進めていきたいかなと思っております。 

○副議長（新居禎三君） 春日仁議員。 

○７番（春日 仁君） 採用に関しては担当課ではありませんので、その辺はまた話を

しっかりと詰めていっていただきたいと思います。 

 この先ほど大池議員からも質問があったと思います。事故検証委員会が今行われて

おりますけれども、これの、先ほどまだ始まったばかりということでありましたけれ

ども、いま一度私からもお聞かせいただきたいと思いますけれども、何回程度行われ

て、いつぐらいまでという、そういうのはどうなっているかお聞きします。 

○副議長（新居禎三君） 中原子育て支援課長。 

○子育て支援課長（中原美幸君） 大池議員のときにもお答えしたのですが、回数的な

ものですとか今後の日程についてまだしっかりはっきりはしていないのですけれども、

委員さんの意向もなるべく早く、再発防止のための原因究明ということで検証してい

きましょうという話でいただいております。 

○副議長（新居禎三君） 春日仁議員。 

○７番（春日 仁君） ありがとうございます。 

 あと、事故の後でになるのですけれども、保育士もそうですけれども、職員のメン

タルの部分やモチベーションといったもの、事故があった後も保育というのは行われ
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ているわけですので大切なお子さんを預かるわけです。職員の方のそういったモチベ

ーションというのは今どうでしょうか。その後、現在至るまでどのようになっている

かお聞きします。 

○副議長（新居禎三君） 中原子育て支援課長。 

○子育て支援課長（中原美幸君） ありがとうございます。 

 事故後、早い段階で職員の健康相談を行っています。心理関係の資格のある保健師

さんに対応していただいて、保育士たちの健康相談も行っていただいたものですから、

大事なお子さんのためにということで保育園一丸となって今頑張っているところです。 

○副議長（新居禎三君） 春日仁議員。 

○７番（春日 仁君） 安心安全な保育園というものは大前提なのですけれども、次年

度、子どもを預ける保護者へ向けての説明、今回の事故も含めて今、保育園が取り組

んでいる主体性保育、こういったのも保護者も理解しないとなかなか預けづらい。づ

らいと言っても仕事の関係でどうしても預けなければならないわけです。保護者への

理解というのもすごく大切かなと思いますけれども、その辺はどのようにお考えです

か。 

○副議長（新居禎三君） 中原子育て支援課長。 

○子育て支援課長（中原美幸君） 保育園でも、その点考えておりまして、安全対策の

ものについても新しく２つ加わったものがあったりしますので、その辺の辺りも保護

者全体にお示しをしたいというところと、あと大きな単位だとなかなか話ができない

可能性があるということで小さい単位でできるかなというところで今模索していると

ころです。 

○副議長（新居禎三君） 春日仁議員。 

○７番（春日 仁君） しっかりと説明はしていただきたいと思います。 

 この事故後どうですかね、来年、子どもを預けたいのだけれどもという、保護者の

方から何か相談を受けたりとか、事故後、こういう見守りとかはどうなっていますか

とか、そういう質問というのですかね。そういったのは今入っていますか。 

○副議長（新居禎三君） 中原子育て支援課長。 

○子育て支援課長（中原美幸君） 今のところ、そういったお声はこちらには届いてお

りません。 

○副議長（新居禎三君） 春日仁議員。 

○７番（春日 仁君） もしあった場合はしっかりお答えいただきたいと思いますし、
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安心安全な保育園をしっかりとつくっていただきたいと思います。 

 今回、主体性保育という部分で、どうしてもこういうものはどうなのかなというこ

とで質問をさせていただきました。今後も山形の保育園では主体性保育を実施してい

くという話でありました。 

 今回の事故を受けて、もちろん職員もしっかり気を引き締めて行っていくと思いま

すが、いまいちこの主体性保育、どうすべての職員が理解し、取り組んでいくべきか。

この辺、担当課としていま一度お聞きしたいと思います。今後これにどう取り組んで

いくかということでお聞きします。 

○副議長（新居禎三君） 中原子育て支援課長。 

○子育て支援課長（中原美幸君） 今回の事故ということもあったのですが、今後その

主体性保育という部分で、もちろん安全安心ですとかルールの下、子どもたちにも、

職員にも、しっかりと共通の認識として、同じ考えの下、進めていくということを大

事にしたいなと思っておりますので、支援課としても保育園にそういった働きかけも

していきたいと思っております。 

○副議長（新居禎三君） 春日仁議員。 

○７番（春日 仁君） 預ける保護者からしてみると、自分が要は仕事していて保育が

できないわけですね。育児ができない。その時間を保育園に預けるわけですよね。そ

のときに「うちの子にそんな主体性保育なんて要らないよ」というようなこともあり

得ると思うのです。その辺どうなのでしょうね。本当に保育という現場にここまでの

ものが要るかどうかという、それはこれからだと思いますが、そこまでの保育は要ら

ないよという保護者も出てくると思いますけれども、そんなようなときは対応として

どうしましょうか。 

○副議長（新居禎三君） 中原子育て支援課長。 

○子育て支援課長（中原美幸君） 保護者の方にもご説明をした中でご理解いただくと

いう方法が一番かなと思っております。 

○副議長（新居禎三君） 春日仁議員。 

○７番（春日 仁君） 先ほども言いましたけれども、保護者は仕事に行く、育児でき

ないので預けるという、これが一番の目的であります。その中に主体性保育というも

のがあるのであればこれは何回も言いますけれども、職員が一丸となって取り組んで

いかに子どもたちにこれを理解してもらえるかということになると思います。 

 なかなか園児が自分たちでルールを決めてというのをどこまでできるか私もちょっ
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と疑問ではありますけれども、本当にこれを突き詰めるのであれば、まずは安心安全

な保育の現場、そして何のために保育があるかという部分もしっかり考えながら今後

も取り組んでいっていただきたいと思いますし、事故についてはしっかりと検証して

いただいて二度と起きないというのはもう当たり前のことです。保護者の方にもしっ

かり説明をしていただいて、安心安全な保育園の運営をお願いしたいと思います。 

 私からは以上です。 

○副議長（新居禎三君） 以上でよろしいですか。 

○７番（春日 仁君） はい。 

○副議長（新居禎三君） 以上で、春日仁議員の質問は終了しました。 

  ここで私が一般質問を行うため、会議規則５３条の規定により、しばらくの間議長

を交代するため休憩といたします。 

（午後 ２時４１分） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

○臨時議長（福澤倫治君） 休憩を閉じ、会議を再開します。 

（午後 ２時５０分） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

          ◇ 新 居 禎 三 君 

○臨時議長（福澤倫治君） 副議長が一般質問を行う間、私が議長の職務を執り行いま

す。ご協力をお願いいたします。 

  質問順位７番、新居禎三議員の質問を行います。新居禎三議員、質問事項１「交通

不便者の移動手段について」を質問してください。 

  新居禎三議員。 

         （１２番 新居禎三君 登壇） 

○１２番（新居禎三君） 議席番号１２番、新居禎三です。今日は２つの項目を質問す

る予定でありますが、最初に「交通不便者の移動手段確保について」を質問いたしま

す。 

  長年要望の声が上がっていたＪＲ広丘駅行きの朝の直行バスが４月より運行が始ま

り、現在、コンスタントに利用があるようであります。 

  また、２台体制での運行になった福祉バスですが、最寄りのバス停までの移動困難
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な高齢者が増加していると聞いております。 

  そこで、山形村独自で運行されている移動手段についてお伺いいたします。 

  最初に、１番。広丘行きのバスは現在、朝の行きの便しか運行されていません。帰

りの便の要望の声が多数寄せられています。帰りの便について運行できないのか。単

独では難しいのであれば、近隣市村との連携等で検討の余地はないのかお伺いいたし

ます。 

  ２番目としまして、高齢者の増加に伴い、最寄りのバス停までの移動すら困難な高

齢者が増える中、別の移動手段としてのドアｔｏドアのオンデマンド交通への転換な

どできないのか所見をお伺いいたします。 

  ３つ目ですが、松本地域公共交通協議会で作成された地域公共交通計画では、村内

の福祉バスについては少量輸送と位置づけられて、各市村の判断で必要とされた場合

はより高い水準で運行するものとなっています。村として、いわゆる縦割り行政をな

くして、広丘行きバスと一体的に効率的な運行計画は策定できないのかお伺いします。 

  以上、通告による質問といたします。 

○臨時議長（福澤倫治君） ただいまの質問について、村長、答弁願います。 

本庄村長。 

         （村長 本庄利昭君 登壇） 

○村長（本庄利昭君） 新居禎三議員のご質問にお答えいたします。「交通不便者の移

動手段確保について」のご質問であります。 

  １番目のご質問「広丘行きバスの帰りの便を運行できないか。単独で難しいのであ

れば近隣の市村と連携など検討できないか」についてでありますが、現行の広丘行き

バス帰宅便の運行に関しましては、利用者の帰宅時間が様々であり、すべてのニーズ

を補完することは困難であると認識しております。また、財政面からの効率性等も熟

慮する必要があると考えております。 

  今後、開催予定の山形村公共交通活性化委員会や松本市・朝日村・山形村で構成さ

れている松本地域公共交通協議会でも課題として共有させていただきながら検討して

いく必要があると考えております。 

  当面は、回数券等の補助を行っている山形線や地域連携バス、朝日広丘線等の既存

の公共交通を利用していただきたいと考えております。 

  ２番目のご質問の「最寄りのバス停まで移動すら困難な高齢者が増える中、別の移

動手段としてのドアｔｏドアのオンデマンド交通への転換などできないのか」につい
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てでありますが、高齢者の日常生活における移動手段の確保は本村の大きな課題であ

ると考えています。 

  現在の村の高齢者の足として福祉バスが定着しているものと思いますが、ご指摘の

ように平成３０年に２台体制の運行に移行しております。最寄りのバス停まで遠いな

どの課題もあります。ドアｔｏドア型オンデマンド交通サービスの導入は、この課題

に対処する有望な選択肢として認識しております。ただし、このサービスの導入に当

たっては、山形線や地域連携バスとの調整、松本地域公共交通協議会での議論、運行

費用などの課題も多くあると認識しております。 

  近隣自治体の運行状況も確認し、本村を運行ルートに追加できないか研究した経過

もございますが、運行体制に余裕がなく、昨今の運転手不足等もあり、現時点では具

体的な協議は行っていない状況であります。 

  高齢者の方の足として最近注目されているライドシェア等や福祉有償運送等も含め

て今後の村の公共交通をどのように運営していくかは、引き続き保健福祉課と連携し

ながら検討していく必要があると認識しております。 

  ３番目のご質問の「村内の福祉バスと広丘行きバスとを一体的に効率的な運行計画

の策定はできないか」についてでありますが、地域連携バス、広丘便等の運行は企画

振興課、福祉バスの運行は保健福祉課が所管しております。 

  縦割り行政とのご指摘をいただいたところですが、山形村公共交通活性化委員会が

本村の公共交通の在り方等を協議する場となっております。事務局として両課の課長

と担当者が出席し、情報の共有に努めております。今後も関係部署と密接な連携に努

めてまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○臨時議長（福澤倫治君） 新居禎三議員。 

○１２番（新居禎三君） ご答弁いただきました。最初の広丘便の部分であります。以

前に同僚議員が同じような質問をしましたが、現状、朝の広丘行きバスを利用した、

主に高校生だと思いますが、その方たちから例えば帰りの足についてどのような形を

取られているかは調査なりアンケート等をした経過はありますか。 

○臨時議長（福澤倫治君） 堤企画振興課長。 

○企画振興課長（堤 岳志君） 広丘行き直行バスにつきましては４月から運行を始め

まして、平日のみの運行でございますが、大体、平均１２名ほどから高い利用をいた

だいています。 
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  今ご質問いただきました帰りの利用状況等については、現時点ではまだアンケート

調査等は実施しておりませんが、今後の必要性は感じております。 

○臨時議長（福澤倫治君） 新居禎三議員。 

○１２番（新居禎三君） あくまでこれは私の想像ですが、帰りについては朝日村のバ

スを利用される方もいらっしゃるだろうし、親御さんがお迎えに行っているというパ

ターンもあると思うのです。 

  そういう意味で、朝日村のバスは何便か広丘駅から夕方出ていますが、残念ながら

山形村役場までは来ない。一番近いところでも鉢盛中学になりますので、仮に村内の

子どもさん、高校生の方が役場まで自転車で来るなりした場合に、帰りは鉢盛中学か

らどうするのかという課題が出てくると思うのです。 

  これはバスが運行されるときにも私は担当に申し上げましたが、その辺は、例えば

以前ほかの議員が言っていましたが、広丘から朝日に来るバスについて、山形と連携

して鉢盛中学から山形役場へ寄ってもらう形にはできないのか相談等はされましたか。 

○臨時議長（福澤倫治君） 堤企画振興課長。 

○企画振興課長（堤 岳志君） その部分は朝日村さんと一時協議した記憶がございま

すが、運転手、配車の関係で鉢盛から役場へまで来ることは時間的に現時点のダイヤ

では難しいというご回答をいただいたと認識しております。 

○臨時議長（福澤倫治君） 新居禎三議員。 

○１２番（新居禎三君） 特に今、バス等の運転手が不足しているのが全国的に非常に

問題となっております。そういう意味で、恐らく朝日村のバスについても運転手はそ

れこそ折り返しすぐまた駅へ行くみたいな形の仕事になっていると思うので、役場ま

で来るのは難しいのかなという部分ではないかなと思います。 

  あともう１点、先ほど村長の答弁の中にありましたが、以前は朝日村の広丘行きの

バスが朝日村村営バスで運行していました。これが今年１０月からいわゆる松本地域

公共交通協議会の一環の中のエリア一括運行という形に変更しているわけです。当然、

一括運行ですから、今、公設民営になっています。そういう意味で、山形村について

も、広丘から朝日村のバスについても一括運行の中の松本市、朝日村、山形村の費用

負担もありますが、当然、山形村もこの１０月から広丘線、朝日村のバスについても、

具体的な数字は分かりませんが、負担しているという形になったわけです。そういう

意味で、当然、運転手がいるかどうかは別にして、ダイヤを変更するなりの部分は言

っていけると思うのですが、その辺はどうお考えですか。 
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○臨時議長（福澤倫治君） 堤企画振興課長。 

○企画振興課長（堤 岳志君） 議員おっしゃるとおり、エリア一括協定ということで、

公設民営で松本市、朝日村、山形村、協働で公共交通を運行するという形に変更にな

りました。 

  今現在、山形の広丘駅直行便については４月から始まって、試行的という位置づけ

もありまして、そちらの一括協定の中には入ってございませんけれども、先ほど村長

答弁にございましたが、今後、山形村の活性化委員会は松本地域の公共交通協議会の

山形部会という位置づけにもなっておりますので、村内のいろいろな課題を、これか

ら運行が始まって課題が発生するかと思いますので、その辺を考慮しながら協議会の

本会にも村の実情を訴えながら、朝日村等の路線とも連携できるようにしっかり声を

上げていきたいと考えております。 

○臨時議長（福澤倫治君） 新居禎三議員。 

○１２番（新居禎三君） 今、課長が言われましたが、いわゆる山形役場から広丘行き

の直行バスは、残念ながら松本地域の公共交通計画には明記されておりません。そう

いう意味で、山形部会の中で問題を整理して山形村から松本地域公共交通協議会へ提

起していく必要があると思うのですが、その辺については今、課長が答弁されました

が、具体的に計画を練ってどのような形で松本地域公共交通協議会へ提起されていく

予定ですか。 

○臨時議長（福澤倫治君） 堤企画振興課長。 

○企画振興課長（堤 岳志君） これから活性化委員会等の会議も年明けに予定してお

りますので、現状の公共交通と広丘駅直行便の利用実績等も含めましたり、先ほど議

員よりご提案がありました広丘便利用者の帰り方、そういう部分の足等の内容も確認

しつつ、いろいろ整理した中で今後提議をしていく必要があるかと認識しております。 

○臨時議長（福澤倫治君） 新居禎三議員。 

○１２番（新居禎三君） 先ほども３番目のところでありましたが、それぞれの市村で

必要とあらば協議をして協議会へ上げていくという部分がありますので、早急に山形

としてもある程度の方針を決めて、協議会へ諮っていっていただきたいと思います。  

  ２番目の福祉バスの部分でありますが、聞くところによると、現状運行している福

祉バス２台体制ですが、１台についてはバス自体の対応が村の基準で行くとそろそろ

更新しなければいけないと聞いております。 

  そういう意味でバスだけ更新して現状のままでいいのかという部分でありますが、
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先ほども言いましたように、自宅から福祉バスのバス停まですら移動できないという

方がかなりいるというのは聞いております。 

  現状、これは保健福祉課の管轄になるのでしょうが、その辺、縦割り行政の部分も

ありますけれども、今後、現状のままで、バスの更新だけで行くのか、先ほど私が言

いましたオンデマンド交通への転換等も検討されているのかどうかお聞かせ願います。 

○臨時議長（福澤倫治君） 古畑保健福祉課長。 

○保健福祉課長（古畑佐登志君） 議員おっしゃるとおり、今は、２９年１０月からマ

イクロバス２台体制になっておりますが、その１号車と呼ばれている黄色いほうが、

平成１８年に購入してあるマイクロでございます。走行距離がもう２６万キロ以上を

超えているということで、今すぐにというわけではないですが、大分年はとってきて

いる状況でございます。 

  そんな中で、まだ具体的にどんな車にしていくかという更新計画ですとか、運行を

どうするかという部分についてはこれからになると思うのですけれども、議員おっし

ゃるように、さらに細かくということでありますと、なかなか狭い路地もございます

ので、今までのようなマイクロバスでは対応できないという部分もありますので、その

辺も今後検討してまいりたいと思っております。 

○臨時議長（福澤倫治君） 新居禎三議員。 

○１２番（新居禎三君） 課長が今言われるように、ドアｔｏドアに近いものにするに

は、現状のバスでは狭い道へ入っていけないという部分がありますが、聞くところに

よると過去に、例えば１０人乗りにした場合に乗れないダイヤが出てくる可能性とい

うのは実際にどのぐらいあるか分かりますか。 

○臨時議長（福澤倫治君） 古畑保健福祉課長。 

○保健福祉課長（古畑佐登志君） 月ですとか季節によっても違ってくるのです。特に

春先ですとかは利用が多い傾向があるのですけれども、その辺ですと大体月に数日、

１週間以内ぐらいの日数で１０人を超えるところが出てくるということで、その辺に

ついては１０人乗りでは乗り切れないのかなという感覚でございます。 

○臨時議長（福澤倫治君） 新居禎三議員。 

○１２番（新居禎三君） その辺、非常に難しいところがあると思うのですが、今、全

国的に、ドアｔｏドアのオンデマンド交通、例えば予約等の形でしてもらって、それ

に合わせて、今、特に松本市や塩尻市はＡＩを使ってという部分でやっていますが、

そういう形への、福祉バスなのか福祉タクシーなのかというのはありますが、そうい
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う方向に転換するという考えもいいかなと私は思うのですが、その辺はいかがでしょ

うか。 

○臨時議長（福澤倫治君） 古畑保健福祉課長。 

○保健福祉課長（古畑佐登志君） おっしゃるとおり、それも１つの案ではあるかと思

います。 

  山形村の福祉バスというのは平成１５年４月から運行をスタート、その当時は１台

だったのですけれども、今まで続けてきたということは実績というか強みにしていい

部分だと思います。おおむね６５歳以上の方、障害をお持ちの方が無料で乗れるとい

うところが一番の売りといいますか強みでございますので、そこをうまく継続しなが

らやっていく中での、何かいい、さらに利用していただけるようなところを探ってい

きたいと思います。 

  ここ数年見ていましても、コロナ禍であっても年間の利用者は１万人を下ることが

なく、１万人から１万１，０００人ぐらいのところで推移しております。そういった

方々の足になっていると受け止めながら次の段階へどう進んでいこうかというところ

で検討してまいりたいと思います。 

○臨時議長（福澤倫治君） 新居禎三議員。 

○１２番（新居禎三君） 今、課長が言われたように、福祉バスの利用者もそんなに増

えてもいないけれどもコンスタントに乗っているという部分であります。さらに今後、

これから山形村もはっきり言って２５年になると後期高齢者がまだまだ、ここのとこ

ろ見ていますと高齢化率はどんどん上がっていますから、まだまだ利用者は増える可

能性があると思うのです。そういう意味で、高齢者の生きがいや健康増進のために、

よりもっと便利なものをつくっていく必要があると思います。 

  さらに私が思うのは、朝日村ではオンデマンドのタクシーの輸送が行われています。

ただ、朝日村でやっている部分は朝日村村内しかオンデマンド交通は行けないのです

よね。例えば山形村のアイシティへといっても利用者は上大池で乗り換えるか、どこ

かで乗り換えるしかないのですが、幸いといいますか、地域公共交通協議会を１市２

村でやっているわけですから、例えばオンデマンドにしても朝日村と連携すれば、当

然費用負担はかかってきますが、お互いに、朝日村の人が山形村へも利用できる、山

形村の人も村内、あるかどうか分かりませんが朝日村へも利用できる。本当は松本市

が入ってくると一番いいのだろうと思いますが、そういう形での、相手があることで

すから当然協議しなければいけないですが、そういう協議をしていくことは考えられ
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ないのですか。 

○臨時議長（福澤倫治君） 堤企画振興課長。 

○企画振興課長（堤 岳志君） 朝日村の担当の方とは折に触れていろいろ情報交換を

させていただいております。今、議員おっしゃるとおりに、隣同士の村でそれぞれに

別に同じ運行方式のものを個々にやるというのは大変経費的にも無駄な部分が出る予

想もありますし、実際もう山形村に乗り入れ、若干、ビッグですとか上大池まで朝日

村のバスは来ていますので、何とかその辺がうまく、山形が独自でオンデマンド交通

を新たに立ち上げるよりは同じ圏域でやっていますので、先ほど古畑課長から答弁が

ありましたように、今後、福祉バスが小型化になれば恐らく方式的にはデマンド方式

みたいなものも想定されておりますので、そこはぜひお互いにいい方向に行くように

しっかり協議を引き続きしていきたいと考えております。 

○臨時議長（福澤倫治君） 新居禎三議員。 

○１２番（新居禎三君） ぜひ協議してもらって、なおかつ、現状は村の福祉バスは高

齢者とか身体が不自由な方、主にそういう方に利用してもらうということで、無償輸

送でありますが、当然、先ほどありましたが、１０人以上乗るダイヤもあるかもしれ

ませんが、そうでない場合は、空席があれば一般の村民を含めて、観光客はそんなに

いないですが、もう利用できる形にして、有償にして、先ほど来出ている福祉という

部分で高齢者や体の不自由な方については無償でという。それは松本市でやってい

る７０歳以上の方はどこでも100円で乗れるというパスを発行しているわけですよね。

それを見せれば100円になる。山形も仮にやるとしたら、そういうパスをお年寄りに

発行して、見せれば無償ですよという形にすれば何ら問題ないと私は思います。そう

いう形でもしできるのであれば、ぜひ進めてほしいと思います。 

  また、オンデマンドにした場合の予約等の問題ですが、特に高齢者、今はＡＩを使

ってスマートフォンやアプリを使った予約等も出ていますが、ある会社、オンデマン

ドをやっている会社の調査では、ほとんど７割以上の利用者は電話で予約だという部

分で、それをどうするのか。朝日村の場合は聞いていないのですが、運営している会

社が、日本中の提携しているところは予約をいわゆるフリーダイヤルで、愛知県で受

けているのです。そこから例えば山形村がデマンドをやった場合に、例えば上大池か

ら下竹田まで移動したい人のデータをそこに持っているわけです。バスを予約して、

何時ごろに発車できますという、そこにＡＩを使っているわけです。電話を受けた時

点で、パソコンで大体車がここにいるからこのぐらいで行けるなという部分をＡＩで
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判断して、では１０分後にお迎えに行きます、みたいなことをやっているところがあ

ります。実際に日本の国内で幾つかの市町村がそれを利用しているという部分であり

ます。 

  松本市と塩尻市でやっているのは若干違うＡＩを、運行経路についてＡＩを使って

いるようです。山形、朝日が仮にやるとしても、運転する人はそんなに複雑な経路で

はないですから、ＡＩに経路を指示されなくても最短ルートは取れると思いますが、

そういうこともぜひ検討していただければと思います。 

  そういう意味で、先ほど来言いましたが、３番目の部分は特に今、運転手が不足し

ている部分で、いかにこういう輸送をつくるにしても効率のよい輸送をつくっていか

ないと、今後、交通産業で働く労働者はみんな低賃金でどんどん新しい人が入ってこ

ないので、より効率のよい運行をこちらから提案して利用者にお願いするしかないと

思います。そういう意味で、特に地域公共交通計画、松本市とこの協議会で出したわ

けですが、非常に山形村の部分は文章を含めて寂しい限りです。やはり山形村独自で

細かい計画をぜひつくっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○臨時議長（福澤倫治君） 堤企画振興課長。 

○企画振興課長（堤 岳志君） またそれぞれの諮問機関等ございます。そういう皆さ

んにも諮りながら研究させていただきたいと思います。 

○臨時議長（福澤倫治君） 新居禎三議員。 

○１２番（新居禎三君） 山形部会はそのメンバーでありますし、ぜひ早急にいろいろ

な部分で、福祉バスを含めていろいろな形で計画を含めて、いい方向に、地域が目指

す公共移動手段を構築していければと思いますので、お願いしたいと思います。  

  それでは最初の質問はこれで終わりたいと思います。 

○臨時議長（福澤倫治君） 新居禎三議員、一番の質問はこれでよろしいですね。 

  新居禎三議員、次に質問事項２「ＩＣＴ活用による住民サービス向上について」を

質問してください。 

  新居禎三議員。 

○１２番（新居禎三君） それでは２番目の「ＩＣＴ活用による住民サービス向上につ

いて」であります。先ほど小出議員でかなり答弁いただきましたので、重複する部分

があるかもしれませんが、よろしくお願いします。 

  「ＩＣＴ活用による住民サービス向上について」であります。国はデジタル田園都

市国家構想を掲げ、地方にもＤＸを進めようとしています。各市町村でもそれぞれ工
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夫を凝らしてデジタル技術を活用して、住民サービスの向上を図っているところであ

りますが、そこでお伺いします。 

  １番、役場窓口で行う各種申請などの際に、デジタル技術利用による住民の負担軽

減を行い、サービス向上を図る計画など、導入の予定をお聞かせください。 

  ２番、住民が複数の窓口で手続が必要な際、どのような利便向上を図られているの

か。特に新規転入者の場合、多くの手続が必要であります。本村の場合、本庁舎・教

育委員会・子育て支援センターなど移動が伴いますが、いわゆるワンストップででき

るサービスの提供など考える必要があると思います。所見をお聞かせ願います。 

○臨時議長（福澤倫治君） ただいまの質問に、村長、答弁願います。 

本庄村長。 

         （村長 本庄利昭君 登壇） 

○村長（本庄利昭君） 質問事項２番目の「ＩＣＴ活用による住民サービス向上につい

て」のご質問にお答えをいたします。 

  １点目ですが、「役場窓口で行う各種申請などの際に、デジタル技術利用による住

民負担軽減を行い、サービス向上を図る計画などの導入予定」についてであります。

現在でも村としてはデジタル技術を活用した住民サービスの向上に取り組んでおりま

す。令和４年度より汎用電子申請サービス「ＬｏＧｏフォーム」を導入し、各種イベ

ント等の申込み、アンケート調査など、様々なサービスへの対応を進めております。

近いところで例を挙げますと、子育て支援課の保育園入園申請における発達状況調査

や入園に係る現況届受付も電子申請フォームを通じて行っております。 

  現行の基幹系システムでは導入が難しい部分もありますが、国が推進する自治体情

報システムの標準化・共通化に対応した後は、「書かない窓口」「来させない窓口」

関連のサービスも積極的に研究し、さらなる住民サービスの向上を図っていきたいと

考えております。 

  ２番目のご質問の「住民が複数の窓口で手続きが必要な際、どのように利便性の向

上を図られているのか。また、本村の場合は手続きするに当たり移動が伴うが、ワン

ストップでできるサービスの提供の予定はあるのか」についてでありますが、窓口サ

ービスの利便性の向上に関しては、組織の編成に係る部分もあり、大きな課題だと思

います。特に、本庁舎や教育委員会、子育て支援センターなどへの移動を伴う手続に

ついては、ワンストップサービスの提供はサービスの大きな向上につながると思いま

す。 
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  組織の再編成等が難しく、施設間を結ぶ遠隔窓口サービス等の必要があれば、関係

機関と協議し、導入について研究を進めることも必要だと思いますし、これからも住

民の皆様の手続における移動の負担を軽減し、より効率的で利便性の高いサービスを

提供できるように努めてまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○臨時議長（福澤倫治君） 新居禎三議員。 

○１２番（新居禎三君） ご答弁いただきましたが、今、国もいろいろ進めているよう

であります。これは実際にどうなのか分からないですが、マイナンバーカードを使っ

て転入・転出の手続を、転出届けは転入先で一遍にできるみたいなことを聞いたので

すが、その辺は当村では今、現状どのようになっていますか。 

○臨時議長（福澤倫治君） 中川住民課長。 

○住民課長（中川俊彦君） 本年４月から１０月の実績になりますけれども、オンライ

ンによる申請というのは、転入・転出含めて１５件ほど来ております。今言われたよ

うに、転出証明等の提出の必要がない申請ということでもって、数的にはまだ少ない

ですけれども、そのような実績になっています。 

○臨時議長（福澤倫治君） 新居禎三議員。 

○１２番（新居禎三君） 国もどんどん、そういう意味でいろいろな部分をこれから進

めてくるのかなと思っていますが、先ほど村長答弁にもありましたが、地方公共団体

情報システムの標準化基幹業務システムですか、この辺の導入については、当村はど

のような予定になっていますか。 

○臨時議長（福澤倫治君） 堤企画振興課長。 

○企画振興課長（堤 岳志君） システムの標準化につきましては、現在、電算と進め

ておりまして、一応、山形村はファストユーザーということで一番最初に今、標準化

を本年度取り組んでおります。 

  メリットとしては、手厚いフォローが受けられるということで、ぎりぎりになりま

すとかなり立て込んでくるということですので、その部分では余裕をもってやってお

りますので、最も早いタイミングで現在作業を進めている状況になっております。  

○臨時議長（福澤倫治君） 新居禎三議員。 

○１２番（新居禎三君） そういう意味で早めに手を打ってもらっていいのですが、具

体的にはいつごろから使える予定なのでしょうか。 

○臨時議長（福澤倫治君） 堤企画振興課長。 
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○企画振興課長（堤 岳志君） 今、具体的なスケジュール感は手元に持っておりませ

んので、できるだけ速やかにということで、また確認してご報告させていただきます。 

○臨時議長（福澤倫治君） 新居禎三議員。 

○１２番（新居禎三君） そういう意味で、当然、役場職員の皆さんも業務が効率化さ

れて、少しでも手間が省けるというか業務が楽になればと思います。 

これからいろいろあれもそうですが、先ほど小出議員が言われていたように、村長

答弁にもありましたが、ワンストップサービスが必要だろうという部分で、以前にも

私、質問したことがあります。その頃はまだここまでデジタルが進んでいなかったの

で、役場窓口に、例えば１か所にそういう総合窓口みたいなものをつくって、手続を

一遍にできないものかとお伺いしたのですが、先ほど小出議員のときにも答弁があり

ましたが、そういう窓口をつくって、書類もそうです、本当は書類も何も書かなくて、

今、それに向かって国も進めているようですが、そういう意味で、あちこちでいちい

ち住所、名前を書いてというところは、先ほど答弁ありましたが、今、そういうこと

は役場庁内で研究されているということです。 

そういうのを研究して、具体的に、特に今、村長が推進されているように移住・定

住で若い人に来てもらうためには、結構若い人はスマートフォンを使ったりできるの

で、そういうデジタル化による技術を取り入れてやる予定のようですが、私が一番ネ

ックになるなという部分は、先ほど村長答弁にもありましたが、庁舎が分かれている

という部分。この部分は例えば、費用は当然かかってきますが、オンラインで各課つ

ないで、１か所で手続できるような形にはできないものでしょうか。 

○臨時議長（福澤倫治君） 篠原総務課長。 

○総務課長（篠原雅彦君） 先ほど小出議員からのご質問にもあったのですけれども、

本来はそういった形が理想ということであります。今進めているのは、そういったこ

ちらの庁舎にある税務課、住民課の関係を１か所で、みたいなイメージではあるので

すけれども、なかなかそこまでの話ということになると、とんとん拍子では、という

ところがあるので、今後については、そこまで行ければ本当は理想的ではあるのです

けれども、時間はちょっとかかるのかなというところであります。 

○臨時議長（福澤倫治君） 新居禎三議員。 

○１２番（新居禎三君） 当然、システムをつくったり、いろいろな部分で費用もかか

ってくるだろうと思いますが、先ほどもありましたが、それまでの暫定ではないです

が、先ほど小出議員からも出ていましたが、ロボットでなくても、例えばこの手続は
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どこでやるとか、役場を一旦退職されたＯＢの方なりを使って役場の案内業務を、特

に３月末から４月にかけて転出入がかなりあると思うのですが、そういう時期だけで

もそういう案内をしてもらう人を置いたりすることはできないですか。 

○臨時議長（福澤倫治君） 篠原総務課長。 

○総務課長（篠原雅彦君） 市役所とかに行きますと、もう玄関のところに職員の方が

座っていて案内をしているというのが今、当然の光景になっています。役場について

はどうしても市役所と比べると件数自体が格段に違うということと、そういった職員

がいれば理想の話ではあるのですけれども、そういった件数の面でなかなか配置した

ところで果たしてどうなのかというところがあるかなと感じます。 

○臨時議長（福澤倫治君） 新居禎三議員。 

○１２番（新居禎三君） 当然、我々みたいにしょっちゅう役場へ来ている人間はいい

ですよ。特に転入者の場合は初めて来る人が多いわけですよね。そういう方たちが、

先ほども総務課長の答弁にありましたが、玄関を入っていきなり壁ですから、非常に

分かりづらい。せめて、特に転入・転出等が多いその時期だけでもそういう方を配置

していただければと思うのですが、再度お伺いしますが、全くできない話でしょうか。 

○臨時議長（福澤倫治君） 篠原総務課長。 

○総務課長（篠原雅彦君） 今、総務課に会計年度の職員が１名、玄関から一番近いと

ころに配置しております。その職員はほぼ座りっぱなしという状況なものですから、

その職員が、例えばお客様が入ってきたときに迷われているような光景を見ると、必

ず声がけをして、税や住民課に案内をさせていただくという形は取っております。 

  税にしても住民課にしても、１列目に職員はいる話ですから、できるだけそういっ

た、どこへ行っていいか分からないという状況にはならないように心がけてはおりま

す。 

○臨時議長（福澤倫治君） 新居禎三議員。 

○１２番（新居禎三君） 会計年度任用職員の方がいらっしゃるのは分かりますが、先

ほど課長が言われたように、玄関を入っていきなり壁があって、どこへ行っていいか

分からない。本来は壁のこっち側、エレベーターの横でもいいです。あの辺りにカウ

ンターなりをつくって、総合案内とか、そこへ座ってもらったほうがいいと思うので

す。現状座っている位置だと、初めて来た人は分かりませんから。ぜひそういう工夫

もしていただいて、住民、特に新たに来られた方に「この役場、いいね」と言われる

ような形にぜひしていただければと思います。ぜひその辺も研究していただければと
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思います。 

  以上でこの質問は終わりにしたいと思います。 

○臨時議長（福澤倫治君） 新居禎三議員、よろしいですか。 

○１２番（新居禎三君） はい。 

○臨時議長（福澤倫治君） 以上で、新居禎三議員の質問は終了しました。 

  ここで、議長交代のため暫時休憩します。 

（午後 ３時３６分） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

○副議長（新居禎三君） 休憩を閉じ、会議を再開します。 

（午後 ３時３７分） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

          ◇ 大 月 民 夫 君 

○副議長（新居禎三君） 質問順位８番、大月民夫議員の質問を行います。 

 大月民夫議員、質問事項１「個人単位での協力要請に切り替えた『募金・寄付金』

等納入方式の検証」について質問してください。 

 大月民夫議員。 

         （８番 大月民夫君 登壇） 

○８番（大月民夫君） 議席番号８番、大月民夫です。今定例会一般質問の締めくくり

役を務めさせていただきます。 

  初めに、本年から個人単位での協力要請に切り替えました「募金・寄付金」等納入

方式の検証につきまして質問をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

  各種募金や寄付金などの「納金協力要請」は、多年にわたりまして連絡班組織に委

任する形態が続いておりましたが、本年より個人単位での判断に委ねる対処法にかじ

を切りました。主旨は理解できたが、長年の習性から脱却できない戸惑い感が強く、

寄付・募金行動になかなか結びつきにくかったという声が数多く寄せられました。 

  次年度に向け、基本路線は維持しながら、納金方法の見直しの必要性があるか否か

も含めた検証機会とさせていただきたいと思います。なお、対象となります募金や寄

付金などの拠出金は、緑の募金、日本赤十字社寄付金、山形村社会福祉協議会費、清

水寺拠出金、夏祭り花火寄付、赤い羽根共同募金、以上６項目とさせていただきます。 
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  初めに、本年度の各種募金・寄付金の納金集計結果を参考までに伺います。対前年

度実績に対するパーセンテージでお示し願います。なお、夏祭りにつきましては対前

回実績との比率にしていただければと思います。 

  続きまして、納金集計結果に対する所見をお聞かせ願います。 

  次に、募金・寄付金の金額に関しても、任意性を尊重することに全く異存はありま

せんが、「清水寺」以外の協力要請資料には、目安とする寄付金額の表示は一切あり

ませんでした。初めての個人判断に委ねる要請資料としては、大きな足かせになった

とも言えそうです。所見を伺います。 

  終わりに、今後に向けて、募金や寄付の趣意に賛同し、ご協力願える皆さんに寄り

添った納金方法の創出努力が必要と思われます。訪問集金なども積極的に取り込みな

がら、支え合い活動の根幹とも言える募金・寄付活動が、気持ちよく小規模でも活発

に推進できる対応策の所見をお持ちでしたらお聞かせいただきたいと思います。  

  なお、添付資料といたしまして、本年度の募金や寄付金などの内容別納金方法の一

覧を貼付しましたので、ご確認をいただきたいと思います。 

  以上、通告に基づきまして質問申し上げました。よろしくお願いいたします。 

○副議長（新居禎三君） ただいまの質問に、村長、答弁願います。 

本庄村長。 

         （村長 本庄利昭君 登壇） 

○村長（本庄利昭君） 大月民夫議員のご質問にお答えをいたします。「個人単位での

協力要請に切り替えた『募金・寄付金』等納入方式の検証」についてのご質問であり

ます。 

  １番目のご質問の「本年度の各種募金・寄付金の集計結果」についてでありますが、

本年度分の前年度実績に対する割合を申し上げます。 

  緑の募金については３９％、日本赤十字社の寄付については３２％、社会福祉協議

会会費２７％、清水寺拠出金については６２％、夏祭りの花火の寄付については、前

回実施との比較で６１％、赤い羽根共同募金については２０％でありました。  

  どの募金・寄付についても前回を大きく下回る結果となっております。 

  ２番目のご質問の集計結果に対する所見についてでありますが、従来の連絡班を活

用しての募金・寄付金の徴収を行わない方式でありましたので、予想はしておりまし

たが、それぞれの募金・会費など大きく減収となっております。 

  基本的な考え方を申し上げますと、村が地域の自治会組織に委託し集金をしており
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ました清水寺保存会の会費・花火の寄付、また県から依頼を受けての緑の募金、村の

関連団体であります山形村社会福祉協議会の会費、日本赤十字社の社費、また共同募

金については昨年来、集金方法にかかわる問題点が新聞等で取り上げられております。

本来のあるべき姿は、これらの募金等は自治会に集めさせるのではなく、それぞれの

組織が自らの協力者を募り、自発的に参加するボランティアベースで行うことが本来

の募金活動であります。自治会を使っての募金等は個人の思想信条の自由を抑圧する

要素があり、違憲だとする判決も出ております。 

  また、社会福祉法においても、共同募金は寄付者の自発的な協力を基礎とするもの

でなければならないと１１６条において明記されております。 

  今回議員ご指摘の６件の募金等でありますが、山形村長として直接関わっておりま

す募金は、夏祭り山形じゃんずらの花火の寄付であります。この花火の寄付について

は、本年度はコロナ前に比べて寄付額が大きく下回った状態でありました。 

  寄付額については大変少ないわけでありますが、村民の皆さんの参加意識の向上に

努め、協力をいただける工夫をすることが大切だと考えております。 

  緑の募金については、緑の募金を主催する長野県から各市町村が依頼を受けて行っ

ている募金であります。また、日赤の寄付、社協の会費などは日本赤十字社、また村

の社会福祉協議会から依頼を受けて、村が自治会に集金をお願いしている募金等であ

ります。 

  今後の対応については、それぞれの関係団体と調整をしながら進めてまいりたいと

考えております。 

  ３番目のご質問の「『清水寺』以外の協力要請資料には目安とする寄付金額の表示

が一切ありませんでしたが、初めての個人判断に委ねる要請資料としては大きな足か

せになったとも言えそうです。所見は」ということでありますが、清水寺保存会の拠

出金額については、村民の皆さんの代表で構成される常任委員会や代議員会の開催に

より、事業の内容や予算審議が行われます。こうした会議の中で、村民の皆さんにご

協力をお願いする毎年度の清水寺保存会の拠出金額や拠出金のお願いの方法等が審議

されております。 

  今年度の拠出金につきましては、清水寺保存会から村民の皆様にお配りする拠出金

に関するお願いの文書の中に金額の目安を示すことが決議されましたので、保存会と

しては１戸当たり1,000円の拠出金額を示して拠出金をお願いすることにしたと聞い

ております。 
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  ４番目のご質問の「支え合い活動の根幹とも言える募金・寄付活動が気持ちよく小

規模でも活発に推進できる対応策の所見を」についてでありますが、来年度以降、こ

れからの募金等の対応については、社会全体の意識の変革も必要でありますが、強制

にならない、自主的な寄付をしていただける環境づくりも重要な課題だと考えており

ます。また、それぞれの団体においても現状を十分理解していただき、対応について

は十分協議をしていただく課題だと考えております。 

  以上でございます。 

○副議長（新居禎三君） 大月民夫議員。 

○８番（大月民夫君） 詳細なご答弁ありがとうございました。まず開口一番、予想は

していたけれどもやはり大きく下回った、これに尽きるかなと思います。 

  この判断、最初に村長、こういうふうにやりたいなというお話を承ったときからお

聞きしておりまして、新聞報道にもありましたように世の中がこういった地方のこう

いう組織にこういう依頼をすること自体が完璧に曲がり角に来ている。今後どうする

か、その判断に迫られる。まさにそのとおりで、いち早く山形はそれにかじを切った

なという印象を私は持っております。この路線は毎年変えるわけにはいきませんから、

このまま行く。それに関しては全く異議ございません。 

  ただ、そうはいっても、これからどんどん下回ってしまうのではなくて、最低限の

努力、それぞれの部署で汗をかく。そういった方向性でいろいろ手探りで進める。そ

んな意味でもうちょっと議論させていただきたいと思っております。 

  募金の協力要請の依頼方法につきまして、今、ご答弁はいただいたのですが、いま

一度、繰り返しますけれども、今年度、先陣を切りましたのが緑の募金、これがたし

か一番最初だったと思います。そのときのお願い文章ですけれども、まず「今年度よ

り個人単位での募金方法に切り替えました」という宣言がしっかり明記されておりま

す。その後、趣旨をご理解いただき、募金への協力依頼を訴える。そんな流れでスタ

ートする組み立てとなっておりまして、その後の具体策ですけれども、募金目標額、

これは前年度実績より８％増額された金額、このぐらいを目標にしていますよという

表示がありました。 

  その後からなのですけれども、一応、納金方法は「役場産業振興課４番窓口まで直

接現金でお持ちください」で締めくくられておりました。 

  私もそうなのですけれども、依頼文書を受け取った村民サイドの第一印象、「今度、

来庁予定の際にでも持って行こうかな」という発想が湧いた方はそれなりにいらっし
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ゃったと思います。ただ、そこで「幾ら寄付すればいいのだろう」という戸惑い感が

生じてしまった実情もあるようです。 

  今まで連絡班組織が取りまとめたという、その慣習は、この募金は実際にどのくら

い前年度寄付したか、そういったのが鮮明にインプットされている村民というのはそ

うはいらっしゃらないという思いが募りました。拠出金全般にわたってで結構でござ

いますけれども、今年度、納金金額に関する問合せ、実際に窓口にお越しいただいて

「幾らぐらいすればいいのかな」とか、そんなお声があったかどうか。なおかつ、住

民の皆さんから何か要望事項が出ていなかったか、その辺、もし何か事象がありまし

たらご紹介いただければ。 

○副議長（新居禎三君） 村田産業振興課長。 

○産業振興課長（村田鋭太君） 緑の募金を所管している課ということでお話ししたい

と思いますけれども、金額を提示するということに関しては、こちらから決めてしま

うと受け取られがちになってしまいますので、募金という趣旨からすると、それにつ

いてはやめようということにしました。 

  ただし、県から大体の目標額というものが提示されてくるのですけれども、それを

戸数で割ると大体この辺かなという金額が示されて、以前はその金額を提示しており

ましたが、それに関しては一切、今回はやめるということで、自由な金額で、その人

その人の気持ちで構わないということでやらせてもらった経過でございます。  

  金額は大幅に減ってしまいまして、周知も少し遅かったかなという感もありまして、

個人から寄せられたもののほかに、既に連絡班で同意を取って皆さんから徴収をしま

したという、連絡班からの募金も今回については寄せられたということであります。 

  見通しとしましては、来年については周知も進んでいくということで、またさらに

金額については少なくなっていくのではないかなということを感じておりますので、

一層の周知に努めていきたいと思っております。 

○副議長（新居禎三君） 大月民夫議員。 

○８番（大月民夫君） 今、課長がおっしゃられたとおり、募金の特徴的に、ここに幾

らと書くのはなかなか難しいのは重々分かります。どちらにしても、村民の判断に委

ねるという形でスタートいたしました。その第一歩が踏み出されていますから、今後

に向けて寄付金額の目安を書く、書かない、その辺の判断は今後の進捗状況を見なが

らまたご検討いただくという、そんな形でお願いをしたいと思います。これ以上は申

しません。 
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  それと、募金・寄付金で一番のポイントは、これがどのように使われるか、その趣

旨に関する事項でございます。近年、クラウドファンディングという言葉を本当によ

く耳にするようになりました。様々な分野でのプロジェクトが目的や目標を分かりや

すく世間に訴えて、今はＳＮＳがありますので、そういったものを利用しながら幅広

く訴えて、それに同調する皆さんが自らの意思で資金や資材をプロジェクトに支援し、

目的事業を総合力で実現させる。これはまさに募金・寄付金の神髄を捉えたシステム

とも言えそうでございます。 

  そんな見地で考察しますと、今回、検証項目に掲げさせていただきました６項目の

拠出金のうち、社会福祉協議会費、清水寺保存会費、夏祭り花火寄付、この３項目と

いうのは村民の皆さん、目標・目的は理解されやすいと思われますが、これは戦前か

ら取り組まれているのですね。日本赤十字社社史、戦後スタートして、もう七十数年

の歴史が刻まれております。緑の募金、赤い羽根につきましては、非常に意義深い活

動であることを否定するものではありませんけれども、アピール力は年々弱まってい

るような気がいたします。この場でそれぞれの意義を議論するつもりはございません

けれども、一点だけ、所見だけでもお聞かせいただきたいので、よろしくお願いしま

す。 

  緑の募金についてであります。地球温暖化防止のためにも適切な森林整備を進めて

いく観点から、森林環境税がいよいよ令和６年度から国税として年額1,000円を市町

村が徴収するようになります。また、長野県独自の森林づくり県民税、これは令和１０

年３月までの継続延長が決まっております。納税と募金で形態はもちろん異なります

けれども、緑の募金を依頼する環境というのは少々飽和状態の感が否めないような気

もいたします。所見だけでもお聞かせいただければと思います。 

○副議長（新居禎三君） 村田産業振興課長。 

○産業振興課長（村田鋭太君） 緑の募金の使い道ということで、募金をするときにチ

ラシを皆さんにお配りしております。そこに、前回こういう用途で使いましたよとい

うことが明記されている。それをしっかり読んでいただいているかどうかということ

は分かりませんが、毎年、去年のものについてはこういう使途で使いましたよという

ことでお配りをしております。 

  あと、非常に大事な使い道もございまして、還元金というものが小学校の緑の少年

団の活動費に充てられているということもございまして、これについては原資が少な

くなればそういった活動に影響も出てくるのではないかということも心配しておりま
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して、県の大本の森林林業振興会もそれについては危惧しているという状況でありま

すので、山形のみならず長野県全体、日本全体でこういった問題はあるということも

聞いておりますので、上部の機関と連携しながら、少なくなっていく金額に対しては

どんなふうに対応していったらいいかということはよく連絡を取り合って対応してい

きたいと考えております。 

○副議長（新居禎三君） 本庄村長、先にお願いします。 

○村長（本庄利昭君） 補足で答弁させてもらいます。いろいろ自治会を通じての募

金・寄付金を集めるという方法は、まさにご指摘のとおり、時代の趨勢からいくと、

そういった時代は終わりつつあるという認識は全くそのとおりだと思います。  

  ちょうど今、議員さんからも出ましたクラウドファンディングであったり、これは

新しい、ネット社会でありますし、自分の趣旨というか、考え方に合うような事業で

あったり、また文化財の保護みたいなものとか、そういったところで大きな寄付金が

集まるという、そういった時代であります。 

  それと、寄付とは少し趣きが違うのですけれども、ふるさと納税も影響していると

感じています。自治会が集めてきて、自動的に受け身で寄付をするのではなく、自分

の意思で、自分で選ぶと、そういう時代であると感じております。 

  ご指摘のとおり、今までのやり方がなかなか機能しなくなっております。場合によ

っては税金を使っても残すべきものもあるということも考えられますので、そういっ

たところについてはまた違った観点で対応をする。そうでない場合は、それぞれの団

体が、募金が集まらないなら、では何をするかということを考えていただく。そんな

対応をお願いしていきたいと考えております。 

  以上でございます。 

○副議長（新居禎三君） 大月民夫議員。 

○８番（大月民夫君） 分かりました。一応、そうはいってもという意味で最後に質問

させていただきます。今後に向けて、募金や寄付の趣意に賛同し、ご協力願える皆さ

んに寄り添った納金方法の創出努力が必要だと、先ほど質問通告に基づいて、私、申

し上げたのですけれども、正直、取り巻く環境というのは本当に物価高対応で生活費

を切り詰める努力をいただいている中、募金や寄付金活動の活性化の道というのは非

常に厳しいと思われます。 

  個人の判断に委ねる体制の中で、ご協力していただける意欲のある皆さん、拠出金

内容にもよると思いますし、一概には言えないのですけれども、役場やトレセンや社
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協の事務所まで出向くか、もしくは金融機関の窓口まで出かけて振込み手続をするか、

その選択をせがまれると、ついつい尻込みしてしまうというのが先ほどのパーセンテ

ージの結果、そういう実情と思われました。 

  すべての拠出金とはもちろん言いませんけれども、可能な限り、拠出金を受け取る

側でもうひと汗掻く努力だけはしていかなければいけないかなと、そんな意味でご提

言申し上げます。 

  例えば、身近な公会堂や集会施設での出張集金システムでございます。村内６地区

の公会堂を、事前に日程を決めておいて、要請依頼時、こういう寄付・募金をお願い

しますというときに、各６地区の公会堂のスケジュールを決めておいて、そこに出張

し集金していただく。 

  また、これは可能性が全くないわけではないと思うのですけれども、各連絡班単位

の集会施設を利用しての集金がもし、それぞれ出向くのが大変な方もいますから、来

てもらえればという要望があればそれに対応する、そんなことも一案として考えてい

ただければと思います。 

  これは実施するとしても、そんなに長時間でなくても、３０分ではきついかもしれ

ないけれども、せいぜい１時間くらいでいいと思うのですけれども、そんなことを盛

り込みながら、要は汗をかいて努力をする、そういう姿勢も今しばらくは必要かなと、

私は個人的には思うのですけれども、この辺の所見をお聞かせいただければと思いま

す。 

○副議長（新居禎三君） 赤羽副村長。 

○副村長（赤羽孝之君） 村の社会福祉協議会の関係でありますけれども、募金・寄付

金がどういうふうにしたら集まるのかという協議をしました。その中で、社協につい

ては、取り扱っているものが日本赤十字社、社協の会費、赤い羽根とあるわけですけ

れども、これを１つの集金にしようということも考えておりますし、３つを１つにま

とめるという意味合いですけれども、それから集金日をつくって取りに行こうという

ことも考えているところであります。 

  いずれにしても、工夫をしながら、どうしても、それぞれ今のシステムの中では、

還元金という形の中で返ってくるもの、それから社協の会費については地域福祉のサ

ロンだとかイベント等に補助をしているものですから、その辺のご理解をいただきな

がら、何とか今までどおりの額を維持できればと考えているところです。 

○副議長（新居禎三君） 大月民夫議員。 
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○８番（大月民夫君） いろいろな角度で答弁をいただきました。ありがとうございま

した。まずは今年ご協力いただいた村民の皆さんに感謝を申し上げるのが第一でござ

いますけれども、それなりに意義深い、それなりの活用をされる、中には本当に長い

歴史、７０年、８０年という歴史のある募金がいろいろございます。これがこうで、

あれがこうでということは申せませんけれども、今後も個人判断ですけれども、でき

るだけこの史は長く、できればもうちょっと大きくするような、そういった鋭意努力

をお願いして、この質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○副議長（新居禎三君） 大月民夫議員、「個人単位での協力要請に切り替えた『募

金・寄付金』等納入方式の検証」については、終了でよろしいですか。 

○８番（大月民夫君） はい。結構です。 

○副議長（新居禎三君） 大月民夫議員、次に質問事項２「自衛官募集対象者情報の提

供について」を質問してください。 

  大月民夫議員。 

○８番（大月民夫君） それでは「自衛官募集対象者情報の提供」につきまして、村民

の皆さんに周知の意味合いも込めて質問をさせていただきます。 

  自衛官募集事務につきましては、市町村の法定受託事務と定められており、自衛隊

法施行令第１２０条に「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があ

ると認めるときは、市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができ

る」と規定されております。そこで、これから申し上げます２つの事項につきまして、

現状の取組状況をお聞かせいただきたいと思います。 

  最初に、本村におけます防衛省への報告内容・提出資料など、対応実態の内容をお

聞かせ願います。 

  もう１点は、自衛隊への情報の提供をしてほしくない旨の意思表示は、本人または

保護者の皆さんから除外申請の手続を行っていただくことにより、自衛隊へ提供する

情報から除外する制度を導入している自治体が近年急速に増加傾向とお聞きしており

ます。この点につきまして、本村の取扱方針並びに今後の展望をお伺いいたします。 

  以上、通告に基づきまして質問いたしました。よろしくお願いします。 

○副議長（新居禎三君） ただいまの質問に、村長、答弁願います。 

本庄村長。 

         （村長 本庄利昭君 登壇） 

○村長（本庄利昭君） 質問事項２番目であります「自衛官募集対象者情報の提供」に
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ついてのご質問にお答えをいたします。 

  １点目ですが、「本村における防衛省への報告内容・提出資料等の対応実態」につ

いてであります。自衛隊法第９７条では「市町村長は、政令の定めるところにより、

自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う」とあります。これにより

１８歳になる方、２２歳になる方について、氏名・住所・性別・生年月日の４情報を

紙媒体で情報提供しております。 

  ２番目のご質問の「自衛隊へ提供する情報から除外する制度を導入している自治体

が近年急速に増加傾向とお聞きしております。この点について、本村の取扱方針並び

に今後の展望を伺います」の点についてでありますが、本村において除外申請制度は

設けておりません。なお、山形村周辺の３市では、除外申請制度を導入していると聞

いております。今後は、自衛隊長野地方協力本部と協議を行い、除外申請制度の導入

についての検討をしたいと考えております。 

  以上でございます。 

○副議長（新居禎三君） 大月民夫議員。 

○８番（大月民夫君） 分かりました。まず、実態でございますけれども、これは市町

村によっていろいろなあれがあるのですけれども、閲覧だけで済ませているところも

あったり、宛名シールを印字して出すとか、そういうふうに協力しているところもあ

ると聞いておりますけれども、もうちょっと紙媒体の具体的なところを教えていただ

けますか。 

○副議長（新居禎三君） 篠原総務課長。 

○総務課長（篠原雅彦君） こちらの情報につきましては住民課にお願いをしまして、

そのリストを出した中で、自衛隊に提供していると。内容については、先ほどありま

したこちらの４情報について記されたものを提供するということでございます。  

○副議長（新居禎三君） 大月民夫議員。 

○８番（大月民夫君） この制度、知っておられる方は多いと思うのですが、中には

「そんなことあるんだ」と知らない方もおると思います。基本的なところ２つだけ確

認させていただきます。 

  一応、これ、個人情報という形なものですから、提供に当たっては募集事務以外に

は使用しない、そんな覚書の取り交わしはされておりますか。 

○副議長（新居禎三君） 篠原総務課長。 

○総務課長（篠原雅彦君） そこの部分は確認できておりませんが、用途については募
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集案内を出すためにこちらのリストを使用するということであります。 

○副議長（新居禎三君） 大月民夫議員。 

○８番（大月民夫君） もう１点も念のための質問でございます。一般的な個人情報保

護条例との関係性でございます。 

  法令に定めがあるときには、法令に基づき提供ができる。一応、こういう規定に沿

いまして、今回、自衛隊法という規定もありますので、提供に当たっての本人の同意

は必要ないという解釈をしている。そういうことでよろしいですか。 

○副議長（新居禎三君） 篠原総務課長。 

○総務課長（篠原雅彦君） 根拠につきましては、先ほどの自衛隊法９７条第１項と、

個人情報保護法６９条第１項ということ。この２つを根拠として提供させていただい

ているということであります。 

○副議長（新居禎三君） 大月民夫議員。 

○８番（大月民夫君） 基本的なところだけ確認させていただきました。情報提供する

ことについて、私はいいとか悪いとか、そういうことは一切申し上げておりませんの

で。 

  一応、募集案内によりまして、一大決心して進路選択に活路を見出せる方も大勢い

らっしゃると思われます。半面、中には自らが目指すべき進路設定をして、それに向

かって懸命に努力しておられる方も少なくないと思われます。そんな皆様にとって情

報提供の除外申請の機会を設定することは、ある意味では意義深いことではないかと

思います。 

  本来であればなのですけれども、住まわれている地域によっては、その機会があっ

たりなかったりということ自体が私は正直言って不自然な気がいたします。先ほど村

長答弁で、まさにこの周りの市は全部申請がありまして、それなりの方がやっている。

ただ、町村部になるとそれがないという、それが非常に不自然です。 

  先ほど村長答弁で、自衛隊とその辺を今後協議しながら決めるというお話、それも

必要かと思うのですけれども、山形村自治体独自の判断でそういう制度を導入すると

いう決断をすることは駄目なのでしょうか。 

○副議長（新居禎三君） 本庄村長。 

○村長（本庄利昭君） 私もこの質問をいただいて初めて、こういうことがあるのだと

いうことを認識したようなことで、勉強不足で申し訳なかったと思っているのですが、

これは自衛隊法で協力するとなっているということですので、では、どういうことが
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協力だというところの判断が出てくると思います。 

  例えば、私はこの情報を提供することを拒否しますという意思表示があった場合に

はこれをしないという制度、そういうことを取り入れていることだと思うのですけれ

ども、本来そういう人は自衛隊に入りませんので、自衛隊の勧誘であったり、そうい

うところに影響が及ぶものではないように思いますので、この法律の趣旨に、特別、

自衛隊には絶対に関わりたくないという意思を持っている方は、出しませんよとなっ

たとしても、この条文の趣旨に沿っているかなという気もします。 

  それもありますので、先ほど、独自で山形村はこうだと決めることが果たして違法

なのか合法なのかという判断はつきにくいのですけれども、自衛隊の長野地方協力本

部とも協議をさせていただいて、こういうふうに考えるけれどもこれは違法なのでし

ょうかと、その辺の確認を取ってから、もしこの制度を導入するとすれば、そんな手

続もしたいと考えております。 

○副議長（新居禎三君） 大月民夫議員。 

○８番（大月民夫君） 分かりました。その辺、問い合わせていただいて、前向きにと

いうことは私はこの場で申せませんけれども、やはりこういう権利というのは住んで

いるところによってあったりなかったりということ自体はあまりよろしくないかなと

個人的には思っております。 

  私がこの質問をしたのは、近隣の市で来年度からこういうのを導入しますという話

があったもので、それならどうなのだろうという発想からしただけでございます。今

後、その辺の問合せをしながら、今後の方向性をお決めいただければ結構でございま

す。よろしくお願いします。終わります。 

○副議長（新居禎三君） よろしいですね。 

  以上で、大月民夫議員の質問は終了しました。 

  以上で、本日の一般質問の日程はすべて終了しました。 

  本日はこれにて閉議、散会といたします。 

（午後 ４時１６分） 

 


